
条 例

�愛媛県条例第１号
愛媛県行政組織条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県行政組織条例の一部を改正する条例

愛媛県行政組織条例（平成７年愛媛県条例第１７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第２号
知事等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

知事等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例

知事等の給与の特例に関する条例（平成１８年愛媛県条例第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第３号
愛媛県手数料条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県手数料条例の一部を改正する条例

愛媛県手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（部の設置）

第２条 知事の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置

く。

１・２ 省略

３ 観光スポーツ文化部

�・� 省略

� 観光及び国際交流に関する事項

４・５ 省略

６ 経済労働部

�～� 省略

� 物産に関する事項

� 省略

７・８ 省略

（部の設置）

第２条 知事の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置

く。

１・２ 省略

３ スポーツ・文化部

�・� 省略

４・５ 省略

６ 経済労働部

�～� 省略

� 観光及び物産に関する事項

� 省略

� 国際交流に関する事項

７・８ 省略

改 正 後 改 正 前

附 則

（この条例の失効）

２ この条例は、令和４年３月３１日限り、その効力を失う。

附 則

（この条例の失効）

２ この条例は、令和３年３月３１日限り、その効力を失う。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条―第４条、第７条関係）

１ 省略

２ 保健福祉関係事務手数料

別表（第２条―第４条、第７条関係）

１ 省略

２ 保健福祉関係事務手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～７２ 省略 １～７２ 省略

７２の２ 省略 ７３ 省略
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７２の３ 医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する法律

第６条の２第１項の規定に基づく地域

連携薬局の認定の申請に対する審査

地域連携

薬局認定

申請手数

料

１１，３００円

７２の４ 医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する法律

第６条の２第４項の規定に基づく地域

連携薬局の認定の更新の申請に対する

審査

地域連携

薬局認定

更新申請

手数料

１１，３００円

７２の５ 医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する法律

第６条の３第１項の規定に基づく専門

医療機関連携薬局の認定の申請に対す

る審査

専門医療

機関連携

薬局認定

申請手数

料

１１，３００円

７３ 医薬品、医療機器等の品質、有効性

及び安全性の確保等に関する法律第６

条の３第５項の規定に基づく専門医療

機関連携薬局の認定の更新の申請に対

する審査

専門医療

機関連携

薬局認定

更新申請

手数料

１１，３００円

７３の２ 省略 ７３の２ 省略

７３の３ 医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する法律

第１２条第４項の規定に基づく医薬品等

の製造販売業の許可の更新の申請に対

する審査

省略 ７３の３ 医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する法律

第１２条第２項の規定に基づく医薬品等

の製造販売業の許可の更新の申請に対

する審査

省略

７３の４ 省略 ７３の４ 省略

７３の５ 医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する法律

第１３条第４項（同条第９項において準

用する場合を含む。）の規定に基づく

医薬品等の製造業の許可の更新の申請

に対する審査

省略 ７３の５ 医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する法律

第１３条第３項（同条第７項において準

用する場合を含む。）の規定に基づく

医薬品等の製造業の許可の更新の申請

に対する審査

省略

７３の６ 医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する法律

第１３条第８項の規定に基づく医薬品等

の製造業の許可の区分の変更又は追加

の許可の申請に対する審査

省略 ７３の６ 医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する法律

第１３条第６項の規定に基づく医薬品等

の製造業の許可の区分の変更又は追加

の許可の申請に対する審査

省略

７３の７ 省略 ７３の７ 省略

７３の８ 医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する法律

第１４条第７項（同条第１５項において準

用する場合を含む。）の規定に基づく

医薬品又は医薬部外品の製造管理又は

品質管理の方法の基準への適合性調査

の申請に対する審査

省略 ７３の８ 医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する法律

第１４条第７項（同条第１３項において準

用する場合を含む。）の規定に基づく

医薬品又は医薬部外品の製造管理又は

品質管理の方法の基準への適合性調査

の申請に対する審査

省略

７３の９ 医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する法律

第１４条第１５項の規定に基づく医薬品又

は医薬部外品の製造販売の承認事項の

一部変更の承認の申請に対する審査

省略 ７３の９ 医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する法律

第１４条第１３項の規定に基づく医薬品又

は医薬部外品の製造販売の承認事項の

一部変更の承認の申請に対する審査

省略
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７３の１０ 省略 ７３の１０ 省略

７３の１１ 医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する法律

第２３条の２第４項の規定に基づく医療

機器等の製造販売業の許可の更新の申

請に対する審査

省略 ７３の１１ 医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する法律

第２３条の２第２項の規定に基づく医療

機器等の製造販売業の許可の更新の申

請に対する審査

省略

７３の１２～７３の１４ 省略 ７３の１２～７３の１４ 省略

７３の１５ 医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する法律

第２３条の２０第４項の規定に基づく再生

医療等製品の製造販売業の許可の更新

の申請に対する審査

省略 ７３の１５ 医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する法律

第２３条の２０第２項の規定に基づく再生

医療等製品の製造販売業の許可の更新

の申請に対する審査

省略

７４～７９の４ 省略 ７４～７９の４ 省略

７９の５ 医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する法律

第３９条第６項の規定に基づく高度管理

医療機器等の販売業又は貸与業の許可

の更新の申請に対する審査

省略 ７９の５ 医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する法律

第３９条第４項の規定に基づく高度管理

医療機器等の販売業又は貸与業の許可

の更新の申請に対する審査

省略

８０ 省略 ８０ 省略

８１ 医薬品、医療機器等の品質、有効性

及び安全性の確保等に関する法律第４０

条の２第４項（同条第８項において準

用する場合を含む。）の規定に基づく

医療機器の修理業の許可の更新の申請

に対する審査

省略 ８１ 医薬品、医療機器等の品質、有効性

及び安全性の確保等に関する法律第４０

条の２第３項（同条第６項において準

用する場合を含む。）の規定に基づく

医療機器の修理業の許可の更新の申請

に対する審査

省略

８２ 医薬品、医療機器等の品質、有効性

及び安全性の確保等に関する法律第４０

条の２第７項の規定に基づく医療機器

の修理業の修理区分の変更又は追加の

許可の申請に対する審査

省略 ８２ 医薬品、医療機器等の品質、有効性

及び安全性の確保等に関する法律第４０

条の２第５項の規定に基づく医療機器

の修理業の修理区分の変更又は追加の

許可の申請に対する審査

省略

８２の２ 省略 ８２の２ 省略

８２の３ 医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する法律

第４０条の５第６項の規定に基づく再生

医療等製品の販売業の許可の更新の申

請に対する審査

省略 ８２の３ 医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する法律

第４０条の５第４項の規定に基づく再生

医療等製品の販売業の許可の更新の申

請に対する審査

省略

８３～８５ 省略 ８３～８５ 省略

８６ 医薬品、医療機器等の品質、有効性

及び安全性の確保等に関する法律施行

令第２条の３第１項又は第４５条第１項

の規定に基づく薬局開設の許可証、医

薬品の販売業の許可証、高度管理医療

機器等の販売業若しくは貸与業の許可

証又は再生医療等製品の販売業の許可

証の書換え交付

省略 ８６ 医薬品、医療機器等の品質、有効性

及び安全性の確保等に関する法律施行

令第１条の５第１項又は第４５条第１項

の規定に基づく薬局開設の許可証、医

薬品の販売業の許可証、高度管理医療

機器等の販売業若しくは貸与業の許可

証又は再生医療等製品の販売業の許可

証の書換え交付

省略

８６の２ 省略 ８６の２ 省略

８６の３ 医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する法律

施行令第２条の４第１項又は第４６条第

１項の規定に基づく薬局開設の許可

省略 ８７ 医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する法律

施行令第１条の６第１項又は第４６条第

１項の規定に基づく薬局開設の許可

省略
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附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和３年８月１日から施行する。ただし、別表４の表の改正規定並びに次項及び附則第３項の規定は、公布の日から施行

する。

（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第１２条第７項の規定に基づく認定の

申請に係る手数料の徴収）

２ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第６３号）附則第１２条第７

項の規定に基づく同法第２条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律

第１４５号）第６条の２第１項の規定の例による地域連携薬局の認定の申請及び同法第６条の３第１項の規定の例による専門医療機関連携薬

局の認定の申請に対する審査については、それぞれ１件につき１１，３００円の手数料を徴収する。

３ 改正後の愛媛県手数料条例第３条から第５条まで及び第８条の規定は、前項の手数料について準用する。

証、医薬品の販売業の許可証、高度管

理医療機器等の販売業若しくは貸与業

の許可証又は再生医療等製品の販売業

の許可証の再交付

証、医薬品の販売業の許可証、高度管

理医療機器等の販売業若しくは貸与業

の許可証又は再生医療等製品の販売業

の許可証の再交付

８６の４ 省略 ８７の２ 省略

８７ 医薬品、医療機器等の品質、有効性

及び安全性の確保等に関する法律施行

令第２条の８第１項の規定に基づく地

域連携薬局等の認定証の書換え交付

地域連携

薬局等認

定証の書

換え交付

手数料

２，２００円

８７の２ 医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する法律

施行令第２条の９第１項の規定に基づ

く地域連携薬局等の認定証の再交付

地域連携

薬局等認

定証の再

交付手数

料

３，０００円

８７の３～１１３ 省略 ８７の３～１１３ 省略

備考 省略 備考 省略

３ 省略

４ 農林水産関係事務手数料

３ 省略

４ 農林水産関係事務手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～２６ 省略 １～２６ 省略

２６の２ 家畜改良増殖法施行規則（昭和

２５年農林省令第９６号）第３８条第１項の

規定に基づく家畜人工授精所の開設の

許可証の書換え交付

家畜人工

授精所開

設許可証

書換え交

付手数料

２，６４０円

２６の３ 家畜改良増殖法施行規則第３９条

第１項の規定に基づく家畜人工授精所

の開設の許可証の再交付

家畜人工

授精所開

設許可証

再交付手

数料

２，６４０円

２６の４ 省略 ２６の２ 省略

２６の５ 省略 ２６の３ 省略

２６の６ 省略 ２６の４ 省略

２７～６１ 省略 ２７～６１ 省略

備考 省略 備考 省略

５・６ 省略 ５・６ 省略
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�愛媛県条例第４号
愛媛県手数料条例等の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県手数料条例等の一部を改正する条例

（愛媛県手数料条例の一部改正）

第１条 愛媛県手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条―第４条、第７条関係）

１ 消防防災関係事務手数料

別表（第２条―第４条、第７条関係）

１ 消防防災関係事務手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～５７ 省略 １～５７ 省略

５８ 武器等製造

法（昭和２８年

法 律 第 １４５

号）第１７条第

１項の規定に

基づく猟銃等

の製造の事業

の許可の申請

に対する審査

猟銃等

の製造

事業許

可申請

手数料

８７，０００円 ５８ 武器等製造

法（昭和２８年

法 律 第 １４５

号）第１７条第

１項の規定に

基づく猟銃等

の製造の事業

の許可の申請

に対する審査

猟銃等

の製造

事業許

可申請

手数料

８５，０００円

５９ 武器等製造

法第１９条第１

項の規定に基

づく猟銃等の

販売の事業の

許可の申請に

対する審査

猟銃等

の販売

事業許

可申請

手数料

７５，０００円 ５９ 武器等製造

法第１９条第１

項の規定に基

づく猟銃等の

販売の事業の

許可の申請に

対する審査

猟銃等

の販売

事業許

可申請

手数料

７３，０００円

６０ 武器等製造

法第２０条にお

いて準用する

同法第８条第

１項の規定に

基づく猟銃等

の種類の変更

の許可の申請

に対する審査

猟銃等

の種類

変更許

可申請

手数料

次に掲げる当該申請を行う者の区

分に応じ、それぞれ次に定める金

額

� 猟銃等製造事業者 ３７，０００円

� 猟銃等販売事業者 ２６，０００円

６０ 武器等製造

法第２０条にお

いて準用する

同法第８条第

１項の規定に

基づく猟銃等

の種類の変更

の許可の申請

に対する審査

猟銃等

の種類

変更許

可申請

手数料

次に掲げる当該申請を行う者の区

分に応じ、それぞれ次に定める金

額

� 猟銃等製造事業者 ３６，０００円

� 猟銃等販売事業者 ２５，０００円

６１ 武器等製造

法第２０条にお

いて準用する

同法第１２条第

１項の規定に

基づく猟銃等

製造工場等の

移転の許可の

申請に対する

審査

猟銃等

製造工

場等の

移転許

可申請

手数料

次に掲げる当該申請を行う者の区

分に応じ、それぞれ次に定める金

額

� 猟銃等製造事業者 ８０，０００円

� 猟銃等販売事業者 ６２，０００円

６１ 武器等製造

法第２０条にお

いて準用する

同法第１２条第

１項の規定に

基づく猟銃等

製造工場等の

移転の許可の

申請に対する

審査

猟銃等

製造工

場等の

移転許

可申請

手数料

次に掲げる当該申請を行う者の区

分に応じ、それぞれ次に定める金

額

� 猟銃等製造事業者 ７８，０００円

� 猟銃等販売事業者 ６１，０００円

６２～９０ 省略 ６２～９０ 省略

備考 省略 備考 省略
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２ 保健福祉関係事務手数料 ２ 保健福祉関係事務手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～９の３ 省

略

１～９の３ 省

略

９の４ 温泉法

第１９条第１項

の規定に基づ

く温泉成分分

析機関の登録

の申請に対す

る審査

温泉成

分分析

機関登

録申請

手数料

５０，３００円 ９の４ 温泉法

第１９条第１項

の規定に基づ

く温泉成分分

析機関の登録

の申請に対す

る審査

温泉成

分分析

機関登

録申請

手数料

５０，２００円

１０ 省略 １０ 省略

１０の２ 保健師

助産師看護師

法第１５条の２

第２項の規定

に基づく准看

護師再教育研

修の実施

准看護

師再教

育研修

受講手

数料

� 保健師助産師看護師法第１４条

第２項第１号に掲げる処分を受

けた者に対する再教育研修 ４９，

０００円

� 省略

１０の２ 保健師

助産師看護師

法第１５条の２

第２項の規定

に基づく准看

護師再教育研

修の実施

准看護

師再教

育研修

受講手

数料

� 保健師助産師看護師法第１４条

第２項第１号に掲げる処分を受

けた者に対する再教育研修 ４８，

０００円

� 省略

１０の３～１２ 省

略

１０の３～１２ 省

略

１３ 保健師助産

師看護師法施

行令（昭和２８

年政 令 第３８６

号）第６条第

２項の規定に

基づく准看護

師免許証の書

換え交付

准看護

師免許

証の書

換え交

付手数

料

３，６００円 １３ 保健師助産

師看護師法施

行令（昭和２８

年政 令 第３８６

号）第６条第

２項の規定に

基づく准看護

師免許証の書

換え交付

准看護

師免許

証の書

換え交

付手数

料

３，４００円

１４ 保健師助産

師看護師法施

行令第７条第

２項の規定に

基づく准看護

師免許証の再

交付

准看護

師免許

証の再

交付手

数料

４，３００円 １４ 保健師助産

師看護師法施

行令第７条第

２項の規定に

基づく准看護

師免許証の再

交付

准看護

師免許

証の再

交付手

数料

４，１００円

１５ 保健師助産

師看護師法施

行令第１０条の

規定に基づく

助産婦名簿の

謄本の交付

助産婦

名簿謄

本交付

手数料

４，４００円 １５ 保健師助産

師看護師法施

行令第１０条の

規定に基づく

助産婦名簿の

謄本の交付

助産婦

名簿謄

本交付

手数料

４，３００円

１６ 保健師助産

師看護師法施

行令附則第２

項において準

用する同令第

６条第２項の

規定に基づく

保健婦免状の

書換え交付

保健婦

免状書

換え交

付手数

料

３，５００円 １６ 保健師助産

師看護師法施

行令附則第２

項において準

用する同令第

６条第２項の

規定に基づく

保健婦免状の

書換え交付

保健婦

免状書

換え交

付手数

料

３，４００円
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１７ 保健師助産

師看護師法施

行令附則第２

項において準

用する同令第

６条第２項の

規定に基づく

看護婦免状又

は看護人免状

の書換え交付

看護婦

免状又

は看護

人免状

の書換

え交付

手数料

３，５００円 １７ 保健師助産

師看護師法施

行令附則第２

項において準

用する同令第

６条第２項の

規定に基づく

看護婦免状又

は看護人免状

の書換え交付

看護婦

免状又

は看護

人免状

の書換

え交付

手数料

３，４００円

１８ 保健師助産

師看護師法施

行令附則第２

項において準

用する同令第

７条第２項の

規定に基づく

保健婦免状の

再交付

保健婦

免状再

交付手

数料

４，２００円 １８ 保健師助産

師看護師法施

行令附則第２

項において準

用する同令第

７条第２項の

規定に基づく

保健婦免状の

再交付

保健婦

免状再

交付手

数料

４，１００円

１９ 保健師助産

師看護師法施

行令附則第２

項において準

用する同令第

７条第２項の

規定に基づく

看護婦免状又

は看護人免状

の再交付

看護婦

免状又

は看護

人免状

の再交

付手数

料

４，２００円 １９ 保健師助産

師看護師法施

行令附則第２

項において準

用する同令第

７条第２項の

規定に基づく

看護婦免状又

は看護人免状

の再交付

看護婦

免状又

は看護

人免状

の再交

付手数

料

４，１００円

２０ 医療法（昭

和２３年法律第

２０５号）第７

条第１項の規

定に基づく病

院の開設の許

可

病院開

設許可

手数料

４２，０００円 ２０ 医療法（昭

和２３年法律第

２０５号）第７

条第１項の規

定に基づく病

院の開設の許

可

病院開

設許可

手数料

４１，０００円

２１ 医療法第７

条第１項の規

定に基づく診

療所の開設の

許可

診療所

開設許

可手数

料

１９，０００円 ２１ 医療法第７

条第１項の規

定に基づく診

療所の開設の

許可

診療所

開設許

可手数

料

１８，０００円

２２ 医療法第７

条第１項の規

定に基づく助

産所の開設の

許可

助産所

開設許

可手数

料

１２，０００円 ２２ 医療法第７

条第１項の規

定に基づく助

産所の開設の

許可

助産所

開設許

可手数

料

１１，０００円

２３ 医療法第２７

条の規定に基

づく病院の検

査

病院検

査手数

料

� 知事が実地の検査を行う場合

４４，０００円

� その他の場合 ９，０００円

２３ 医療法第２７

条の規定に基

づく病院の検

査

病院検

査手数

料

� 知事が実地の検査を行う場合

４３，０００円

� その他の場合 ８，０００円
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２４ 医療法第２７

条の規定に基

づく診療所の

検査

診療所

検査手

数料

� 知事が実地の検査を行う場合

２３，０００円

� その他の場合 ５，０００円

２４ 医療法第２７

条の規定に基

づく診療所の

検査

診療所

検査手

数料

� 知事が実地の検査を行う場合

２２，０００円

� その他の場合 ４，０００円

２５ 医療法第２７

条の規定に基

づく助産所の

検査

助産所

検査手

数料

� 知事が実地の検査を行う場合

１７，０００円

� その他の場合 ４，０００円

２５ 医療法第２７

条の規定に基

づく助産所の

検査

助産所

検査手

数料

� 知事が実地の検査を行う場合

１６，０００円

� その他の場合 ３，４００円

２６ 死体解剖保

存法（昭和２４

年法 律 第２０４

号）第１９条第

１項の規定に

基づく死体の

保存の許可

死体保

存許可

手数料

３，５００円 ２６ 死体解剖保

存法（昭和２４

年法 律 第２０４

号）第１９条第

１項の規定に

基づく死体の

保存の許可

死体保

存許可

手数料

３，４００円

２７～３４ 省略 ２７～３４ 省略

３５ 毒物及び劇

物取締法（昭

和２５年法律第

３０３号）第４

条第１項に規

定する毒物又

は劇物の製造

業又は輸入業

の登録の申請

に対する審査

毒物又

は劇物

の製造

業又は

輸入業

の登録

申請手

数料

２８，９００円 ３５ 毒物及び劇

物取締法（昭

和２５年法律第

３０３号）第４

条第１項に規

定する毒物又

は劇物の製造

業又は輸入業

の登録の申請

に対する審査

毒物又

は劇物

の製造

業又は

輸入業

の登録

申請手

数料

２８，７００円

３６ 毒物及び劇

物取締法第４

条第１項の規

定に基づく毒

物又は劇物の

販売業の登録

の申請に対す

る審査

毒物又

は劇物

の販売

業の登

録申請

手数料

１５，４００円 ３６ 毒物及び劇

物取締法第４

条第１項の規

定に基づく毒

物又は劇物の

販売業の登録

の申請に対す

る審査

毒物又

は劇物

の販売

業の登

録申請

手数料

１５，３００円

３７～４２ 省略 ３７～４２ 省略

４３ 行政事務の

簡素合理化及

び整理に関す

る法律（昭和

５８年法律第８３

号）附則第５

条第６項の規

定によりなお

その効力を有

することとさ

れる同法によ

る改正前の診

療放射線技師

及び診療エツ

クス線技師法

（昭和２６年法

診療エ

ツクス

線技師

免許証

再交付

手数料

４，３００円 ４３ 行政事務の

簡素合理化及

び整理に関す

る法律（昭和

５８年法律第８３

号）附則第５

条第６項の規

定によりなお

その効力を有

することとさ

れる同法によ

る改正前の診

療放射線技師

及び診療エツ

クス線技師法

（昭和２６年法

診療エ

ツクス

線技師

免許証

再交付

手数料

４，２００円
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律第２２６号）

第８条第２項

の規定に基づ

く診療エツク

ス線技師免許

証の再交付

律第２２６号）

第８条第２項

の規定に基づ

く診療エツク

ス線技師免許

証の再交付

４４ 診療放射線

技師及び診療

エツクス線技

師法施行令の

一部を改正す

る政令（昭和

５９年 政 令 第

２８６号）附則

第３項の規定

によりなおそ

の効力を有す

ることとされ

る同令による

改正前の診療

放射線技師及

び診療エツク

ス線技師法施

行令（昭和２８

年政 令 第３８５

号）第３条第

１項の規定に

基づく診療エ

ツクス線技師

免許証の書換

え交付

診療エ

ツクス

線技師

免許証

書換え

交付手

数料

３，８００円 ４４ 診療放射線

技師及び診療

エツクス線技

師法施行令の

一部を改正す

る政令（昭和

５９年 政 令 第

２８６号）附則

第３項の規定

によりなおそ

の効力を有す

ることとされ

る同令による

改正前の診療

放射線技師及

び診療エツク

ス線技師法施

行令（昭和２８

年政 令 第３８５

号）第３条第

１項の規定に

基づく診療エ

ツクス線技師

免許証の書換

え交付

診療エ

ツクス

線技師

免許証

書換え

交付手

数料

３，７００円

４５・４６ 省略 ４５・４６ 省略

４７ 覚醒剤取締

法第３０条の２

の規定に基づ

く覚醒剤原料

取扱者の指定

の申請に対す

る審査

覚醒剤

原料取

扱者指

定申請

手数料

１２，１００円 ４７ 覚醒剤取締

法第３０条の２

の規定に基づ

く覚醒剤原料

取扱者の指定

の申請に対す

る審査

覚醒剤

原料取

扱者指

定申請

手数料

１２，０００円

４８～５１ 省略 ４８～５１ 省略

５２ 麻薬及び向

精神薬取締法

（昭和２８年法

律第１４号）第

３条第１項の

規定に基づく

麻薬卸売業者

の免許の申請

に対する審査

麻薬卸

売業者

免許申

請手数

料

１５，０００円 ５２ 麻薬及び向

精神薬取締法

（昭和２８年法

律第１４号）第

３条第１項の

規定に基づく

麻薬卸売業者

の免許の申請

に対する審査

麻薬卸

売業者

免許申

請手数

料

１４，９００円

５３～５６ 省略 ５３～５６ 省略
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５７ 麻薬及び向

精神薬取締法

第５０条第１項

の規定に基づ

く向精神薬卸

売業者の免許

の申請に対す

る審査

向精神

薬卸売

業者免

許申請

手数料

１５，０００円 ５７ 麻薬及び向

精神薬取締法

第５０条第１項

の規定に基づ

く向精神薬卸

売業者の免許

の申請に対す

る審査

向精神

薬卸売

業者免

許申請

手数料

１４，９００円

５８～６０ 省略 ５８～６０ 省略

６１ と 畜 場 法

（昭和２８年法

律第１１４号）

第４条第１項

の規定に基づ

く一般と畜場

の設置の許可

の申請に対す

る審査

一般と

畜場設

置許可

申請手

数料

２２，３００円 ６１ と 畜 場 法

（昭和２８年法

律第１１４号）

第４条第１項

の規定に基づ

く一般と畜場

の設置の許可

の申請に対す

る審査

一般と

畜場設

置許可

申請手

数料

２２，０００円

６２・６３ 省略 ６２・６３ 省略

６４ 臨床検査技

師等に関する

法律（昭和３３

年 法 律 第７６

号）第２０条の

３第１項の規

定に基づく衛

生検査所の登

録の申請に対

する審査

衛生検

査所登

録申請

手数料

８３，０００円 ６４ 臨床検査技

師等に関する

法律（昭和３３

年 法 律 第７６

号）第２０条の

３第１項の規

定に基づく衛

生検査所の登

録の申請に対

する審査

衛生検

査所登

録申請

手数料

８０，０００円

６５ 臨床検査技

師等に関する

法律第２０条の

３第１項の規

定に基づく衛

生検査所の登

録に関する証

明書の書換え

交付

衛生検

査所登

録証明

書書換

え交付

手数料

８，３００円 ６５ 臨床検査技

師等に関する

法律第２０条の

３第１項の規

定に基づく衛

生検査所の登

録に関する証

明書の書換え

交付

衛生検

査所登

録証明

書書換

え交付

手数料

８，２００円

６６ 臨床検査技

師等に関する

法律第２０条の

３第１項の規

定に基づく衛

生検査所の登

録に関する証

明書の再交付

衛生検

査所登

録証明

書再交

付手数

料

８，３００円 ６６ 臨床検査技

師等に関する

法律第２０条の

３第１項の規

定に基づく衛

生検査所の登

録に関する証

明書の再交付

衛生検

査所登

録証明

書再交

付手数

料

８，２００円

６７ 臨床検査技

師等に関する

法律第２０条の

４第１項の規

定に基づく衛

衛生検

査所登

録変更

申請手

数料

６３，０００円 ６７ 臨床検査技

師等に関する

法律第２０条の

４第１項の規

定に基づく衛

衛生検

査所登

録変更

申請手

数料

６１，０００円

愛 媛 県 報令和３年３月２６日 第１９２号外１

１１



生検査所の登

録の変更の申

請に対する審

査

生検査所の登

録の変更の申

請に対する審

査

６８ 調 理 師 法

（昭和３３年法

律第１４７号）

第３条の規定

に基づく調理

師免許

調理師

免許手

数料

５，７００円 ６８ 調 理 師 法

（昭和３３年法

律第１４７号）

第３条の規定

に基づく調理

師免許

調理師

免許手

数料

５，６００円

６９・７０ 省略 ６９・７０ 省略

７１ 調理師法施

行令第１４条第

１項の規定に

基づく免許証

の再交付

調理師

免許証

再交付

手数料

３，７００円 ７１ 調理師法施

行令第１４条第

１項の規定に

基づく免許証

の再交付

調理師

免許証

再交付

手数料

３，６００円

７２・７３ 省略 ７２・７３ 省略

７３の ２ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１２条第１項の

規定に基づく

医薬品（体外

診断用医薬品

を除く。７３の

４の項から７３

の９の項まで

及び８３の項に

お い て 同

じ。）、医薬

部外品又は化

粧品（以下７３

の３の項から

７３の６の項ま

で、８７の３の

項及び８７の４

の項において

「医薬品等」

という。）の

製造販売業の

許可の申請に

対する審査

医薬品

等製造

販売業

許可申

請手数

料

次に掲げる許可の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 第一種医薬品製造販売業許可

１５１，５００円

� 第二種医薬品製造販売業許可

（�に掲げるものを除く。７３の

３の項において同じ。） １３３，９

００円

� 省略

� 医薬部外品製造販売業許可

次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保

等に関する法律施行令（昭和

３６年政令第１１号）第２０条第２

項の規定に基づき製造管理又

は品質管理に注意を要するも

のとして厚生労働大臣が指定

する医薬部外品を含む場合 １

３３，９００円

イ ア以外の場合 ６０，６００円

� 化粧品製造販売業許可 ６０，６０

０円

７３の ２ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１２条第１項の

規定に基づく

医薬品（体外

診断用医薬品

を除く。７３の

４の項から７３

の９の項まで

及び８３の項に

お い て 同

じ。）、医薬

部外品又は化

粧品（以下こ

の項 から

７３の６の項ま

で、８７の３の

項及び８７の４

の項において

「医薬品等」

という。）の

製造販売業の

許可の申請に

対する審査

医薬品

等製造

販売業

許可申

請手数

料

次に掲げる許可の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 第一種医薬品製造販売業許可

１５１，２００円

� 第二種医薬品製造販売業許可

（�に掲げるものを除く。７３の

３の項において同じ。） １３３，７

００円

� 省略

� 医薬部外品製造販売業許可

次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保

等に関する法律施行令（昭和

３６年政令第１１号）第２０条第２

項の規定に基づき製造管理又

は品質管理に注意を要するも

のとして厚生労働大臣が指定

する医薬部外品を含む場合 １

３３，７００円

イ ア以外の場合 ６０，４００円

� 化粧品製造販売業許可 ６０，４０

０円

７３の ３ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

医薬品

等製造

販売業

許可更

新申請

手数料

次に掲げる許可の更新の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� 第一種医薬品製造販売業許可

の更新 １３８，２００円

� 第二種医薬品製造販売業許可

の更新 １２０，６００円

７３の ３ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

医薬品

等製造

販売業

許可更

新申請

手数料

次に掲げる許可の更新の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� 第一種医薬品製造販売業許可

の更新 １３８，０００円

� 第二種医薬品製造販売業許可

の更新 １２０，４００円
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１２条第２項の

規定に基づく

医薬品等の製

造販売業の許

可の更新の申

請に対する審

査

� 省略

� 医薬部外品製造販売業許可の

更新 次に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

ア 医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保

等に関する法律施行令第２０条

第２項の規定に基づき製造管

理又は品質管理に注意を要す

るものとして厚生労働大臣が

指定する医薬部外品を含む場

合 １２０，６００円

イ ア以外の場合 ４８，８００円

� 化粧品製造販売業許可の更新

４８，８００円

１２条第２項の

規定に基づく

医薬品等の製

造販売業の許

可の更新の申

請に対する審

査

� 省略

� 医薬部外品製造販売業許可の

更新 次に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

ア 医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保

等に関する法律施行令第２０条

第２項の規定に基づき製造管

理又は品質管理に注意を要す

るものとして厚生労働大臣が

指定する医薬部外品を含む場

合 １２０，４００円

イ ア以外の場合 ４８，７００円

� 化粧品製造販売業許可の更新

４８，７００円

７３の ４ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１３条第１項の

規定に基づく

医薬品等の製

造業の許可の

申請に対する

審査

医薬品

等製造

業許可

申請手

数料

次に掲げる許可の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医薬品（無菌）（医薬品、医

療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律施行

規則（昭和３６年厚生 省 令 第１

号）第２６条第１項第３号の区分

をいう。７３の５の項から８３の項

までにおいて同じ。） ９２，０００

円

� 医薬品（一般）（医薬品、医

療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律施行

規則第２６条第１項第４号の区分

をいう。７３の５の項から８３の項

までにおいて同じ。）（�に掲

げるものを除く。） ８６，２００円

� 医薬品（包装等）（医薬品、

医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律施

行規則第２６条第１項第５号の区

分をいう。７３の５の項から８３の

項までにおいて同じ。） ４８，１０

０円

� 省略

� 医 薬 部 外 品（無 菌）（医 薬

品、医療機器等の品質、有効性

及び安全性の確保等に関する法

律施行規則第２６条第２項第１号

の区分をいう。７３の５の項から

８３の項までにおいて同じ。） ８

６，２００円

� 省略

� 医薬部外品（包装等）（医薬

品、医療機器等の品質、有効性

及び安全性の確保等に関する法

律施行規則第２６条第２項第３号

７３の ４ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１３条第１項の

規定に基づく

医薬品等の製

造業の許可の

申請に対する

審査

医薬品

等製造

業許可

申請手

数料

次に掲げる許可の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医薬品（無菌）（医薬品、医

療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律施行

規則（昭和３６年厚生 省 令 第１

号）第２６条第１項第３号の区分

をいう。７３の５の項から８３の項

までにおいて同じ。） ９１，９００

円

� 医薬品（一般）（医薬品、医

療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律施行

規則第２６条第１項第４号の区分

をいう。７３の５の項から８３の項

までにおいて同じ。）（�に掲

げるものを除く。） ８６，０００円

� 医薬品（包装等）（医薬品、

医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律施

行規則第２６条第１項第５号の区

分をいう。７３の５の項から８３の

項までにおいて同じ。） ４８，００

０円

� 省略

� 医 薬 部 外 品（無 菌）（医 薬

品、医療機器等の品質、有効性

及び安全性の確保等に関する法

律施行規則第２６条第２項第１号

の区分をいう。７３の５の項から

８３の項までにおいて同じ。） ８

６，０００円

� 省略

� 医薬部外品（包装等）（医薬

品、医療機器等の品質、有効性

及び安全性の確保等に関する法

律施行規則第２６条第２項第３号
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の区分をいう。７３の５の項から

８３の項までにおいて同じ。） ３

４，０００円

� 省略

� 化粧品（包装等）（医薬品、

医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律施

行規則第２６条第３項第２号の区

分をいう。７３の５の項及び７３の

６の項において同じ。） ３４，００

０円

の区分をいう。７３の５の項から

８３の項までにおいて同じ。） ３

３，９００円

� 省略

� 化粧品（包装等）（医薬品、

医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律施

行規則第２６条第３項第２号の区

分をいう。７３の５の項及び７３の

６の項において同じ。） ３３，９０

０円

７３の ５ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１３条 第 ３ 項

（同条第７項

において準用

する場合を含

む。）の規定

に基づく医薬

品等の製造業

の許可の更新

の申請に対す

る審査

医薬品

等製造

業許可

更新申

請手数

料

次に掲げる許可の更新の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� 医薬品（無菌） ５３，２００円

� 医薬品（一般）（�に掲げる

ものを除く。） ５０，１００円

� 医薬品（包装等） ２４，６００円

� 省略

� 医薬部外品（無菌） ５０，１００

円

� 医薬部外品（一般） ２６，１００

円

	 医薬部外品（包装等） ２４，６０

０円

� 化粧品（一般） ２６，１００円

� 化粧品（包装等） ２４，６００円

７３の ５ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１３条 第 ３ 項

（同条第７項

において準用

する場合を含

む。）の規定

に基づく医薬

品等の製造業

の許可の更新

の申請に対す

る審査

医薬品

等製造

業許可

更新申

請手数

料

次に掲げる許可の更新の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� 医薬品（無菌） ５３，１００円

� 医薬品（一般）（�に掲げる

ものを除く。） ５０，０００円

� 医薬品（包装等） ２４，５００円

� 省略

� 医薬部外品（無菌） ５０，０００

円

� 医薬部外品（一般） ２６，０００

円

	 医薬部外品（包装等） ２４，５０

０円

� 化粧品（一般） ２６，０００円

� 化粧品（包装等） ２４，５００円

７３の ６ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１３条第６項の

規定に基づく

医薬品等の製

造業の許可の

区分の変更又

は追加の許可

の申請に対す

る審査

医薬品

等製造

業の許

可区分

の変更

又は追

加の許

可申請

手数料

次に掲げる許可の区分の変更又は

追加に応じ、それぞれ次に定める

金額

� 医薬品（無菌） ８３，９００円

� 医薬品（一般） ７８，９００円

� 医薬品（包装等） ４１，５００円

� 医薬部外品（無菌） ８３，９００

円

� 医薬部外品（一般） ３６，３００

円

� 省略

	 化粧品（一般） ３６，３００円

� 省略

７３の ６ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１３条第６項の

規定に基づく

医薬品等の製

造業の許可の

区分の変更又

は追加の許可

の申請に対す

る審査

医薬品

等製造

業の許

可区分

の変更

又は追

加の許

可申請

手数料

次に掲げる許可の区分の変更又は

追加に応じ、それぞれ次に定める

金額

� 医薬品（無菌） ８３，８００円

� 医薬品（一般） ７８，７００円

� 医薬品（包装等） ４１，４００円

� 医薬部外品（無菌） ８３，８００

円

� 医薬部外品（一般） ３６，２００

円

� 省略

	 化粧品（一般） ３６，２００円

� 省略

７３の ７ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１４条第１項の

規定に基づく

医薬品又は医

薬部外品の製

造販売の承認

医薬品

又は医

薬部外

品の製

造販売

承認申

請手数

料

次に掲げる承認の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医療用医薬品（�及び�に掲

げるものを除く。） １品目に

つき２１９，３００円

� 日本薬局方に収められている

医薬品（�に掲げるものを除

く。） １品目につき５３，９００円

� 省略

� �から�までに掲げる医薬品

以外の医薬品 １品目につき

７３の ７ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１４条第１項の

規定に基づく

医薬品又は医

薬部外品の製

造販売の承認

医薬品

又は医

薬部外

品の製

造販売

承認申

請手数

料

次に掲げる承認の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医療用医薬品（�及び�に掲

げるものを除く。） １品目に

つき２１８，９００円

� 日本薬局方に収められている

医薬品（�に掲げるものを除

く。） １品目につき５３，８００円

� 省略

� �から�までに掲げる医薬品

以外の医薬品 １品目につき
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の申請に対す

る審査

８９，８００円

� 医薬部外品 １品目につき５３，

９００円

の申請に対す

る審査

８９，６００円

� 医薬部外品 １品目につき５３，

８００円

７３の８ 省略 ７３の８ 省略

７３の ９ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１４条第１３項の

規定に基づく

医薬品又は医

薬部外品の製

造販売の承認

事項の一部変

更の承認の申

請に対する審

査

医薬品

又は医

薬部外

品の製

造販売

承認事

項一部

変更承

認申請

手数料

次に掲げる承認の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医療用医薬品（�及び�に掲

げるものを除く。） １品目に

つき１０７，６００円

� 日本薬局方に収められている

医薬品（�に掲げるものを除

く。） １品目につき２９，７００円

� 省略

� �から�までに掲げる医薬品

以外の医薬品 １品目につき

３６，３００円

� 医薬部外品 １品目につき２７，

５００円

７３の ９ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１４条第１３項の

規定に基づく

医薬品又は医

薬部外品の製

造販売の承認

事項の一部変

更の承認の申

請に対する審

査

医薬品

又は医

薬部外

品の製

造販売

承認事

項一部

変更承

認申請

手数料

次に掲げる承認の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医療用医薬品（�及び�に掲

げるものを除く。） １品目に

つき１０７，５００円

� 日本薬局方に収められている

医薬品（�に掲げるものを除

く。） １品目につき２９，６００円

� 省略

� �から�までに掲げる医薬品

以外の医薬品 １品目につき

３６，２００円

� 医薬部外品 １品目につき２７，

４００円

７３の１０ 医薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

２３条の２第１

項の規定に基

づく医療機器

又は体外診断

用医薬品（以

下７３の１１の項

から７３の１３の

項まで、８７の

３の項及び８７

の４の項にお

いて「医療機

器 等」と い

う。）の製造

販売業の許可

の申請に対す

る審査

医療機

器等製

造販売

業許可

申請手

数料

次に掲げる許可の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 第一種医療機器製造販売業許

可 １５１，５００円

� 第二種医療機器製造販売業許

可 １３３，９００円

� 第三種医療機器製造販売業許

可 ９７，２００円

� 体外診断用医薬品製造販売業

許可 １３３，９００円

７３の１０ 医薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

２３条の２第１

項の規定に基

づく医療機器

又は体外診断

用医薬品（以

下この項

から７３の１３の

項まで、８７の

３の項及び８７

の４の項にお

いて「医療機

器 等」と い

う。）の製造

販売業の許可

の申請に対す

る審査

医療機

器等製

造販売

業許可

申請手

数料

次に掲げる許可の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 第一種医療機器製造販売業許

可 １５１，２００円

� 第二種医療機器製造販売業許

可 １３３，７００円

� 第三種医療機器製造販売業許

可 ９７，０００円

� 体外診断用医薬品製造販売業

許可 １３３，７００円

７３の１１ 医薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

２３条の２第２

項の規定に基

づく医療機器

等の製造販売

業の許可の更

医療機

器等製

造販売

業許可

更新申

請手数

料

次に掲げる許可の更新の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� 第一種医療機器製造販売業許

可の更新 １４０，５００円

� 第二種医療機器製造販売業許

可の更新 １２２，９００円

� 第三種医療機器製造販売業許

可の更新 ７２，２００円

� 体外診断用医薬品製造販売業

許可の更新 １２２，９００円

７３の１１ 医薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

２３条の２第２

項の規定に基

づく医療機器

等の製造販売

業の許可の更

医療機

器等製

造販売

業許可

更新申

請手数

料

次に掲げる許可の更新の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� 第一種医療機器製造販売業許

可の更新 １４０，２００円

� 第二種医療機器製造販売業許

可の更新 １２２，７００円

� 第三種医療機器製造販売業許

可の更新 ７２，１００円

� 体外診断用医薬品製造販売業

許可の更新 １２２，７００円
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新の申請に対

する審査

新の申請に対

する審査

７３の１２ 医薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

２３条の２の３

第１項の規定

に基づく医療

機器等の製造

業の登録の申

請に対する審

査

医療機

器等製

造業登

録申請

手数料

３８，５００円 ７３の１２ 医薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

２３条の２の３

第１項の規定

に基づく医療

機器等の製造

業の登録の申

請に対する審

査

医療機

器等製

造業登

録申請

手数料

３８，４００円

７３の１３ 医薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

２３条の２の３

第３項の規定

に基づく医療

機器等の製造

業の登録の更

新の申請に対

する審査

医療機

器等製

造業登

録更新

申請手

数料

２７，５００円 ７３の１３ 医薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

２３条の２の３

第３項の規定

に基づく医療

機器等の製造

業の登録の更

新の申請に対

する審査

医療機

器等製

造業登

録更新

申請手

数料

２７，４００円

７３の１４ 医薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

２３条の２０第１

項の規定に基

づく再生医療

等製品の製造

販売業の許可

の申請に対す

る審査

再生医

療等製

品製造

販売業

許可申

請手数

料

１５１，５００円 ７３の１４ 医薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

２３条の２０第１

項の規定に基

づく再生医療

等製品の製造

販売業の許可

の申請に対す

る審査

再生医

療等製

品製造

販売業

許可申

請手数

料

１５１，２００円

７３の１５ 医薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

２３条の２０第２

項の規定に基

づく再生医療

等製品の製造

販売業の許可

再生医

療等製

品製造

販売業

許可更

新申請

手数料

１３８，２００円 ７３の１５ 医薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

２３条の２０第２

項の規定に基

づく再生医療

等製品の製造

販売業の許可

再生医

療等製

品製造

販売業

許可更

新申請

手数料

１３８，０００円
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の更新の申請

に対する審査

の更新の申請

に対する審査

７４～７９の５ 省

略

７４～７９の５ 省

略

８０ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

び安全性の確

保等に関する

法律第４０条の

２第１項の規

定に基づく医

療機器の修理

業の許可の申

請に対する審

査

医療機

器修理

業許可

申請手

数料

７４，４００円 ８０ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

び安全性の確

保等に関する

法律第４０条の

２第１項の規

定に基づく医

療機器の修理

業の許可の申

請に対する審

査

医療機

器修理

業許可

申請手

数料

７４，３００円

８１ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

び安全性の確

保等に関する

法律第４０条の

２第３項（同

条第６項にお

いて準用する

場 合 を 含

む。）の規定

に基づく医療

機器の修理業

の許可の更新

の申請に対す

る審査

医療機

器修理

業許可

更新申

請手数

料

５０，１００円 ８１ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

び安全性の確

保等に関する

法律第４０条の

２第３項（同

条第６項にお

いて準用する

場 合 を 含

む。）の規定

に基づく医療

機器の修理業

の許可の更新

の申請に対す

る審査

医療機

器修理

業許可

更新申

請手数

料

５０，０００円

８２ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

び安全性の確

保等に関する

法律第４０条の

２第５項の規

定に基づく医

療機器の修理

業の修理区分

の変更又は追

加の許可の申

請に対する審

査

医療機

器修理

業の修

理区分

の変更

又は追

加の許

可申請

手数料

１８，６００円 ８２ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

び安全性の確

保等に関する

法律第４０条の

２第５項の規

定に基づく医

療機器の修理

業の修理区分

の変更又は追

加の許可の申

請に対する審

査

医療機

器修理

業の修

理区分

の変更

又は追

加の許

可申請

手数料

１８，５００円

８２の２～８７の４

省略

８２の２～８７の４

省略

８７の ５ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

省略 ８７の ５ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

省略
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効性及び安全

性の確保等に

関する法律施

行規 則 第１５９

条の１１第１項

又は動物用医

薬品等取締規

則（平成１６年

農林水産省令

第１０７号）第

１１５条 の１２第

１項の規定に

基づく販売従

事登録証の書

換え交付

効性及び安全

性の確保等に

関する法律施

行規 則 第１５９

条の１１第１項

の規定に

基づく販売従

事登録証の書

換え交付

８７の ６ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律施

行規 則 第１５９

条の１２第１項

又は動物用医

薬品等取締規

則 第１１５条 の

１３第１項の規

定に基づく販

売従事登録証

の再交付

省略 ８７の ６ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律施

行規 則 第１５９

条の１２第１項

の規

定に基づく販

売従事登録証

の再交付

省略

８８～９９ 省略 ８８～９９ 省略

１００ 食 鳥 処 理

の事業の規制

及び食鳥検査

に関する法律

（平成２年法

律第７０号）第

３条の規定に

基づく食鳥処

理の事業の許

可の申請に対

する審査

食鳥処

理事業

許可申

請手数

料

１９，４００円 １００ 食 鳥 処 理

の事業の規制

及び食鳥検査

に関する法律

（平成２年法

律第７０号）第

３条の規定に

基づく食鳥処

理の事業の許

可の申請に対

する審査

食鳥処

理事業

許可申

請手数

料

１９，０００円

１０１ 食 鳥 処 理

の事業の規制

及び食鳥検査

に関する法律

第６条第１項

の規定に基づ

く食鳥処理場

の構造又は設

備の変更の許

可の申請に対

する審査

食鳥処

理場の

構造又

は設備

変更許

可申請

手数料

１０，３００円 １０１ 食 鳥 処 理

の事業の規制

及び食鳥検査

に関する法律

第６条第１項

の規定に基づ

く食鳥処理場

の構造又は設

備の変更の許

可の申請に対

する審査

食鳥処

理場の

構造又

は設備

変更許

可申請

手数料

１０，０００円
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１０１の２～１０２

省略

１０１の２～１０２

省略

１０３ 食 鳥 処 理

の事業の規制

及び食鳥検査

に関する法律

第１６条第１項

の規定に基づ

く確認規程の

認定の申請に

対する審査

確認規

程認定

申請手

数料

５，６００円 １０３ 食 鳥 処 理

の事業の規制

及び食鳥検査

に関する法律

第１６条第１項

の規定に基づ

く確認規程の

認定の申請に

対する審査

確認規

程認定

申請手

数料

５，５００円

１０４ 食 鳥 処 理

の事業の規制

及び食鳥検査

に関する法律

第１６条第２項

の規定に基づ

く確認規程の

変更の認定の

申請に対する

審査

確認規

程変更

認定申

請手数

料

２，４００円 １０４ 食 鳥 処 理

の事業の規制

及び食鳥検査

に関する法律

第１６条第２項

の規定に基づ

く確認規程の

変更の認定の

申請に対する

審査

確認規

程変更

認定申

請手数

料

２，３００円

１０４の２～１０８

省略

１０４の２～１０８

省略

１０９ 母 体 保 護

法施行令（昭

和２４年政令第

１６号）第１条

第１項の規定

に基づく受胎

調節実地指導

員の指定証の

交付

受胎調

節実地

指導員

指定証

交付手

数料

４，２００円 １０９ 母 体 保 護

法施行令（昭

和２４年政令第

１６号）第１条

第１項の規定

に基づく受胎

調節実地指導

員の指定証の

交付

受胎調

節実地

指導員

指定証

交付手

数料

４，０００円

１１０ 母 体 保 護

法施行令第１

条第２項の規

定に基づく受

胎調節実地指

導員の標識の

交付

受胎調

節実地

指導員

標識交

付手数

料

３，３００円 １１０ 母 体 保 護

法施行令第１

条第２項の規

定に基づく受

胎調節実地指

導員の標識の

交付

受胎調

節実地

指導員

標識交

付手数

料

３，１００円

１１１ 省略 １１１ 省略

１１２ 母 体 保 護

法施行令第５

条の規定に基

づく受胎調節

実地指導員指

定証の再交付

受胎調

節実地

指導員

指定証

再交付

手数料

３，０００円 １１２ 母 体 保 護

法施行令第５

条の規定に基

づく受胎調節

実地指導員指

定証の再交付

受胎調

節実地

指導員

指定証

再交付

手数料

２，８００円

１１３ 母 体 保 護

法施行令第５

条の規定に基

づく受胎調節

実地指導員の

標識の再交付

受胎調

節実地

指導員

標識再

交付手

数料

２，７００円 １１３ 母 体 保 護

法施行令第５

条の規定に基

づく受胎調節

実地指導員の

標識の再交付

受胎調

節実地

指導員

標識再

交付手

数料

２，５００円
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備考 省略 備考 省略

３ 計量関係事務手数料 ３ 計量関係事務手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１ 計量法（平

成４年法律第

５１号）第１６条

第１項第２号

イの規定に基

づく特定計量

器の検定

特定計

量器検

定手数

料

� 計量法第８４条第１項（同法第

８９条第４項において準用する場

合を含む。）の表示が付された

特定計量器（計量法施行令（平

成５年政令第３２９号）第１２条で定

める特定計量器であって同法第

８４条第１項の表示が付されてか

ら同法第７１条第２項の経済産業

省令で定める期間を経過したも

のにあっては、同法第５０条第１

項の表示が付され、かつ、同項

の表示が付されてから同法第７１

条第２項の経済産業省令で定め

る期間を経過していないものに

限る。）に係る検定 次に掲げ

る特定計量器の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ア 質量計 次に掲げる質量計

の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額（非自動はかりの

うち最小の目量（隣接する目

盛標識のそれぞれが表す物象

の状態の量の差をいう。以下

この表において同じ。）又は

表記された感量（質量計が反

応することができる質量の最

小の変化をいう。以下この表

において同じ。）がひょう量

の１０，０００分の１未満のものに

あっては、�から�までに掲

げる金額の２倍の金額）

� 非自動はかりで検出部が

電気式又は光電式のもので

あって、ひょう量が１トン

以下のもの 次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定

める金額

ａ 省略

ｂ ひょう量が３０キログラ

ムを超え１００キログラム以

下のもの １個につき１，３

５０円

ｃ 省略

ｄ ひょう量が２５０キログラ

ムを超え５００キログラム以

下のもの １個につき２，２

００円

１ 計量法（平

成４年法律第

５１号）第１６条

第１項第２号

イの規定に基

づく特定計量

器の検定

特定計

量器検

定手数

料

� 計量法第８４条第１項（同法第

８９条第４項において準用する場

合を含む。）の表示が付された

特定計量器（計量法施行令（平

成５年政令第３２９号）第１２条で定

める特定計量器であって同法第

８４条第１項の表示が付されてか

ら同法第７１条第２項の経済産業

省令で定める期間を経過したも

のにあっては、同法第５０条第１

項の表示が付され、かつ、同項

の表示が付されてから同法第７１

条第２項の経済産業省令で定め

る期間を経過していないものに

限る。）に係る検定 次に掲げ

る特定計量器の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ア タクシーメーター １個に

つき５８０円

イ 質量計 次に掲げる質量計

の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額（非自動はかりの

うち最小の目量（隣接する目

盛標識のそれぞれが表す物象

の状態の量の差をいう。以下

この表において同じ。）又は

表記された感量（質量計が反

応することができる質量の最

小の変化をいう。以下この表

において同じ。）がひょう量

の１０，０００分の１未満のものに

あっては、�から�までに掲

げる金額の２倍の金額）

� 非自動はかりで検出部が

電気式又は光電式のもので

あって、ひょう量が１トン

以下のもの 次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定

める金額

ａ 省略

ｂ ひょう量が３０キログラ

ムを超え１００キログラム以

下のもの １個につき１，３

００円

ｃ 省略

ｄ ひょう量が２５０キログラ

ムを超え５００キログラム以

下のもの １個につき２，１

５０円
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ｅ ひょう量が５００キログラ

ムを超え１トン以下のも

の １個につき２，５５０円

� 省略

� 非自動はかりであって�

又は�に掲げるもの以外の

もの 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金

額

ａ 省略

ｂ ひょう量が５キログラ

ムを超え２０キログラム以

下のもの １個につき２１０

円

ｃ 省略

ｄ ひょう量が５０キログラ

ムを超え１００キログラム以

下のもの １個につき３７０

円

ｅ ひょう量が１００キログラ

ムを超え２５０キログラム以

下のもの １個につき５６０

円

ｆ ひょう量が２５０キログラ

ムを超え５００キログラム以

下のもの １個につき９７０

円

ｇ 省略

ｈ ひょう量が１トンを超

え２トン以下のもの １

個につき２，６５０円

ｉ ひょう量が２トンを超

え５トン以下のもの １

個につき６，７００円

ｊ ひょう量が５トンを超

え１０トン以下のもの １

個につき８，５００円

ｋ ひょう量が１０トンを超

え２０トン以下のもの １

個につき１２，３００円

ｌ ひょう量が２０トンを超

え３０トン以下のもの １

個につき１５，３００円

ｍ ひょう量が３０トンを超

え４０トン以下のもの １

個につき２０，３００円

ｎ ひょう量が４０トンを超

え５０トン以下のもの １

個につき２２，８００円

ｏ ひょう量が５０トンを超

えるもの １個につき４０，

２００円

� 省略

ｅ ひょう量が５００キログラ

ムを超え１トン以下のも

の １個につき２，５００円

� 省略

� 非自動はかりであって�

又は�に掲げるもの以外の

もの 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金

額

ａ 省略

ｂ ひょう量が５キログラ

ムを超え２０キログラム以

下のもの １個につき２００

円

ｃ 省略

ｄ ひょう量が５０キログラ

ムを超え１００キログラム以

下のもの １個につき３６０

円

ｅ ひょう量が１００キログラ

ムを超え２５０キログラム以

下のもの １個につき５５０

円

ｆ ひょう量が２５０キログラ

ムを超え５００キログラム以

下のもの １個につき９６０

円

ｇ 省略

ｈ ひょう量が１トンを超

え２トン以下のもの １

個につき２，６００円

ｉ ひょう量が２トンを超

え５トン以下のもの １

個につき６，６００円

ｊ ひょう量が５トンを超

え１０トン以下のもの １

個につき８，３００円

ｋ ひょう量が１０トンを超

え２０トン以下のもの １

個につき１２，１００円

ｌ ひょう量が２０トンを超

え３０トン以下のもの １

個につき１５，１００円

ｍ ひょう量が３０トンを超

え４０トン以下のもの １

個につき２０，０００円

ｎ ひょう量が４０トンを超

え５０トン以下のもの １

個につき２２，５００円

ｏ ひょう量が５０トンを超

えるもの １個につき３９，

６００円

� 省略
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� 定量おもり又は定量増お

もり（以下この表において

「おもり」という。） 次

に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額

ａ・ｂ 省略

ｃ 質量が２０キログラムを

超えるもの １個につき３

２０円

イ 体積計 次に掲げる体積計

の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

� 水道メーター 次に掲げ

る区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

ａ 省略

ｂ 口径が２５ミリメートル

を超え４０ミリメートル以

下のもの １個につき１９０

円

ｃ 省略

ｄ 口径が１００ミリメートル

を超えるもの １個につ

き１，８００円

� 燃料油メーター 次に掲

げる区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

ａ 使用最大流量が１リッ

トル毎分以下のもの １

個につき６５０円

ｂ・ｃ 省略

� 液化石油ガスメーター

１個につき７，０００円

� ガスメーター 次に掲げ

る区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

ａ 省略

ｂ 使用最大流量が１６立方

メートル毎時を超え６５立

方メートル毎時以下のも

の １個につき２５０円

ｃ 使用最大流量が６５立方

メートル毎時を超え１６０立

方メートル毎時以下のも

の １個につき６５０円

ｄ 使用最大流量が１６０立方

メートル毎時を超え４００立

方メートル毎時以下のも

の １個につき１，０５０円

ｅ 使用最大流量が４００立方

メートル毎時を超え１，０００

立方メートル毎時以下の

もの １個につき２，５００円

� 定量おもり又は定量増お

もり（以下この表において

「おもり」という。） 次

に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額

ａ・ｂ 省略

ｃ 質量が２０キログラムを

超えるもの １個につき３

１０円

ウ 体積計 次に掲げる体積計

の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

� 水道メーター 次に掲げ

る区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

ａ 省略

ｂ 口径が２５ミリメートル

を超え４０ミリメートル以

下のもの １個につき１８０

円

ｃ 省略

ｄ 口径が１００ミリメートル

を超えるもの １個につ

き１，７５０円

� 燃料油メーター 次に掲

げる区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

ａ 使用最大流量が１リッ

トル毎分以下のもの １

個につき６３０円

ｂ・ｃ 省略

� 液化石油ガスメーター

１個につき６，８００円

� ガスメーター 次に掲げ

る区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

ａ 省略

ｂ 使用最大流量が１６立方

メートル毎時を超え６５立

方メートル毎時以下のも

の １個につき２４０円

ｃ 使用最大流量が６５立方

メートル毎時を超え１６０立

方メートル毎時以下のも

の １個につき６４０円

ｄ 使用最大流量が１６０立方

メートル毎時を超え４００立

方メートル毎時以下のも

の １個につき１，０００円

ｅ 使用最大流量が４００立方

メートル毎時を超え１，０００

立方メートル毎時以下の

もの １個につき２，４５０円
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ｆ 使用最大流量が１，０００立

方メートル毎時を超える

もの １個につき６，０００円

ウ アネロイド型圧力計（アネ

ロイド型血圧計を除く。）

次に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額

� 省略

� 計ることのできる最大の

圧力が５０メガパスカルを超

え１００メガパスカル以下のも

の １個につき４９０円

� �に掲げる特定計量器以外の

特定計量器であって、次に掲げ

る質量計であるものに係る検定

次に掲げる質量計の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

（非自動はかりのうち最小の目

量又は表記された感量がひょう

量の１０，０００分の１未満のものに

あっては、２倍の金額）

ア 非自動はかり（ばね式指示

はかり及び検出部が電気式の

ものを除く。） 次に掲げる

区分に応じ、それぞれ次に定

める金額

�～� 省略

� ひょう量が１００キログラム

を超え２５０キログラム以下の

もの １個につき６１０円

�・� 省略

� ひょう量が１トンを超え

２トン以下のもの １個に

つき３，１５０円

� ひょう量が２トンを超え

５トン以下のもの １個に

つき７，１００円

	 ひょう量が５トンを超え

１０トン以下のもの １個に

つき９，１００円


 ひょう量が１０トンを超え

２０トン以下のもの １個に

つき１３，４００円

� ひょう量が２０トンを超え

３０トン以下のもの １個に

つき１６，３００円

� ひょう量が３０トンを超え

４０トン以下のもの １個に

つき２１，４００円

 ひょう量が４０トンを超え

５０トン以下のもの １個に

つき２４，０００円

� ひょう量が５０トンを超え

ｆ 使用最大流量が１，０００立

方メートル毎時を超える

もの １個につき５，９００円

エ アネロイド型圧力計（アネ

ロイド型血圧計を除く。）

次に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額

� 省略

� 計ることのできる最大の

圧力が５０メガパスカルを超

え１００メガパスカル以下のも

の １個につき４８０円

� �に掲げる特定計量器以外の

特定計量器であって、次に掲げ

る質量計であるものに係る検定

次に掲げる質量計の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

（非自動はかりのうち最小の目

量又は表記された感量がひょう

量の１０，０００分の１未満のものに

あっては、２倍の金額）

ア 非自動はかり（ばね式指示

はかり及び検出部が電気式の

ものを除く。） 次に掲げる

区分に応じ、それぞれ次に定

める金額

�～� 省略

� ひょう量が１００キログラム

を超え２５０キログラム以下の

もの １個につき６００円

�・� 省略

� ひょう量が１トンを超え

２トン以下のもの １個に

つき３，１００円

� ひょう量が２トンを超え

５トン以下のもの １個に

つき７，０００円

	 ひょう量が５トンを超え

１０トン以下のもの １個に

つき８，９００円


 ひょう量が１０トンを超え

２０トン以下のもの １個に

つき１３，１００円

� ひょう量が２０トンを超え

３０トン以下のもの １個に

つき１６，１００円

� ひょう量が３０トンを超え

４０トン以下のもの １個に

つき２１，１００円

 ひょう量が４０トンを超え

５０トン以下のもの １個に

つき２３，６００円

� ひょう量が５０トンを超え
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るもの １個につき４１，４００

円

イ 省略

ウ おもり 次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める金

額

�・� 省略

� 質量が２０キログラムを超

えるもの １個につき３３０円

� 計量法施行令附則第９条第１

項から第３項までに規定する特

定計量器の検定 次に掲げる特

定計量器の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

ア 省略

イ 非自動はかりで計量法施行

令附則別表第４第２号イ�又

はハ�に掲げるもの 次に掲

げる区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

� ひょう量が２００キログラム

以下のもの １個につき５７０

円

� ひょう量が２００キログラム

を超え５００キログラム以下の

もの １個につき１，０００円

� 省略

� ひょう量が１トンを超え

２トン以下のもの １個に

つき２，９００円

� ひょう量が２トンを超え

５トン以下のもの １個に

つき６，８００円

� ひょう量が５トンを超え

１０トン以下のもの １個に

つき８，９００円

� ひょう量が１０トンを超え

２０トン以下のもの １個に

つき１２，８００円

� ひょう量が２０トンを超え

３０トン以下のもの １個に

つき１６，１００円

	 ひょう量が３０トンを超え

４０トン以下のもの １個に

つき２０，７００円


 ひょう量が４０トンを超え

５０トン以下のもの １個に

つき２３，１００円

� ひょう量が５０トンを超え

るもの １個につき４０，７００

円

ウ 省略

エ 非自動はかりで計量法施行

るもの １個につき４０，８００

円

イ 省略

ウ おもり 次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める金

額

�・� 省略

� 質量が２０キログラムを超

えるもの １個につき３２０円

� 計量法施行令附則第９条第１

項から第３項までに規定する特

定計量器の検定 次に掲げる特

定計量器の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

ア 省略

イ 非自動はかりで計量法施行

令附則別表第４第２号イ�又

はハ�に掲げるもの 次に掲

げる区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

� ひょう量が２００キログラム

以下のもの １個につき５６０

円

� ひょう量が２００キログラム

を超え５００キログラム以下の

もの １個につき９８０円

� 省略

� ひょう量が１トンを超え

２トン以下のもの １個に

つき２，８５０円

� ひょう量が２トンを超え

５トン以下のもの １個に

つき６，７００円

� ひょう量が５トンを超え

１０トン以下のもの １個に

つき８，８００円

� ひょう量が１０トンを超え

２０トン以下のもの １個に

つき１２，６００円

� ひょう量が２０トンを超え

３０トン以下のもの １個に

つき１５，８００円

	 ひょう量が３０トンを超え

４０トン以下のもの １個に

つき２０，４００円


 ひょう量が４０トンを超え

５０トン以下のもの １個に

つき２２，８００円

� ひょう量が５０トンを超え

るもの １個につき４０，２００

円

ウ 省略

エ 非自動はかりで計量法施行
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令附則別表第４第２号ハ�に

掲げるもの １個につき１，０００

円

オ 体積計で計量法施行令附則

第９条第２項第２号又は附則

別表第４第３号に掲げる水道

メーター 次に掲げる水道メ

ーターの区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

� 省略

� 口径が４０ミリメートルを

超え１００ミリメートル以下の

もの １個につき１，２５０円

� 口径が１００ミリメートルを

超えるもの １個につき１，７

００円

カ 体積計で計量法施行令附則

第９条第２項第３号に掲げる

燃料油メーター 次に掲げる

燃料油メーターの区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� 積算式ガソリン量器 次

に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額

ａ 省略

ｂ 表示機構の最大指示量

が５０リットルを超えるも

の １個につき２，３００円

� �に掲げるもの以外のも

の 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金

額

ａ 口径が３０ミリメートル

以下のもの １個につき

２，８５０円

ｂ 口径が３０ミリメートル

を超えるもの １個につ

き３，７００円

キ 体積計で計量法施行令附則

第９条第２項第４号に掲げる

液化石油ガスメーター １個

につき６，９００円

ク 体積計で計量法施行令附則

第９条第３項第２号若しくは

第３号又は附則別表第４第４

号に掲げるガスメーター 次

に掲げるガスメーターの区分

に応じ、それぞれ次に定める

金額

� �に掲げるもの以外のも

の 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金

額

令附則別表第４第２号ハ�に

掲げるもの １個につき９９０円

オ 体積計で計量法施行令附則

第９条第２項第２号又は附則

別表第４第３号に掲げる水道

メーター 次に掲げる水道メ

ーターの区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

� 省略

� 口径が４０ミリメートルを

超え１００ミリメートル以下の

もの １個につき１，２００円

� 口径が１００ミリメートルを

超えるもの １個につき１，６

５０円

カ 体積計で計量法施行令附則

第９条第２項第３号に掲げる

燃料油メーター 次に掲げる

燃料油メーターの区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� 積算式ガソリン量器 次

に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額

ａ 省略

ｂ 表示機構の最大指示量

が５０リットルを超えるも

の １個につき２，２５０円

� �に掲げるもの以外のも

の 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金

額

ａ 口径が３０ミリメートル

以下のもの １個につき

２，８００円

ｂ 口径が３０ミリメートル

を超えるもの １個につ

き３，６５０円

キ 体積計で計量法施行令附則

第９条第２項第４号に掲げる

液化石油ガスメーター １個

につき６，８００円

ク 体積計で計量法施行令附則

第９条第３項第２号若しくは

第３号又は附則別表第４第４

号に掲げるガスメーター 次

に掲げるガスメーターの区分

に応じ、それぞれ次に定める

金額

� �に掲げるもの以外のも

の 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金

額
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ａ 省略

ｂ ガスの体積が４リット

ルを超え６リットル以下

のもの １個につき２００円

ｃ 省略

ｄ ガスの体積が３０リット

ルを超えるもの １個に

つき６７０円

� 計量法施行令附則別表第

４第４号ロに掲げるもの

次に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ａ 使用最大流量が５立方

メートル毎時以下のもの

１個につき４８０円

ｂ 使用最大流量が５立方

メートル毎時を超え２０立

方メートル毎時以下のも

の １個につき９５０円

ｃ 使用最大流量が２０立方

メートル毎時を超え１００立

方メートル毎時以下のも

の １個につき２，１５０円

ｄ 使用最大流量が１００立方

メートル毎時を超え５００立

方メートル毎時以下のも

の １個につき４，０００円

ｅ 使用最大流量が５００立方

メートル毎時を超え１，０００

立方メートル毎時以下の

もの １個につき５，５００円

ｆ 使用最大流量が１，０００立

方メートル毎時を超える

もの １０，５００円

ケ 計量法施行令附則第９条第

２項第５号に掲げるアネロイ

ド型圧力計 次に掲げるアネ

ロイド型圧力計の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� 省略

� 計ることができる最大の

圧力が５０メガパスカルを超

え１００メガパスカル以下のも

の １個につき５１０円

ａ 省略

ｂ ガスの体積が４リット

ルを超え６リットル以下

のもの １個につき１９０円

ｃ 省略

ｄ ガスの体積が３０リット

ルを超えるもの １個に

つき６６０円

� 計量法施行令附則別表第

４第４号ロに掲げるもの

次に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ａ 使用最大流量が５立方

メートル毎時以下のもの

１個につき４７０円

ｂ 使用最大流量が５立方

メートル毎時を超え２０立

方メートル毎時以下のも

の １個につき９３０円

ｃ 使用最大流量が２０立方

メートル毎時を超え１００立

方メートル毎時以下のも

の １個につき２，１００円

ｄ 使用最大流量が１００立方

メートル毎時を超え５００立

方メートル毎時以下のも

の １個につき３，９５０円

ｅ 使用最大流量が５００立方

メートル毎時を超え１，０００

立方メートル毎時以下の

もの １個につき５，４００円

ｆ 使用最大流量が１，０００立

方メートル毎時を超える

もの １０，３００円

ケ 計量法施行令附則第９条第

２項第５号に掲げるアネロイ

ド型圧力計 次に掲げるアネ

ロイド型圧力計の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� 省略

� 計ることができる最大の

圧力が５０メガパスカルを超

え１００メガパスカル以下のも

の １個につき５００円

２ 計量法施行

令第４１条第１

項の規定に基

づく計量法第

１７条第１項に

規定する指定

製造者の指定

の申請に対す

る審査

指定製

造者指

定申請

手数料

１７７，２００円 ２ 計量法施行

令第４１条第１

項の規定に基

づく計量法第

１７条第１項に

規定する指定

製造者の指定

の申請に対す

る審査

指定製

造者指

定申請

手数料

１７３，９００円
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３ 計量法第１９

条第１項の規

定に基づく特

定計量器の定

期検査

特定計

量器定

期検査

手数料

� 非自動はかり 次に掲げる非

自動はかりの区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額（最小の目

量又は表記された感量がひょう

量の１０，０００分の１未満のものに

あっては、アからウまでに掲げ

る金額の２倍の金額）

ア 検出部が電気式のもの又は

光電式のものであって、ひょ

う量が１トン以下のもの 次

に掲げる区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

� 省略

� ひょう量が１００キログラム

を超え２５０キログラム以下の

もの １個につき１，９５０円

� ひょう量が２５０キログラム

を超え５００キログラム以下の

もの １個につき２，４００円

� ひょう量が５００キログラム

を超え１トン以下のもの

１個につき３，３５０円

イ 棒はかり又は光電式以外の

ばね式指示はかりのうち直線

目盛のみがあるもの １個に

つき２７０円

ウ ア又はイに掲げるもの以外

のもの 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� ひょう量が１００キログラム

以下のもの １個につき５４０

円

� ひょう量が１００キログラム

を超え２５０キログラム以下の

もの １個につき９７０円

� 省略

� ひょう量が５００キログラム

を超え１トン以下のもの

１個につき２，３００円

� ひょう量が１トンを超え

２トン以下のもの １個に

つき４，０５０円

� ひょう量が２トンを超え

５トン以下のもの １個に

つき７，５００円

� ひょう量が５トンを超え

１０トン以下のもの １個に

つき１１，６００円

� ひょう量が１０トンを超え

２０トン以下のもの １個に

つき１６，２００円

	 ひょう量が２０トンを超え

３０トン以下のもの １個に

３ 計量法第１９

条第１項の規

定に基づく特

定計量器の定

期検査

特定計

量器定

期検査

手数料

� 非自動はかり 次に掲げる非

自動はかりの区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額（最小の目

量又は表記された感量がひょう

量の１０，０００分の１未満のものに

あっては、アからウまでに掲げ

る金額の２倍の金額）

ア 検出部が電気式のもの又は

光電式のものであって、ひょ

う量が１トン以下のもの 次

に掲げる区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

� 省略

� ひょう量が１００キログラム

を超え２５０キログラム以下の

もの １個につき１，９００円

� ひょう量が２５０キログラム

を超え５００キログラム以下の

もの １個につき２，３５０円

� ひょう量が５００キログラム

を超え１トン以下のもの

１個につき３，３００円

イ 棒はかり又は光電式以外の

ばね式指示はかりのうち直線

目盛のみがあるもの １個に

つき２６０円

ウ ア又はイに掲げるもの以外

のもの 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� ひょう量が１００キログラム

以下のもの １個につき５３０

円

� ひょう量が１００キログラム

を超え２５０キログラム以下の

もの １個につき９５０円

� 省略

� ひょう量が５００キログラム

を超え１トン以下のもの

１個につき２，２５０円

� ひょう量が１トンを超え

２トン以下のもの １個に

つき３，９５０円

� ひょう量が２トンを超え

５トン以下のもの １個に

つき７，４００円

� ひょう量が５トンを超え

１０トン以下のもの １個に

つき１１，４００円

� ひょう量が１０トンを超え

２０トン以下のもの １個に

つき１６，０００円

	 ひょう量が２０トンを超え

３０トン以下のもの １個に
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つき２０，６００円

� ひょう量が３０トンを超え

４０トン以下のもの １個に

つき２３，２００円

� ひょう量が４０トンを超え

５０トン以下のもの １個に

つき３２，０００円

� ひょう量が５０トンを超え

るもの １個につき５５，０００

円

� 省略

つき２０，２００円

� ひょう量が３０トンを超え

４０トン以下のもの １個に

つき２２，８００円

� ひょう量が４０トンを超え

５０トン以下のもの １個に

つき３１，５００円

� ひょう量が５０トンを超え

るもの １個につき５４，１００

円

� 省略

４ 計量法第７５

条第１項の規

定に基づく装

置検査

車両等

装置用

計量器

装置検

査手数

料

１個につき７６０円 ４ 計量法第７５

条第１項の規

定に基づく装

置検査

車両等

装置用

計量器

装置検

査手数

料

１個につき７４０円

５ 計量法第９１

条第２項の規

定に基づく指

定製造事業者

の指定に係る

検査

指定製

造事業

者の指

定に係

る品質

管理の

方法の

検査手

数料

４６４，８００円 ５ 計量法第９１

条第２項の規

定に基づく指

定製造事業者

の指定に係る

検査

指定製

造事業

者の指

定に係

る品質

管理の

方法の

検査手

数料

４５６，２００円

６ 計 量 法 第

１０２条第１項

の規定に基づ

く基準器検査

基準器

検査手

数料

� タクシーメーター装置検査用

基準器 １個につき１４，６００円

� 質量基準器 次に掲げる質量

基準器の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

ア 基準手動天びんで感量が１

ミリグラムを超え又はひょう

量の２０，０００分の１を超えるも

の １個につき５，３００円

イ 基準台手動はかり 次に掲

げる区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

� ひょう量が１キログラム

以下のもの １個につき３，６

５０円

� ひょう量が１キログラム

を超え１０キログラム以下の

もの １個につき５，８００円

� ひょう量が１０キログラム

を超え５０キログラム以下の

もの １個につき８，５００円

� ひょう量が５０キログラム

を超え２００キログラム以下の

もの １個につき１１，４００円

� ひょう量が２００キログラム

を超え５００キログラム以下の

６ 計 量 法 第

１０２条第１項

の規定に基づ

く基準器検査

基準器

検査手

数料

� タクシーメーター装置検査用

基準器 １個につき１４，４００円

� 質量基準器 次に掲げる質量

基準器の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

ア 基準手動天びんで感量が１

ミリグラムを超え又はひょう

量の２０，０００分の１を超えるも

の １個につき５，２００円

イ 基準台手動はかり 次に掲

げる区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

� ひょう量が１キログラム

以下のもの １個につき３，６

００円

� ひょう量が１キログラム

を超え１０キログラム以下の

もの １個につき５，７００円

� ひょう量が１０キログラム

を超え５０キログラム以下の

もの １個につき８，３００円

� ひょう量が５０キログラム

を超え２００キログラム以下の

もの １個につき１１，２００円

� ひょう量が２００キログラム

を超え５００キログラム以下の
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もの １個につき１５，３００円

� ひょう量が５００キログラム

を 超 え る も の １５，３００円

に、５００キログラムまでを増

すごとに７，８００円を加えた金

額

ウ 基準直示天びんで感量（感

量の表記のないものにあって

は、最小の目量）が１ミリグ

ラムを超え又はひょう量の

２０，０００分の１を超えるもの

１個につき８，６００円

エ 基準分銅 次に掲げる区分

に応じ、それぞれ次に定める

金額

� １級である旨の表記のあ

るもの 次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める

金額

ａ 表す質量が２００グラム以

下のもの １個につき３，５

００円

ｂ 表す質量が２００グラムを

超えるもの １個につき

８，６００円

� ２級である旨の表記のあ

るもの 次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める

金額

ａ 表す質量が５キログラ

ム以下のもの １個につ

き７００円

ｂ 表す質量が５キログラ

ムを超え５０キログラム以

下のもの １個につき８５０

円

ｃ 表す質量が５０キログラ

ムを超えるもの １個に

つき９，６００円

� ３級である旨の表記のあ

るもの 次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める

金額

ａ 表す質量が５キログラ

ム以下のもの １個につ

き５２０円

ｂ 表す質量が５キログラ

ムを超え５０キログラム以

下のもの １個につき７１０

円

ｃ 表す質量が５０キログラ

ムを超えるもの １個に

つき７，７００円

もの １個につき１５，０００円

� ひょう量が５００キログラム

を 超 え る も の １５，０００円

に、５００キログラムまでを増

すごとに７，３００円を加えた金

額

ウ 基準直示天びんで感量（感

量の表記のないものにあって

は、最小の目量）が１ミリグ

ラムを超え又はひょう量の

２０，０００分の１を超えるもの

１個につき８，５００円

エ 基準分銅 次に掲げる区分

に応じ、それぞれ次に定める

金額

� １級である旨の表記のあ

るもの 次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める

金額

ａ 表す質量が２００グラム以

下のもの １個につき３，４

５０円

ｂ 表す質量が２００グラムを

超えるもの １個につき

８，５００円

� ２級である旨の表記のあ

るもの 次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める

金額

ａ 表す質量が５キログラ

ム以下のもの １個につ

き６８０円

ｂ 表す質量が５キログラ

ムを超え５０キログラム以

下のもの １個につき８３０

円

ｃ 表す質量が５０キログラ

ムを超えるもの １個に

つき９，４００円

� ３級である旨の表記のあ

るもの 次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める

金額

ａ 表す質量が５キログラ

ム以下のもの １個につ

き５１０円

ｂ 表す質量が５キログラ

ムを超え５０キログラム以

下のもの １個につき７００

円

ｃ 表す質量が５０キログラ

ムを超えるもの １個に

つき７，５００円

愛 媛 県 報令和３年３月２６日 第１９２号外１

２９



� 基準タンク 次に掲げる区分

に応じ、それぞれ次に定める金

額（２以上のゲージグラスを有

する基準タンクにあっては、ゲ

ージグラスが１増すごとに、次

に定める金額の５割の額を加え

た金額）

ア 全量が０．２５立方メートル以

下のもの １個につき１４，８００

円

イ 全量が０．２５立方メートルを

超え１立方メートル未満のも

の １個につき３７，１００円

� 基準タンク 次に掲げる区分

に応じ、それぞれ次に定める金

額（２以上のゲージグラスを有

する基準タンクにあっては、ゲ

ージグラスが１増すごとに、次

に定める金額の５割の額を加え

た金額）

ア 全量が０．２５立方メートル以

下のもの １個につき１４，５００

円

イ 全量が０．２５立方メートルを

超え１立方メートル未満のも

の １個につき３６，４００円

７ 計 量 法 第

１０７条の規定

に基づく計量

証明事業登録

計量証

明事業

登録手

数料

５８，６００円 ７ 計 量 法 第

１０７条の規定

に基づく計量

証明事業登録

計量証

明事業

登録手

数料

５７，５００円

８ 計 量 法 第

１１５条の規定

に基づく計量

証明事業の登

録証の訂正又

は再交付

計量証

明事業

登録証

の訂正

又は再

交付手

数料

１，９００円 ８ 計 量 法 第

１１５条の規定

に基づく計量

証明事業の登

録証の訂正又

は再交付

計量証

明事業

登録証

の訂正

又は再

交付手

数料

１，８５０円

９ 計 量 法 第

１１５条の規定

に基づく計量

証明事業登録

簿の謄本の交

付

計量証

明事業

登録簿

の謄本

交付手

数料

１枚につき８３０円 ９ 計 量 法 第

１１５条の規定

に基づく計量

証明事業登録

簿の謄本の交

付

計量証

明事業

登録簿

の謄本

交付手

数料

１枚につき８２０円

１０ 省略 １０ 省略

１１ 計 量 法 第

１１６条第１項

の規定に基づ

く計量証明検

査

計量証

明検査

手数料

� 省略

� 騒音計 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 使用最大周波数が８，０００ヘル

ツ以下のもの １個につき２３，

８００円

イ 使用最大周波数が８，０００ヘル

ツを超えるもの １個につき３

９，５００円

� 振動レベル計 １個につき３３，

９００円

� 濃度計 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア ジルコニア式酸素濃度計又

は磁気式酸素濃度計 １個に

つき９７，０００円

イ 溶液導電率式二酸化硫黄濃

度計 １個につき１２９，５００円

ウ 紫外線式二酸化硫黄濃度計

１個につき９６，５００円

エ 紫外線式窒素酸化物濃度計

１１ 計 量 法 第

１１６条第１項

の規定に基づ

く計量証明検

査

計量証

明検査

手数料

� 省略

� 騒音計 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 使用最大周波数が８，０００ヘル

ツ以下のもの １個につき２３，

５００円

イ 使用最大周波数が８，０００ヘル

ツを超えるもの １個につき３

９，０００円

� 振動レベル計 １個につき３３，

６００円

� 濃度計 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア ジルコニア式酸素濃度計又

は磁気式酸素濃度計 １個に

つき９６，２００円

イ 溶液導電率式二酸化硫黄濃

度計 １個につき１２８，２００円

ウ 紫外線式二酸化硫黄濃度計

１個につき９５，７００円

エ 紫外線式窒素酸化物濃度計
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１個につき１０８，６００円

オ 非分散型赤外線式二酸化硫

黄濃度計 １個につき１０２，６００

円

カ 非分散型赤外線式窒素酸化

物濃度計 １個につき１１８，７００

円

キ 非分散型赤外線式一酸化炭

素濃度計 １個につき１０３，５００

円

ク 化学発光式窒素酸化物濃度

計 １個につき１１０，７００円

ケ ガラス電極式水素イオン濃

度指示計 １個につき２６，５００

円

備考

１・２ 省略

３ ウからクまでに掲げる

濃度計で４以上の表示機

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

構を有するものにあって

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

は、表示機構が３を超え

て１増すごとに、ウから

クまでに掲げる金額に２２，

６００円を加算するものとす

る。

１個につき１０７，５００円

オ 非分散型赤外線式二酸化硫

黄濃度計 １個につき１０１，６００

円

カ 非分散型赤外線式窒素酸化

物濃度計 １個につき１１７，６００

円

キ 非分散型赤外線式一酸化炭

素濃度計 １個につき１０２，５００

円

ク 化学発光式窒素酸化物濃度

計 １個につき１０９，６００円

ケ ガラス電極式水素イオン濃

度指示計 １個につき２６，３００

円

備考

１・２ 省略

３ ウからクまでに掲げる

濃度計で４以上の表示機

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

構を有するものにあって

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

は、表示機構が３を超え

て１増すごとに、ウから

クまでに掲げる金額に２２，

５００円を加算するものとす

る。

１２ 計量法施行

令第４１条第２

項の規定に基

づく計量法第

１２７条 第１項

に規定する適

正計量管理事

業所の指定の

申請に対する

審査

適正計

量管理

事業所

指定申

請手数

料

２，８００円 １２ 計量法施行

令第４１条第２

項の規定に基

づく計量法第

１２７条 第１項

に規定する適

正計量管理事

業所の指定の

申請に対する

審査

適正計

量管理

事業所

指定申

請手数

料

２，７００円

１３ 計 量 法 第

１２７条第３項

の規定に基づ

く適正計量管

理事業所の指

定に係る検査

適正計

量管理

事業所

の指定

に係る

検査手

数料

８，１００円 １３ 計 量 法 第

１２７条第３項

の規定に基づ

く適正計量管

理事業所の指

定に係る検査

適正計

量管理

事業所

の指定

に係る

検査手

数料

７，９００円

備考 省略 備考 省略

４ 農林水産関係事務手数料 ４ 農林水産関係事務手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１ 家 畜 商 法

（昭和２４年法

律第２０８号）

第３条第１項

の規定に基づ

く家畜商の免

家畜商

免許手

数料

� 家畜の取引の業務（家畜商法

第３条第２項第２号の農林水産

省令で定める業務に限る。）に

従事する使用人その他の従業者

（�に お い て「従 業 者」と い

う。）の数が５人以上である場

１ 家 畜 商 法

（昭和２４年法

律第２０８号）

第３条第１項

の規定に基づ

く家畜商の免

家畜商

免許手

数料

� 家畜の取引の業務（家畜商法

第３条第２項第２号の農林水産

省令で定める業務に限る。）に

従事する使用人その他の従業者

（�に お い て「従 業 者」と い

う。）の数が５人以上である場
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許 合 ２，８００円

� 従業者の数が１人以上４人以

下である場合 ２，１００円

� その他の場合 １，８００円

許 合 ２，６００円

� 従業者の数が１人以上４人以

下である場合 ２，０００円

� その他の場合 １，７００円

２ 家畜商法第

３条第２項第

１号の規定に

基づく 講習

会の開催

家畜商

講習会

受講手

数料

３，３００円 ２ 家畜商法第

３条第２項第

１号の規定に

規定する講習

会の開催

家畜商

講習会

受講手

数料

３，２００円

３ 家畜商法施

行令（昭和２８

年政 令 第２５２

号）第５条の

規定に基づく

家畜商免許証

の書換え交付

家畜商

免許証

書換え

交付手

数料

１，２００円 ３ 家畜商法施

行令（昭和２８

年政 令 第２５２

号）第５条の

規定に基づく

家畜商免許証

の書換え交付

家畜商

免許証

書換え

交付手

数料

１，１００円

４ 家畜商法施

行令第６条の

規定に基づく

家畜商免許証

の再交付

家畜商

免許証

再交付

手数料

１，３００円 ４ 家畜商法施

行令第６条の

規定に基づく

家畜商免許証

の再交付

家畜商

免許証

再交付

手数料

１，１００円

５ 省略 ５ 省略

６ 漁業法第５８

条において準

用する同法第

４７条の規定に

基づく５トン

以上の漁船を

使用して行う

漁業に係る漁

業許可の変更

の許可の申請

に対する審査

５トン

以上の

漁船を

使用し

て行う

漁業に

係る漁

業許可

変更許

可申請

手数料

２，５００円 ６ 漁業法第５８

条において準

用する同法第

４７条の規定に

基づく５トン

以上の漁船を

使用して行う

漁業に係る漁

業許可の変更

の許可の申請

に対する審査

５トン

以上の

漁船を

使用し

て行う

漁業に

係る漁

業許可

変更許

可申請

手数料

２，４００円

７・８ 省略 ７・８ 省略

９ 漁業法第７６

条第１項の規

定に基づく漁

業権の分割又

は変更の免許

の申請に対す

る審査

漁業権

分割変

更免許

申請手

数料

２，６００円 ９ 漁業法第７６

条第１項の規

定に基づく漁

業権の分割又

は変更の免許

の申請に対す

る審査

漁業権

分割変

更免許

申請手

数料

２，５００円

１０ 漁業法第７８

条第２項の規

定に基づく個

別漁業権を目

的とする抵当

権の設定の認

可の申請に対

する審査

個別漁

業権を

目的と

する抵

当権設

定認可

申請手

数料

１，３００円 １０ 漁業法第７８

条第２項の規

定に基づく個

別漁業権を目

的とする抵当

権の設定の認

可の申請に対

する審査

個別漁

業権を

目的と

する抵

当権設

定認可

申請手

数料

１，２００円

１１ 漁業法第７９

条第１項ただ

個別漁

業権移

１，３００円 １１ 漁業法第７９

条第１項ただ

個別漁

業権移

１，２００円
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し書の規定に

基づく個別漁

業権の移転の

認可の申請に

対する審査

転認可

申請手

数料

し書の規定に

基づく個別漁

業権の移転の

認可の申請に

対する審査

転認可

申請手

数料

１２ 漁業法第８８

条第１項（同

条第５項にお

いて準用する

場 合 を 含

む。）の規定

に基づく休業

中の漁業の許

可の申請に対

する審査

休業中

の漁業

許可申

請手数

料

２，６００円 １２ 漁業法第８８

条第１項（同

条第５項にお

いて準用する

場 合 を 含

む。）の規定

に基づく休業

中の漁業の許

可の申請に対

する審査

休業中

の漁業

許可申

請手数

料

２，５００円

１３ 肥料の品質

の確保等に関

する法律（昭

和２５年法律第

１２７号）第４

条第１項又は

第３項の規定

に基づく肥料

の登録

肥料登

録手数

料

� 省略

� 同項第７号の肥料の登録 ３５，

９００円

１３ 肥料の品質

の確保等に関

する法律（昭

和２５年法律第

１２７号）第４

条第１項又は

第３項の規定

に基づく肥料

の登録

肥料登

録手数

料

� 省略

� 同項第７号の肥料の登録 ３５，

０００円

１４ 肥料の品質

の確保等に関

する法律第１２

条第２項の規

定に基づく肥

料の登録の更

新

肥料登

録更新

手数料

� 省略

� 同項第７号の肥料の登録の更

新 ７，２００円

１４ 肥料の品質

の確保等に関

する法律第１２

条第２項の規

定に基づく肥

料の登録の更

新

肥料登

録更新

手数料

� 省略

� 同項第７号の肥料の登録の更

新 ７，１００円

１５ 省略 １５ 省略

１６ 漁船法（昭

和２５年法律第

１７８号）第１０

条第１項の規

定に基づく漁

船の登録の申

請に対する審

査

漁船登

録申請

手数料

� 無動力漁船 １隻につき４，７００

円

� 省略

� 総トン数２０トン以上１００トン未

満の動力漁船 １隻につき７，５００

円

� 総トン数１００トン以上の動力漁

船 １隻につき８，０００円

１６ 漁船法（昭

和２５年法律第

１７８号）第１０

条第１項の規

定に基づく漁

船の登録の申

請に対する審

査

漁船登

録申請

手数料

� 無動力漁船 １隻につき４，６００

円

� 省略

� 総トン数２０トン以上１００トン未

満の動力漁船 １隻につき７，４００

円

� 総トン数１００トン以上の動力漁

船 １隻につき７，９００円

１７ 漁船法第１２

条第３項の規

定に基づく漁

船の登録票の

再交付

漁船登

録票再

交付手

数料

１隻につき２，５００円 １７ 漁船法第１２

条第３項の規

定に基づく漁

船の登録票の

再交付

漁船登

録票再

交付手

数料

１隻につき２，４００円

１８ 漁船法第１３

条の規定に基

づく漁船及び

登録票の検認

漁船検

認手数

料

１隻につき３，７００円 １８ 漁船法第１３

条の規定に基

づく漁船及び

登録票の検認

漁船検

認手数

料

１隻につき３，６００円

１９ 漁船法第１７

条第１項の規

漁船登

録変更

� 無動力漁船 １隻につき２，４００

円

１９ 漁船法第１７

条第１項の規

漁船登

録変更

� 無動力漁船 １隻につき２，３００

円
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定に基づく漁

船の変更の登

録の申請に対

する審査

申請手

数料

� 総トン数２０トン未満の動力漁

船 １隻につき３，５００円

� 総トン数２０トン以上１００トン

未満の動力漁船 １隻につき３，８００

円

� 総トン数１００トン以上の動力漁

船 １隻につき４，１００円

定に基づく漁

船の変更の登

録の申請に対

する審査

申請手

数料

� 総トン数２０トン未満の動力漁

船 １隻につき３，４００円

� 総トン数２０トン以上１００トン

未満の動力漁船 １隻につき３，７００

円

� 総トン数１００トン以上の動力漁

船 １隻につき４，０００円

２０ 漁船法第２１

条の規定に基

づく漁船の登

録謄本の交付

漁船登

録謄本

交付手

数料

用紙１枚につき４５０円 ２０ 漁船法第２１

条の規定に基

づく漁船の登

録謄本の交付

漁船登

録謄本

交付手

数料

用紙１枚につき４４０円

２１ 家畜改良増

殖法（昭和２５

年法 律 第２０９

号）第１０条の

規定に基づく

種畜証明書の

書換え交付

種畜証

明書書

換え交

付手数

料

８２０円 ２１ 家畜改良増

殖法（昭和２５

年法 律 第２０９

号）第１０条の

規定に基づく

種畜証明書の

書換え交付

種畜証

明書書

換え交

付手数

料

７８０円

２２ 家畜改良増

殖法第１０条の

規定に基づく

種畜証明書の

再交付

種畜証

明書再

交付手

数料

８２０円 ２２ 家畜改良増

殖法第１０条の

規定に基づく

種畜証明書の

再交付

種畜証

明書再

交付手

数料

７８０円

２３ 家畜改良増

殖法第１６条第

１項の規定に

基づく家畜人

工授精師の免

許の申請に対

する審査

家畜人

工授精

師免許

申請手

数料

１，９９０円 ２３ 家畜改良増

殖法第１６条第

１項の規定に

基づく家畜人

工授精師の免

許の申請に対

する審査

家畜人

工授精

師免許

申請手

数料

１，９００円

２４ 家畜改良増

殖法第２３条の

規定に基づく

家畜人工授精

師免許証の書

換え交付

家畜人

工授精

師免許

証書換

え交付

手数料

１，８３０円 ２４ 家畜改良増

殖法第２３条の

規定に基づく

家畜人工授精

師免許証の書

換え交付

家畜人

工授精

師免許

証書換

え交付

手数料

１，７００円

２５ 家畜改良増

殖法第２３条の

規定に基づく

家畜人工授精

師免許証の再

交付

家畜人

工授精

師免許

証再交

付手数

料

１，８３０円 ２５ 家畜改良増

殖法第２３条の

規定に基づく

家畜人工授精

師免許証の再

交付

家畜人

工授精

師免許

証再交

付手数

料

１，７００円

２６ 家畜改良増

殖法第２４条の

規定に基づく

家畜人工授精

所の開設の許

可の申請に対

する審査

家畜人

工授精

所開設

許可申

請手数

料

６，３６０円 ２６ 家畜改良増

殖法第２４条の

規定に基づく

家畜人工授精

所の開設の許

可の申請に対

する審査

家畜人

工授精

所開設

許可申

請手数

料

５，７００円

２６の２～２６の６

省略

２６の２～２６の６

省略
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２７ 家畜伝染病

予防法（昭和

２６年 法 律 第

１６６号）第４

条 の２第５

項、第５条第

１項又は第３１

条第１項の規

定に基づく家

畜の検査（同

法第５条第１

項の規定に基

づく家畜の検

査 に あ っ て

は、監視伝染

病の発生を予

防するための

も の に 限

る。）

家畜検

査手数

料

１頭、１羽又は１群につき２，７７０円

を超えない範囲内において規則で

定める金額

２７ 家畜伝染病

予防法（昭和

２６年 法 律 第

１６６号）第４

条 の２第５

項、第５条第

１項又は第３１

条第１項の規

定に基づく家

畜の検査（同

法第５条第１

項の規定に基

づく家畜の検

査 に あ っ て

は、監視伝染

病の発生を予

防するための

も の に 限

る。）

家畜検

査手数

料

１頭、１羽又は１群につき２，７００円

を超えない範囲内において規則で

定める金額

２８ 家畜伝染病

予防法第６条

第１項又は第

３１条第１項の

規定に基づく

家畜に対する

投薬

家畜投

薬手数

料

１頭につき７２０円を超えない範囲内

において規則で定める金額

２８ 家畜伝染病

予防法第６条

第１項又は第

３１条第１項の

規定に基づく

家畜に対する

投薬

家畜投

薬手数

料

１頭につき７００円を超えない範囲内

において規則で定める金額

２９ 家畜伝染病

予防法第６条

第１項又は第

３１条第１項の

規定に基づく

家畜の注射又

は薬浴

家畜注

射又は

家畜薬

浴の手

数料

１頭又は１羽につき１，４７０円を超え

ない範囲内において規則で定める

金額

２９ 家畜伝染病

予防法第６条

第１項又は第

３１条第１項の

規定に基づく

家畜の注射又

は薬浴

家畜注

射又は

家畜薬

浴の手

数料

１頭又は１羽につき１，４００円を超え

ない範囲内において規則で定める

金額

３０ 省略 ３０ 省略

３１ 輸出水産業

の振興に関す

る法律（昭和

２９年 法 律 第

１５４号）第３

条第１項の規

定に基づく輸

出水産物の製

造の用に供す

る事業場の登

録の申請に対

する審査

輸出水

産物製

造事業

場登録

申請手

数料

１２，３００円 ３１ 輸出水産業

の振興に関す

る法律（昭和

２９年 法 律 第

１５４号）第３

条第１項の規

定に基づく輸

出水産物の製

造の用に供す

る事業場の登

録の申請に対

する審査

輸出水

産物製

造事業

場登録

申請手

数料

１２，０００円

３２ 省略 ３２ 省略

３３ 家畜取引法

（昭和３１年法

律第１２３号）

第３条の規定

家畜市

場登録

申請手

数料

１９，１００円 ３３ 家畜取引法

（昭和３１年法

律第１２３号）

第３条の規定

家畜市

場登録

申請手

数料

１８，０００円
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に基づく家畜

市場の登録の

申請に対する

審査

に基づく家畜

市場の登録の

申請に対する

審査

３４ 家畜取引法

第９条第１項

の規定に基づ

く家畜市場登

録証の書換え

交付

家畜市

場登録

証書換

え交付

手数料

４，３００円 ３４ 家畜取引法

第９条第１項

の規定に基づ

く家畜市場登

録証の書換え

交付

家畜市

場登録

証書換

え交付

手数料

３，９００円

３５ 家畜取引法

第９条第２項

の規定に基づ

く家畜市場登

録証の再交付

家畜市

場登録

証再交

付手数

料

７，２００円 ３５ 家畜取引法

第９条第２項

の規定に基づ

く家畜市場登

録証の再交付

家畜市

場登録

証再交

付手数

料

６，６００円

３６ 養鶏振興法

（昭和３５年法

律第４９号）第

５条第１項の

規定に基づく

標準鶏の認定

の申請に対す

る審査

標準鶏

認定申

請手数

料

１羽につき５０円 ３６ 養鶏振興法

（昭和３５年法

律第４９号）第

５条第１項の

規定に基づく

標準鶏の認定

の申請に対す

る審査

標準鶏

認定申

請手数

料

１羽につき４０円

３７ 養鶏振興法

第７条第１項

の規定に基づ

くふ化業者の

登録の申請に

対する審査

ふ化業

者登録

申請手

数料

８，９００円 ３７ 養鶏振興法

第７条第１項

の規定に基づ

くふ化業者の

登録の申請に

対する審査

ふ化業

者登録

申請手

数料

８，２００円

３８ 養鶏振興法

第７条第２項

又は第８条第

１項の規定に

基づくふ化場

の確認の申請

に対する審査

ふ化場

確認申

請手数

料

８，９００円 ３８ 養鶏振興法

第７条第２項

又は第８条第

１項の規定に

基づくふ化場

の確認の申請

に対する審査

ふ化場

確認申

請手数

料

８，２００円

３９～４４ 省略 ３９～４４ 省略

４５ 林業種苗法

第１３条第２項

の規定に基づ

く生産事業者

の登録証の再

交付

林業種

苗生産

事業者

の登録

証の再

交付手

数料

３，２００円 ４５ 林業種苗法

第１３条第２項

の規定に基づ

く生産事業者

の登録証の再

交付

林業種

苗生産

事業者

の登録

証の再

交付手

数料

３，０００円

４６ 林業種苗法

第２０条第２項

の規定に基づ

く種穂が育種

母樹、育種母

樹林、普通母

樹若しくは普

林業種

苗証明

申請手

数料

証明申請１件につき、４１，０００円に

次に掲げる額を合算した金額

ア 種穂については、種子にあっ

ては１キログラムにつき６，６００円

として、穂木にあっては１０，０００

本につき５，７００円として計算した

額

４６ 林業種苗法

第２０条第２項

の規定に基づ

く種穂が育種

母樹、育種母

樹林、普通母

樹若しくは普

林業種

苗証明

申請手

数料

証明申請１件につき、３６，０００円に

次に掲げる額を合算した金額

ア 種穂については、種子にあっ

ては１キログラムにつき５，９００円

として、穂木にあっては１０，０００

本につき５，１００円として計算した

額
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通母樹林から

採取されたも

のであること

又は苗木が育

種母樹、育種

母樹林、普通

母樹若しくは

普通母樹林か

ら採取された

種穂から育成

されたもので

あることにつ

いての証明の

申請に対する

審査

イ 苗木については、幼苗にあっ

ては１０，０００本につき４，０００円とし

て、幼苗以外の苗木にあっては

１０，０００本につき６，３００円に証明に

係る事実の確認の回数を乗じて

得た額として計算した額

通母樹林から

採取されたも

のであること

又は苗木が育

種母樹、育種

母樹林、普通

母樹若しくは

普通母樹林か

ら採取された

種穂から育成

されたもので

あることにつ

いての証明の

申請に対する

審査

イ 苗木については、幼苗にあっ

ては１０，０００本につき３，６００円とし

て、幼苗以外の苗木にあっては

１０，０００本につき５，７００円に証明に

係る事実の確認の回数を乗じて

得た額として計算した額

４７ 卸売市場法

（昭和４６年法

律第３５号）第

１３条第１項の

規定に基づく

地方卸売市場

の認定の申請

に対する審査

地方卸

売市場

認定申

請手数

料

６，１００円 ４７ 卸売市場法

（昭和４６年法

律第３５号）第

１３条第１項の

規定に基づく

地方卸売市場

の認定の申請

に対する審査

地方卸

売市場

認定申

請手数

料

６，０００円

４８ 遊漁船業の

適正化に関す

る法律（昭和

６３年法律第９９

号）第３条第

１項の規定に

基づく遊漁船

業者の登録の

申請に対する

審査

遊漁船

業者登

録申請

手数料

２９，０００円 ４８ 遊漁船業の

適正化に関す

る法律（昭和

６３年法律第９９

号）第３条第

１項の規定に

基づく遊漁船

業者の登録の

申請に対する

審査

遊漁船

業者登

録申請

手数料

２８，０００円

４９ 遊漁船業の

適正化に関す

る法律第３条

第２項の規定

に基づく遊漁

船業者の登録

の更新の申請

に対する審査

遊漁船

業者登

録更新

申請手

数料

１８，０００円 ４９ 遊漁船業の

適正化に関す

る法律第３条

第２項の規定

に基づく遊漁

船業者の登録

の更新の申請

に対する審査

遊漁船

業者登

録更新

申請手

数料

１７，０００円

５０ 漁業登録令

（昭和２６年政

令 第２９２号）

第１０条第１項

の規定に基づ

く免許漁業原

簿（漁場図を

除く。）の謄

本又は抄本の

交付

免許漁

業原簿

の謄本

又は抄

本の交

付手数

料

用紙１枚につき５３０円 ５０ 漁業登録令

（昭和２６年政

令 第２９２号）

第１０条第１項

の規定に基づ

く免許漁業原

簿（漁場図を

除く。）の謄

本又は抄本の

交付

免許漁

業原簿

の謄本

又は抄

本の交

付手数

料

用紙１枚につき５２０円
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５１ 漁業登録令

第１０条第１項

の規定に基づ

く漁場図の謄

本又は抄本の

交付

漁場図

の謄本

又は抄

本の交

付手数

料

用紙１枚につき５３０円 ５１ 漁業登録令

第１０条第１項

の規定に基づ

く漁場図の謄

本又は抄本の

交付

漁場図

の謄本

又は抄

本の交

付手数

料

用紙１枚につき５２０円

５２ 漁業登録令

第１０条第１項

の規定に基づ

く免許漁業原

簿又はその附

属書類の閲覧

の請求の許可

免許漁

業原簿

閲覧手

数料

２９０円 ５２ 漁業登録令

第１０条第１項

の規定に基づ

く免許漁業原

簿又はその附

属書類の閲覧

の請求の許可

免許漁

業原簿

閲覧手

数料

２８０円

５３～６０ 省略 ５３～６０ 省略

６１ 小型漁船の

総トン数の測

度に関する政

令（昭和２８年

政 令 第 ２５９

号）第１条の

規定に基づく

小型漁船の総

トン数の測度

小型漁

船総ト

ン数測

度手数

料

� 省略

� 総トン数３トン以上５トン未満の

小型漁船 次に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

ア 省略

イ その他の場合 １隻につき

１１，０００円

� 総トン数３トン未満の小型漁

船（知事が実測を伴う測度を行

う場合に限る。） １隻につき

１１，０００円

６１ 小型漁船の

総トン数の測

度に関する政

令（昭和２８年

政 令 第 ２５９

号）第１条の

規定に基づく

小型漁船の総

トン数の測度

小型漁

船総ト

ン数測

度手数

料

� 省略

� 総トン数３トン以上５トン未満の

小型漁船 次に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

ア 省略

イ その他の場合 １隻につき

１０，０００円

� 総トン数３トン未満の小型漁

船（知事が実測を伴う測度を行

う場合に限る。） １隻につき

１０，０００円

備考 省略 備考 省略

５ 土木関係事務手数料 ５ 土木関係事務手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～７ 省略 １～７ 省略

８ 建築基準法

（昭和２５年法

律第２０１号）

第６条第１項

（同法第８７条

第１項におい

て準用する場

合を含む。）

の規定に基づ

く建築物の建

築等の確認の

申請に対する

審査（構造計

算適合性判定

に係る部分の

審 査 を 除

く。）

建築物

確認申

請手数

料

次に掲げる当該建築物の建築、移

転、修繕若しくは模様替又は用途

の変更に係る部分の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

�～� 省略

� 床面積の合計が５００平方メート

ルを超え１，０００平方メートル以内

のもの ５１，０００円

� 床面積の合計が１，０００平方メー

トルを超え２，０００平方メートル以

内のもの ７２，０００円

� 省略

� 床面積の合計が１０，０００平方メ

ートルを超え５０，０００平方メート

ル以内のもの ３５３，０００円

	 床面積の合計が５０，０００平方メ

ートルを超えるもの ６８３，０００円


��
備考 省略


��

８ 建築基準法

（昭和２５年法

律第２０１号）

第６条第１項

（同法第８７条

第１項におい

て準用する場

合を含む。）

の規定に基づ

く建築物の建

築等の確認の

申請に対する

審査（構造計

算適合性判定

に係る部分の

審 査 を 除

く。）

建築物

確認申

請手数

料

次に掲げる当該建築物の建築、移

転、修繕若しくは模様替又は用途

の変更に係る部分の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

�～� 省略

� 床面積の合計が５００平方メート

ルを超え１，０００平方メートル以内

のもの ５０，０００円

� 床面積の合計が１，０００平方メー

トルを超え２，０００平方メートル以

内のもの ７１，０００円

� 省略

� 床面積の合計が１０，０００平方メ

ートルを超え５０，０００平方メート

ル以内のもの ３５２，０００円

	 床面積の合計が５０，０００平方メ

ートルを超えるもの ６８２，０００円


��
備考 省略


��

８の２・９ 省

略

８の２・９ 省

略

愛 媛 県 報令和３年３月２６日 第１９２号外１

３８



１０ 建築基準法

第７条第１項

の規定に基づ

く建築物の完

了の検査の申

請に対する審

査

建築物

完了検

査申請

手数料

次に掲げる当該建築物の建築、移

転又は修繕若しくは模様替に係る

部分の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

�～� 省略

� 床面積の合計が１０，０００平方メ

ートルを超え５０，０００平方メート

ル以内のもの ２６８，０００円

� 床面積の合計が５０，０００平方メ

ートルを超えるもの ５２８，０００円
�
��
備考 省略

�
�	

１０ 建築基準法

第７条第１項

の規定に基づ

く建築物の完

了の検査の申

請に対する審

査

建築物

完了検

査申請

手数料

次に掲げる当該建築物の建築、移

転又は修繕若しくは模様替に係る

部分の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

�～� 省略

� 床面積の合計が１０，０００平方メ

ートルを超え５０，０００平方メート

ル以内のもの ２６７，０００円

� 床面積の合計が５０，０００平方メ

ートルを超えるもの ５２７，０００円
�
��
備考 省略

�
�	

１１ 建築基準法

第７条第１項

の規定による

建築物の完了

の検査の申請

に係る建築物

に同法第８７条

の４の昇降機

に係る部分が

含まれる場合

における同項

の規定に基づ

く完了の検査

の申請の当該

部分に対する

審査、同条に

おいて準用す

る同項の規定

に基づく建築

設備の完了の

検査の申請に

対する審査又

は同法第８８条

第１項若しく

は第２項にお

いて準用する

同法第７条第

１項の規定に

基づく工作物

の完了の検査

の申請に対す

る審査

建築設

備又は

工作物

完了検

査申請

手数料

次に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 一の建築設備を設置した場合

２０，０００円（小荷物専用昇降機に

ついては、１３，０００円）


 省略

１１ 建築基準法

第７条第１項

の規定による

建築物の完了

の検査の申請

に係る建築物

に同法第８７条

の４の昇降機

に係る部分が

含まれる場合

における同項

の規定に基づ

く完了の検査

の申請の当該

部分に対する

審査、同条に

おいて準用す

る同項の規定

に基づく建築

設備の完了の

検査の申請に

対する審査又

は同法第８８条

第１項若しく

は第２項にお

いて準用する

同法第７条第

１項の規定に

基づく工作物

の完了の検査

の申請に対す

る審査

建築設

備又は

工作物

完了検

査申請

手数料

次に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 一の建築設備を設置した場合

２０，０００円（小荷物専用昇降機に

ついては、１２，０００円）


 省略

１２ 建築基準法

第７条第１項

の規定に基づ

く建築物（同

法第７条の３

第１項の特定

工程に係る建

築 物 に 限

る。）の完了

減額し

て定め

る建築

物完了

検査申

請手数

料

次に掲げる当該建築物の建築、移

転又は修繕若しくは模様替に係る

部分の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

�～� 省略

� 床面積の合計が５００平方メート

ルを超え１，０００平方メートル以内

のもの ５０，０００円

・� 省略

１２ 建築基準法

第７条第１項

の規定に基づ

く建築物（同

法第７条の３

第１項の特定

工程に係る建

築 物 に 限

る。）の完了

減額し

て定め

る建築

物完了

検査申

請手数

料

次に掲げる当該建築物の建築、移

転又は修繕若しくは模様替に係る

部分の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

�～� 省略

� 床面積の合計が５００平方メート

ルを超え１，０００平方メートル以内

のもの ４９，０００円

・� 省略
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の検査の申請

に対する審査

� 床面積の合計が１０，０００平方メ

ートルを超え５０，０００平方メート

ル以内のもの ２６３，０００円

� 床面積の合計が５０，０００平方メ

ートルを超えるもの ５２３，０００円
�
��
備考 省略

�
��

の検査の申請

に対する審査

� 床面積の合計が１０，０００平方メ

ートルを超え５０，０００平方メート

ル以内のもの ２６２，０００円

� 床面積の合計が５０，０００平方メ

ートルを超えるもの ５２２，０００円
�
��
備考 省略

�
��

１３ 省略 １３ 省略

１４ 建築基準法

第７条の３第

１項の規定に

基づく中間の

検査の申請に

対する審査

建築物

中間検

査申請

手数料

次に掲げる中間検査を行う部分の

区分に応じ、それぞれ次に定める

金額

�～	 省略


 床面積の合計が１，０００平方メー

トルを超え２，０００平方メートル以

内のもの ７４，０００円

�・� 省略

� 床面積の合計が５０，０００平方メ

ートルを超えるもの ５５１，０００円

１４ 建築基準法

第７条の３第

１項の規定に

基づく中間の

検査の申請に

対する審査

建築物

中間検

査申請

手数料

次に掲げる中間検査を行う部分の

区分に応じ、それぞれ次に定める

金額

�～	 省略


 床面積の合計が１，０００平方メー

トルを超え２，０００平方メートル以

内のもの ７３，０００円

�・� 省略

� 床面積の合計が５０，０００平方メ

ートルを超えるもの ５５０，０００円

１５ 省略 １５ 省略

１６ 建築基準法

第７条の６第

１項第１号又

は第２号（同

法第８７条の４

又は第８８条第

１項若しくは

第２項におい

て準用する場

合を含む。）

の規定に基づ

く仮使用の認

定の申請に対

する審査

検査済

証の交

付を受

ける前

におけ

る建築

物等の

仮使用

認定申

請手数

料

１３６，０００円 １６ 建築基準法

第７条の６第

１項第１号又

は第２号（同

法第８７条の４

又は第８８条第

１項若しくは

第２項におい

て準用する場

合を含む。）

の規定に基づ

く仮使用の認

定の申請に対

する審査

検査済

証の交

付を受

ける前

におけ

る建築

物等の

仮使用

認定申

請手数

料

１３５，０００円

１６の２～２１ 省

略

１６の２～２１ 省

略

２２ 建築基準法

第４８条第１項

ただし書、第

２項 た だ し

書、第３項た

だし書、第４

項ただし書、

第５項ただし

書、第６項た

だし書、第７

項ただし書、

第８項ただし

書、第９項た

だし書、第１０

項ただし書、

第１１項ただし

書、第１２項た

用途地

域等に

おける

建築等

許可申

請手数

料

２０１，０００円（建築基準法第４８条第１６

項第１号に該当する場合にあって

は１３２，０００円、同項第２号に該当す

る場合にあっては１６９，０００円）

２２ 建築基準法

第４８条第１項

ただし書、第

２項 た だ し

書、第３項た

だし書、第４

項ただし書、

第５項ただし

書、第６項た

だし書、第７

項ただし書、

第８項ただし

書、第９項た

だし書、第１０

項ただし書、

第１１項ただし

書、第１２項た

用途地

域等に

おける

建築等

許可申

請手数

料

２００，０００円（建築基準法第４８条第１６

項第１号に該当する場合にあって

は１３２，０００円、同項第２号に該当す

る場合にあっては１６９，０００円）
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だし書、第１３

項ただし書又

は第１４項ただ

し書（これら

の規定を同法

第８７条第２項

若しくは第３

項又は第８８条

第２項におい

て準用する場

合を含む。）

の規定に基づ

く建築等の許

可の申請に対

する審査

だし書、第１３

項ただし書又

は第１４項ただ

し書（これら

の規定を同法

第８７条第２項

若しくは第３

項又は第８８条

第２項におい

て準用する場

合を含む。）

の規定に基づ

く建築等の許

可の申請に対

する審査

２３～３０ 省略 ２３～３０ 省略

３０の２ 建築基

準法第５７条の

２第１項の規

定に基づく建

築物の特例容

積率の限度の

指定の申請に

対する審査

特例容

積率適

用地区

におけ

る建築

物の特

例容積

率の限

度の指

定申請

手数料

� 建築物の敷地の数が２である

場合 ８９，０００円

� 建築物の敷地の数が３以上で

ある場合 ８９，０００円に２を超え

る建築物の敷地の数に３２，０００円

を乗じて得た額を加算した金額

３０の２ 建築基

準法第５７条の

２第１項の規

定に基づく建

築物の特例容

積率の限度の

指定の申請に

対する審査

特例容

積率適

用地区

におけ

る建築

物の特

例容積

率の限

度の指

定申請

手数料

� 建築物の敷地の数が２である

場合 ８８，０００円

� 建築物の敷地の数が３以上で

ある場合 ８８，０００円に２を超え

る建築物の敷地の数に３２，０００円

を乗じて得た額を加算した金額

３０の３～４０ 省

略

３０の３～４０ 省

略

４１ 建築基準法

第８５条第５項

の規定に基づ

く仮設興行場

等の建築の許

可の申請に対

する審査

仮設興

行場等

建築許

可申請

手数料

１３６，０００円 ４１ 建築基準法

第８５条第５項

の規定に基づ

く仮設興行場

等の建築の許

可の申請に対

する審査

仮設興

行場等

建築許

可申請

手数料

１３５，０００円

４１の２ 省略 ４１の２ 省略

４２ 建築基準法

第８６条第１項

の規定に基づ

く建築物に関

する特例の認

定の申請に対

する審査

総合的

設計に

よる一

団地の

建築物

の特例

認定申

請手数

料

� 建築物の数が１又は２である

場合 ８９，０００円

� 建築物の数が３以上である場

合 ８９，０００円に２を超える建築

物の数に３２，０００円を乗じて得た

額を加算した金額

４２ 建築基準法

第８６条第１項

の規定に基づ

く建築物に関

する特例の認

定の申請に対

する審査

総合的

設計に

よる一

団地の

建築物

の特例

認定申

請手数

料

� 建築物の数が１又は２である

場合 ８８，０００円

� 建築物の数が３以上である場

合 ８８，０００円に２を超える建築

物の数に３２，０００円を乗じて得た

額を加算した金額

４３ 建築基準法

第８６条第２項

の規定に基づ

く複数建築物

に関する特例

既存建

築物を

前提と

した総

合的設

� 建築物（既存建築物を除く。

以下この項において同じ。）の

数が１である場合 ８９，０００円

� 建築物の数が２以上である場

合 ８９，０００円に１を超える建築

４３ 建築基準法

第８６条第２項

の規定に基づ

く複数建築物

に関する特例

既存建

築物を

前提と

した総

合的設

� 建築物（既存建築物を除く。

以下この項において同じ。）の

数が１である場合 ８８，０００円

� 建築物の数が２以上である場

合 ８８，０００円に１を超える建築
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の認定の申請

に対する審査

計によ

る建築

物の特

例認定

申請手

数料

物の数に３２，０００円を乗じて得た

額を加算した金額

の認定の申請

に対する審査

計によ

る建築

物の特

例認定

申請手

数料

物の数に３２，０００円を乗じて得た

額を加算した金額

４３の２ 建築基

準法第８６条第

３項の規定に

基づく建築物

の容積率又は

各部分の高さ

に関する特例

の許可の申請

に対する審査

広い空

地を有

する総

合的設

計によ

る一団

地の建

築物の

容積率

又は各

部分の

高さの

特例許

可申請

手数料

� 建築物の数が１又は２である

場合 ２７１，０００円

� 建築物の数が３以上である場

合 ２７１，０００円に２を超える建築

物の数に３２，０００円を乗じて得た

額を加算した金額

４３の２ 建築基

準法第８６条第

３項の規定に

基づく建築物

の容積率又は

各部分の高さ

に関する特例

の許可の申請

に対する審査

広い空

地を有

する総

合的設

計によ

る一団

地の建

築物の

容積率

又は各

部分の

高さの

特例許

可申請

手数料

� 建築物の数が１又は２である

場合 ２６９，０００円

� 建築物の数が３以上である場

合 ２６９，０００円に２を超える建築

物の数に３２，０００円を乗じて得た

額を加算した金額

４３の３ 建築基

準法第８６条第

４項の規定に

基づく複数建

築物の容積率

又は各部分の

高さに関する

特例の許可の

申請に対する

審査

広い空

地を有

する既

存建築

物を前

提とし

た総合

的設計

による

一団の

土地の

建築物

の容積

率又は

各部分

の高さ

の特例

許可申

請手数

料

� 建築物（既存建築物を除く。

以下この項において同じ。）の

数が１である場合 ２７１，０００円

� 建築物の数が２以上である場

合 ２７１，０００円に１を超える建築

物の数に３２，０００円を乗じて得た

額を加算した金額

４３の３ 建築基

準法第８６条第

４項の規定に

基づく複数建

築物の容積率

又は各部分の

高さに関する

特例の許可の

申請に対する

審査

広い空

地を有

する既

存建築

物を前

提とし

た総合

的設計

による

一団の

土地の

建築物

の容積

率又は

各部分

の高さ

の特例

許可申

請手数

料

� 建築物（既存建築物を除く。

以下この項において同じ。）の

数が１である場合 ２６９，０００円

� 建築物の数が２以上である場

合 ２６９，０００円に１を超える建築

物の数に３２，０００円を乗じて得た

額を加算した金額

４４ 建築基準法

第８６条の２第

１項の規定に

基づく一敷地

内認定建築物

以外の建築物

の建築の認定

の申請に対す

る審査

一敷地

内認定

建築物

以外の

建築物

の建築

認定申

請手数

料

� 建築物（一敷地内認定建築物

を除く。以下この項において同

じ。）の数が１である場合 ８９，

０００円

� 建築物の数が２以上である場

合 ８９，０００円に１を超える建築

物の数に３２，０００円を乗じて得た

額を加算した金額

４４ 建築基準法

第８６条の２第

１項の規定に

基づく一敷地

内認定建築物

以外の建築物

の建築の認定

の申請に対す

る審査

一敷地

内認定

建築物

以外の

建築物

の建築

認定申

請手数

料

� 建築物（一敷地内認定建築物

を除く。以下この項において同

じ。）の数が１である場合 ８８，

０００円

� 建築物の数が２以上である場

合 ８８，０００円に１を超える建築

物の数に３２，０００円を乗じて得た

額を加算した金額

４４の２ 建築基

準法第８６条の

一敷地

内認定

� 建築物（一敷地内認定建築物

を除く。以下この項において同

４４の２ 建築基

準法第８６条の

一敷地

内認定

� 建築物（一敷地内認定建築物

を除く。以下この項において同
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２第２項の規

定に基づく一

敷地内認定建

築物以外の建

築物の容積率

又は各部分の

高さに関する

特例の許可の

申請に対する

審査

建築物

以外の

建築物

の容積

率又は

各部分

の高さ

の特例

許可申

請手数

料

じ。）の数が１である場合 ２７

１，０００円

� 建築物の数が２以上である場

合 ２７１，０００円に１を超える建築

物の数に３２，０００円を乗じて得た

額を加算した金額

２第２項の規

定に基づく一

敷地内認定建

築物以外の建

築物の容積率

又は各部分の

高さに関する

特例の許可の

申請に対する

審査

建築物

以外の

建築物

の容積

率又は

各部分

の高さ

の特例

許可申

請手数

料

じ。）の数が１である場合 ２６

９，０００円

� 建築物の数が２以上である場

合 ２６９，０００円に１を超える建築

物の数に３２，０００円を乗じて得た

額を加算した金額

４４の３ 建築基

準法第８６条の

２第３項の規

定に基づく一

敷地内許可建

築物以外の建

築物の建築の

許可の申請に

対する審査

一敷地

内許可

建築物

以外の

建築物

の建築

許可申

請手数

料

� 建築物（一敷地内許可建築物

を除く。以下この項において同

じ。）の数が１である場合 ２７

１，０００円

� 建築物の数が２以上である場

合 ２７１，０００円に１を超える建築

物の数に３２，０００円を乗じて得た

額を加算した金額

４４の３ 建築基

準法第８６条の

２第３項の規

定に基づく一

敷地内許可建

築物以外の建

築物の建築の

許可の申請に

対する審査

一敷地

内許可

建築物

以外の

建築物

の建築

許可申

請手数

料

� 建築物（一敷地内許可建築物

を除く。以下この項において同

じ。）の数が１である場合 ２６

９，０００円

� 建築物の数が２以上である場

合 ２６９，０００円に１を超える建築

物の数に３２，０００円を乗じて得た

額を加算した金額

４５～４６の３ 省

略

４５～４６の３ 省

略

４６の４ 建築基

準法第８７条の

３第５項の規

定に基づく建

築物の用途を

変更して興行

場等として使

用することの

許可の申請に

対する審査

建築物

用途変

更興行

場等使

用許可

申請手

数料

１３６，０００円 ４６の４ 建築基

準法第８７条の

３第５項の規

定に基づく建

築物の用途を

変更して興行

場等として使

用することの

許可の申請に

対する審査

建築物

用途変

更興行

場等使

用許可

申請手

数料

１３５，０００円

４６の５～６９ 省

略

４６の５～６９ 省

略

７０ 租税特別措

置法（昭和３２

年 法 律 第２６

号）第２８条の

４第３項第５

号イ若しくは

第６３条第３項

第５号イ又は

第３１条の２第

２項第１４号ハ

若しくは第６２

条の３第４項

第１４号ハに規

定する宅地の

造成が優良な

宅地の供給に

寄与するもの

であることに

優良宅

地造成

認定申

請手数

料

次に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

�～� 省略

� 造成宅地の面積が１０ヘクター

ル以上の場合 ９００，０００円

７０ 租税特別措

置法（昭和３２

年 法 律 第２６

号）第２８条の

４第３項第５

号イ若しくは

第６３条第３項

第５号イ又は

第３１条の２第

２項第１４号ハ

若しくは第６２

条の３第４項

第１４号ハに規

定する宅地の

造成が優良な

宅地の供給に

寄与するもの

であることに

優良宅

地造成

認定申

請手数

料

次に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

�～� 省略

� 造成宅地の面積が１０ヘクター

ル以上の場合 ８９０，０００円
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ついての認定

の申請に対す

る審査

ついての認定

の申請に対す

る審査

７１～８２ 省略 ７１～８２ 省略

８３ 砂利採取法

第１６条の規定

に基づく砂利

の採取計画の

認可の申請に

対 す る 審 査

（河川管理者

として行うも

のに限る。）

河川の

砂利採

取計画

認可申

請手数

料

３３，９００円 ８３ 砂利採取法

第１６条の規定

に基づく砂利

の採取計画の

認可の申請に

対 す る 審 査

（河川管理者

として行うも

のに限る。）

河川の

砂利採

取計画

認可申

請手数

料

３７，０００円

８４ 砂利採取法

第１６条の規定

に基づく砂利

の採取計画の

認可の申請に

対 す る 審 査

（河川管理者

として行うも

のを除く。）

砂利採

取計画

認可申

請手数

料

３３，９００円 ８４ 砂利採取法

第１６条の規定

に基づく砂利

の採取計画の

認可の申請に

対 す る 審 査

（河川管理者

として行うも

のを除く。）

砂利採

取計画

認可申

請手数

料

３７，０００円

８５ 砂利採取法

第２０条第１項

の規定に基づ

く砂利の採取

計画の変更の

認可の申請に

対 す る 審 査

（河川管理者

として行うも

のに限る。）

河川の

砂利採

取計画

変更認

可申請

手数料

１５，０００円 ８５ 砂利採取法

第２０条第１項

の規定に基づ

く砂利の採取

計画の変更の

認可の申請に

対 す る 審 査

（河川管理者

として行うも

のに限る。）

河川の

砂利採

取計画

変更認

可申請

手数料

１７，０００円

８６ 砂利採取法

第２０条第１項

の規定に基づ

く砂利の採取

計画の変更の

認可の申請に

対 す る 審 査

（河川管理者

として行うも

のを除く。）

砂利採

取計画

変更認

可申請

手数料

１５，０００円 ８６ 砂利採取法

第２０条第１項

の規定に基づ

く砂利の採取

計画の変更の

認可の申請に

対 す る 審 査

（河川管理者

として行うも

のを除く。）

砂利採

取計画

変更認

可申請

手数料

１７，０００円

８７ 都市計画法

第２９条第１項

又は第２項の

規定に基づく

開発行為の許

可の申請に対

する審査

開発行

為許可

申請手

数料

� 主として自己の居住の用に供

する住宅の建築の用に供する目

的で行う開発行為の許可の申請

に係る審査 次に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額

ア・イ 省略

ウ 開発区域の面積が０．３ヘクタ

ール以上０．６ヘクタール未満の

８７ 都市計画法

第２９条第１項

又は第２項の

規定に基づく

開発行為の許

可の申請に対

する審査

開発行

為許可

申請手

数料

� 主として自己の居住の用に供

する住宅の建築の用に供する目

的で行う開発行為の許可の申請

に係る審査 次に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額

ア・イ 省略

ウ 開発区域の面積が０．３ヘクタ

ール以上０．６ヘクタール未満の
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場合 ４５，０００円

エ～カ 省略

キ 開発区域の面積が６ヘクタ

ール以上１０ヘクタール未満の

場合 ２３０，０００円

ク 省略

� 主として、住宅以外の建築物

で自己の業務の用に供するもの

の建築又は自己の業務の用に供

する特定工作物の建設の用に供

する目的で行う開発行為の許可

の申請に係る審査 次に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

ア・イ 省略

ウ 開発区域の面積が０．３ヘクタ

ール以上０．６ヘクタール未満の

場合 ６７，０００円

エ～ク 省略

� その他の開発行為の許可の申

請に係る審査 次に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額

ア～キ 省略

ク 開発区域の面積が１０ヘクタ

ール以上の場合 ９００，０００円

場合 ４４，０００円

エ～カ 省略

キ 開発区域の面積が６ヘクタ

ール以上１０ヘクタール未満の

場合 ２２０，０００円

ク 省略

� 主として、住宅以外の建築物

で自己の業務の用に供するもの

の建築又は自己の業務の用に供

する特定工作物の建設の用に供

する目的で行う開発行為の許可

の申請に係る審査 次に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

ア・イ 省略

ウ 開発区域の面積が０．３ヘクタ

ール以上０．６ヘクタール未満の

場合 ６６，０００円

エ～ク 省略

� その他の開発行為の許可の申

請に係る審査 次に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額

ア～キ 省略

ク 開発区域の面積が１０ヘクタ

ール以上の場合 ８９０，０００円

８８ 都市計画法

第３５条の２の

規定に基づく

開発行為の変

更許可の申請

に対する審査

開発行

為変更

許可申

請手数

料

変更許可の申請１件につき、次に

掲げる開発行為の変更の区分に応

じ、それぞれ次に定める額を合算

した金額（その金額が９００，０００円を

超えるときは、その手数料の金額

は、９００，０００円とする。）

�～� 省略

８８ 都市計画法

第３５条の２の

規定に基づく

開発行為の変

更許可の申請

に対する審査

開発行

為変更

許可申

請手数

料

変更許可の申請１件につき、次に

掲げる開発行為の変更の区分に応

じ、それぞれ次に定める額を合算

した金額（その金額が８９０，０００円を

超えるときは、その手数料の金額

は、８９０，０００円とする。）

�～� 省略

８９～１０１の４

省略

８９～１０１の４

省略

１０１の５ 長期

優良住宅の普

及の促進に関

する法律（平

成２０年法律第

８７号）第５条

第１項から第

３項までの規

定に基づく長

期優良住宅建

築等計画の認

定の申請に対

する審査

長期優

良住宅

建築等

計画認

定申請

手数料

次に掲げる当該申請を行う者の区

分に応じ、それぞれ次に定める金

額（当該金額に１００円未満の端数が

あるときは、これを四捨五入す

る。）

� 住宅の新築に係る長期優良住

宅建築等計画が建築基準法第６

条第１項に規定する建築基準関

係規定に適合するかどうかの審

査を申し出ない者 次に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

ア 長期優良住宅の普及の促進

に関する法律第６条第１項各

号に掲げる基準の適合性に関

し、住宅の品質確保の促進等

に関する法律（平成１１年法律

１０１の５ 長期

優良住宅の普

及の促進に関

する法律（平

成２０年法律第

８７号）第５条

第１項から第

３項までの規

定に基づく長

期優良住宅建

築等計画の認

定の申請に対

する審査

長期優

良住宅

建築等

計画認

定申請

手数料

次に掲げる当該申請を行う者の区

分に応じ、それぞれ次に定める金

額（当該金額に１００円未満の端数が

あるときは、これを四捨五入す

る。）

� 住宅の新築に係る長期優良住

宅建築等計画が建築基準法第６

条第１項に規定する建築基準関

係規定に適合するかどうかの審

査を申し出ない者 次に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

ア 長期優良住宅の普及の促進

に関する法律第６条第１項各

号に掲げる基準の適合性に関

し、住宅の品質確保の促進等

に関する法律（平成１１年法律
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第８１号）第５条第１項に規定

する登録住宅性能評価機関の

技術的審査を受けている場合

次に掲げる住宅の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� １戸建ての専用住宅（人

の居住の用以外の用途に供

する部分を有しない住宅を

いう。以下この項において

同じ。） １２，８００円

� １戸建ての併用住宅（専

用住宅以外の住宅をいう。

以 下 こ の 項 に お い て 同

じ。） １２，８００円

� 共同住宅等（共同住宅、

長屋その他１戸建ての住宅

以外の住宅をいう。以下こ

の項において同じ。） １

戸につき次に掲げる共同住

宅等の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額を同時に申

請する住戸の数で除して得

た金額

ａ 総戸数が２以上５以下

の共同住宅等 ２５，１００円

ｂ 総戸数が６以上１０以下

の共同住宅等 ４１，４００円

ｃ 総戸数が１１以上２５以下

の共同住宅等 ７３，３００円

ｄ 総戸数が２６以上５０以下

の共同住宅等 １１１，７００円

ｅ 総戸数が５１以上１００以下

の共同住宅等 １７９，０００円

ｆ 総戸数が１０１以上２００以

下の共同住宅等 ２８０，９００

円

ｇ 総戸数が２０１以上の共同

住宅等 ３４４，４００円

イ 住宅の品質確保の促進等に

関する法律第６条第１項に規

定する設計住宅性能評価書の

交付を受けている場合 次に

掲げる住宅の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� １戸建ての専 用 住 宅

１９，６００円

� １戸建ての併 用 住 宅

１９，６００円

� 共同住宅等 １戸につき

次に掲げる共同住宅等の区

分に応じ、それぞれ次に定

める額を同時に申請する住

戸の数で除して得た金額

第８１号）第５条第１項に規定

する登録住宅性能評価機関の

技術的審査を受けている場合

次に掲げる住宅の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� １戸建ての専用住宅（人

の居住の用以外の用途に供

する部分を有しない住宅を

いう。以下この項において

同じ。） １１，７００円

� １戸建ての併用住宅（専

用住宅以外の住宅をいう。

以 下 こ の 項 に お い て 同

じ。） １１，７００円

� 共同住宅等（共同住宅、

長屋その他１戸建ての住宅

以外の住宅をいう。以下こ

の項において同じ。） １

戸につき次に掲げる共同住

宅等の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額を同時に申

請する住戸の数で除して得

た金額

ａ 総戸数が２以上５以下

の共同住宅等 ２３，０００円

ｂ 総戸数が６以上１０以下

の共同住宅等 ３７，９００円

ｃ 総戸数が１１以上２５以下

の共同住宅等 ６７，７００円

ｄ 総戸数が２６以上５０以下

の共同住宅等 １０２，４００円

ｅ 総戸数が５１以上１００以下

の共同住宅等 １６４，１００円

ｆ 総戸数が１０１以上２００以

下の共同住宅等 ２５６，４００

円

ｇ 総戸数が２０１以上の共同

住宅等 ３１３，８００円

イ 住宅の品質確保の促進等に

関する法律第６条第１項に規

定する設計住宅性能評価書の

交付を受けている場合 次に

掲げる住宅の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� １戸建ての専 用 住 宅

１７，７００円

� １戸建ての併 用 住 宅

１７，７００円

� 共同住宅等 １戸につき

次に掲げる共同住宅等の区

分に応じ、それぞれ次に定

める額を同時に申請する住

戸の数で除して得た金額
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ａ 総戸数が２以上５以下

の共同住宅等 ４３，２００円

ｂ 総戸数が６以上１０以下

の共同住宅等 ６８，５００円

ｃ 総戸数が１１以上２５以下

の共同住宅等 １２６，９００円

ｄ 総戸数が２６以上５０以下

の共同住宅等 ２０３，５００円

ｅ 総戸数が５１以上１００以下

の共同住宅等 ３３７，６００円

ｆ 総戸数が１０１以上２００以

下の共同住宅等 ５８８，２００

円

ｇ 総戸数が２０１以上の共同

住宅等 ８０１，１００円

ウ その他の場合 次に掲げる

住宅の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

� １戸建ての専 用 住 宅

５６，５００円

� １戸建ての併 用 住 宅

５６，５００円

� 共同住宅等 １戸につき

次に掲げる共同住宅等の区

分に応じ、それぞれ次に定

める額を同時に申請する住

戸の数で除して得た金額

ａ 総戸数が２以上５以下

の共同住宅等 １３３，１００円

ｂ 総戸数が６以上１０以下

の共同住宅等 ２１２，２００円

ｃ 総戸数が１１以上２５以下

の共同住宅等 ４２４，９００円

ｄ 総戸数が２６以上５０以下

の共同住宅等 ７４６，９００円

ｅ 総戸数が５１以上１００以下

の共同住宅等 １，２８２，３００

円

ｆ 総戸数が１０１以上２００以

下の共同住宅等 ２，３４７，９

００円

ｇ 総戸数が２０１以上の共同

住宅等 ３，３４２，４００円

� 住宅の増築又は改築に係る長

期優良住宅建築等計画が建築基

準法第６条第１項に規定する建

築基準関係規定に適合するかど

うかの審査を申し出ない者 次

に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ア 長期優良住宅の普及の促進

に関する法律第６条第１項各

号に掲げる基準の適合性に関

ａ 総戸数が２以上５以下

の共同住宅等 ３９，０００円

ｂ 総戸数が６以上１０以下

の共同住宅等 ６１，７００円

ｃ 総戸数が１１以上２５以下

の共同住宅等 １１４，９００円

ｄ 総戸数が２６以上５０以下

の共同住宅等 １８３，３００円

ｅ 総戸数が５１以上１００以下

の共同住宅等 ３０３，９００円

ｆ 総戸数が１０１以上２００以

下の共同住宅等 ５２７，７００

円

ｇ 総戸数が２０１以上の共同

住宅等 ７１７，７００円

ウ その他の場合 次に掲げる

住宅の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

� １戸建ての専 用 住 宅

５１，３００円

� １戸建ての併 用 住 宅

５１，３００円

� 共同住宅等 １戸につき

次に掲げる共同住宅等の区

分に応じ、それぞれ次に定

める額を同時に申請する住

戸の数で除して得た金額

ａ 総戸数が２以上５以下

の共同住宅等 １２０，７００円

ｂ 総戸数が６以上１０以下

の共同住宅等 １９２，５００円

ｃ 総戸数が１１以上２５以下

の共同住宅等 ３８５，７００円

ｄ 総戸数が２６以上５０以下

の共同住宅等 ６７７，１００円

ｅ 総戸数が５１以上１００以下

の共同住宅等 １，１６２，２００

円

ｆ 総戸数が１０１以上２００以

下の共同住宅等 ２，１２６，３

００円

ｇ 総戸数が２０１以上の共同

住宅等 ３，０２５，９００円

� 住宅の増築又は改築に係る長

期優良住宅建築等計画が建築基

準法第６条第１項に規定する建

築基準関係規定に適合するかど

うかの審査を申し出ない者 次

に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ア 長期優良住宅の普及の促進

に関する法律第６条第１項各

号に掲げる基準の適合性に関
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し、住宅の品質確保の促進等

に関する法律第５条第１項に

規定する登録住宅性能評価機

関の技術的審査を受けている

場合 次に掲げる住宅の区分

に応じ、それぞれ次に定める

金額

� １戸建ての専 用 住 宅

１６，９００円

� １戸建ての併 用 住 宅

１６，９００円

� 共同住宅等 １戸につき

次に掲げる共同住宅等の区

分に応じ、それぞれ次に定

める額を同時に申請する住

戸の数で除して得た金額

ａ 総戸数が２以上５以下

の共同住宅等 ３１，５００円

ｂ 総戸数が６以上１０以下

の共同住宅等 ５３，２００円

ｃ 総戸数が１１以上２５以下

の共同住宅等 ８４，１００円

ｄ 総戸数が２６以上５０以下

の共同住宅等 １４２，１００円

ｅ 総戸数が５１以上１００以下

の共同住宅等 ２２７，４００円

ｆ 総戸数が１０１以上２００以

下の共同住宅等 ３８２，０００

円

ｇ 総戸数が２０１以上の共同

住宅等 ４７９，５００円

イ その他の場合 次に掲げる

住宅の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

� １戸建ての専 用 住 宅

８２，４００円

� １戸建ての併 用 住 宅

８２，４００円

� 共同住宅等 １戸につき

次に掲げる共同住宅等の区

分に応じ、それぞれ次に定

める額を同時に申請する住

戸の数で除して得た金額

ａ 総戸数が２以上５以下

の共同住宅等 １９３，５００円

ｂ 総戸数が６以上１０以下

の共同住宅等 ３０９，６００円

ｃ 総戸数が１１以上２５以下

の共同住宅等 ６１１，４００円

ｄ 総戸数が２６以上５０以下

の共同住宅等 １，０９４，９００

円

ｅ 総戸数が５１以上１００以下

し、住宅の品質確保の促進等

に関する法律第５条第１項に

規定する登録住宅性能評価機

関の技術的審査を受けている

場合 次に掲げる住宅の区分

に応じ、それぞれ次に定める

金額

� １戸建ての専 用 住 宅

１５，１００円

� １戸建ての併 用 住 宅

１５，１００円

� 共同住宅等 １戸につき

次に掲げる共同住宅等の区

分に応じ、それぞれ次に定

める額を同時に申請する住

戸の数で除して得た金額

ａ 総戸数が２以上５以下

の共同住宅等 ２８，２００円

ｂ 総戸数が６以上１０以下

の共同住宅等 ４７，５００円

ｃ 総戸数が１１以上２５以下

の共同住宅等 ７５，１００円

ｄ 総戸数が２６以上５０以下

の共同住宅等 １２７，０００円

ｅ 総戸数が５１以上１００以下

の共同住宅等 ２０３，２００円

ｆ 総戸数が１０１以上２００以

下の共同住宅等 ３４１，３００

円

ｇ 総戸数が２０１以上の共同

住宅等 ４２８，６００円

イ その他の場合 次に掲げる

住宅の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

� １戸建ての専 用 住 宅

７３，６００円

� １戸建ての併 用 住 宅

７３，６００円

� 共同住宅等 １戸につき

次に掲げる共同住宅等の区

分に応じ、それぞれ次に定

める額を同時に申請する住

戸の数で除して得た金額

ａ 総戸数が２以上５以下

の共同住宅等 １７２，８００円

ｂ 総戸数が６以上１０以下

の共同住宅等 ２７６，４００円

ｃ 総戸数が１１以上２５以下

の共同住宅等 ５４５，９００円

ｄ 総戸数が２６以上５０以下

の共同住宅等 ９７７，５００円

ｅ 総戸数が５１以上１００以下
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の共同住宅等 １，８８２，３００

円

ｆ 総戸数が１０１以上２００以

下の共同住宅等 ３，４８２，５

００円

ｇ 総戸数が２０１以上の共同

住宅等 ４，９７６，５００円

� 省略

の共同住宅等 １，６８０，５００

円

ｆ 総戸数が１０１以上２００以

下の共同住宅等 ３，１０９，１

００円

ｇ 総戸数が２０１以上の共同

住宅等 ４，４４３，０００円

� 省略

１０１の６ 省略 １０１の６ 省略

１０１の７ 都市

の低炭素化の

促進に関する

法律（平成２４

年 法 律 第８４

号）第５３条第

１項の規定に

基づく低炭素

建築物新築等

計画の認定の

申請に対する

審査

低炭素

建築物

新築等

計画認

定申請

手数料

次に掲げる当該申請を行う者の区

分に応じ、それぞれ次に定める金

額

� 低炭素建築物新築等計画が建

築基準法第６条第１項に規定す

る建築基準関係規定に適合する

かどうかの審査を申し出ない者

次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 都市の低炭素化の促進に関

する法律第５４条第１項に掲げ

る基準の適合性に関し、住宅

の品質確保の促進等に関する

法律第５条第１項に規定する

登録住宅性能評価機関若しく

は建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律（平成

２７年法律第５３号）第１５条第１

項に規定する登録建築物エネ

ルギー消費性能判定機関の技

術的審査を受けている場合又

は住宅の品質確保の促進等に

関する法律第６条第１項に規

定する設計住宅性能評価書の

交付を受けている場合 次に

掲げる建築物の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

� １戸建ての住宅（人の居

住の用以外の用に供する部

分（以下この項において

「非住宅部分」という。）

を有しないものに限る。以

下この項において同じ。）

６，１００円

� 共同住宅等（共同住宅、

長屋その他１戸建ての住宅

以外の住宅をいう。以下こ

の項において同じ。） 次

に掲げる申請の対象とする

範囲の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

ａ 住戸 申請に係る住戸

の数について、次に掲げ

１０１の７ 都市

の低炭素化の

促進に関する

法律（平成２４

年 法 律 第８４

号）第５３条第

１項の規定に

基づく低炭素

建築物新築等

計画の認定の

申請に対する

審査

低炭素

建築物

新築等

計画認

定申請

手数料

次に掲げる当該申請を行う者の区

分に応じ、それぞれ次に定める金

額

� 低炭素建築物新築等計画が建

築基準法第６条第１項に規定す

る建築基準関係規定に適合する

かどうかの審査を申し出ない者

次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 都市の低炭素化の促進に関

する法律第５４条第１項に掲げ

る基準の適合性に関し、住宅

の品質確保の促進等に関する

法律第５条第１項に規定する

登録住宅性能評価機関若しく

は建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律（平成

２７年法律第５３号）第１５条第１

項に規定する登録建築物エネ

ルギー消費性能判定機関の技

術的審査を受けている場合又

は住宅の品質確保の促進等に

関する法律第６条第１項に規

定する設計住宅性能評価書の

交付を受けている場合 次に

掲げる建築物の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

� １戸建ての住宅（人の居

住の用以外の用に供する部

分（以下この項において

「非住宅部分」という。）

を有しないものに限る。以

下この項において同じ。）

５，５００円

� 共同住宅等（共同住宅、

長屋その他１戸建ての住宅

以外の住宅をいう。以下こ

の項において同じ。） 次

に掲げる申請の対象とする

範囲の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

ａ 住戸 申請に係る住戸

の数について、次に掲げ
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る戸数の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� １戸 ６，１００円

� ２戸以上５戸以下

１１，９００円

� ６戸以上１０戸以下

２０，１００円

� １１戸以上２５戸以下

３３，２００円

� ２６戸以上５０戸以下

５５，５００円

� ５１戸以上１００戸以下

９９，３００円

� １０１戸以上２００戸以下

１５７，６００円

� ２０１戸以上３００戸以下

２００，４００円

	 ３０１戸以上 ２１５，６００

円

ｂ 住棟全体又は住戸及び

住棟全体 住棟の総戸数

について、ａに掲げる戸

数の区分に応じそれぞれ

ａに定める金額と同一の

額に、住棟の共用部分の

床面積の合計について、

次に掲げる面積の区分に

応じそれぞれ次に定める

額を加算した金額

� ３００平方メートル以内

１１，８００円

� ３００平方メートルを超

え２，０００平方メートル以

内 ３２，８００円

� ２，０００平方メートルを

超え５，０００平方メートル

以内 ９７，５００円

� ５，０００平方メートルを

超え１０，０００平方メート

ル以内 １５４，２００円

� １０，０００平方メートル

を超え２５，０００平方メー

トル以内 １９４，６００円

� ２５，０００平方メートル

超 ２４３，２００円

�・� 省略

イ その他の場合 次に掲げる

建築物の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

� １戸建ての住宅 ４１，７００

円

� 共同住宅等 次に掲げる

申請の対象とする範囲の区

る戸数の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� １戸 ５，５００円

� ２戸以上５戸以下

１０，８００円

� ６戸以上１０戸以下

１８，２００円

� １１戸以上２５戸以下

３０，１００円

� ２６戸以上５０戸以下

５０，３００円

� ５１戸以上１００戸以下

８９，９００円

� １０１戸以上２００戸以下

１４２，７００円

� ２０１戸以上３００戸以下

１８１，４００円

	 ３０１戸以上 １９５，２００

円

ｂ 住棟全体又は住戸及び

住棟全体 住棟の総戸数

について、ａに掲げる戸

数の区分に応じそれぞれ

ａに定める金額と同一の

額に、住棟の共用部分の

床面積の合計について、

次に掲げる面積の区分に

応じそれぞれ次に定める

額を加算した金額

� ３００平方メートル以内

１０，７００円

� ３００平方メートルを超

え２，０００平方メートル以

内 ２９，７００円

� ２，０００平方メートルを

超え５，０００平方メートル

以内 ８８，３００円

� ５，０００平方メートルを

超え１０，０００平方メート

ル以内 １３９，６００円

� １０，０００平方メートル

を超え２５，０００平方メー

トル以内 １７６，２００円

� ２５，０００平方メートル

超 ２２０，２００円

�・� 省略

イ その他の場合 次に掲げる

建築物の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

� １戸建ての住宅 ３７，８００

円

� 共同住宅等 次に掲げる

申請の対象とする範囲の区
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分に応じ、それぞれ次に定

める金額

ａ 住戸 申請に係る住戸

の数について、次に掲げ

る戸数の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� １戸 ４１，７００円

� ２戸以上５戸以下

８３，９００円

� ６戸以上１０戸以下

１１８，０００円

� １１戸以上２５戸以下

１６６，０００円

� ２６戸以上５０戸以下

２３８，４００円

� ５１戸以上１００戸以下

３４２，１００円

� １０１戸以上２００戸以下

４６４，３００円

� ２０１戸以上３００戸以下

６０９，８００円

	 ３０１戸以上 ７１７，３００

円

ｂ 住棟全体又は住戸及び

住棟全体 住棟の総戸数

について、ａに掲げる戸

数の区分に応じそれぞれ

ａに定める金額と同一の

額に、住棟の共用部分の

床面積の合計について、

次に掲げる面積の区分に

応じそれぞれ次に定める

額を加算した金額

� ３００平方メートル以内

１３２，３００円

� ３００平方メートルを超

え２，０００平方メートル以

内 ２１８，１００円

� ２，０００平方メートルを

超え５，０００平方メートル

以内 ３３９，５００円

� ５，０００平方メートルを

超え１０，０００平方メート

ル以内 ４３５，８００円

� １０，０００平方メートル

を超え２５，０００平方メー

トル以内 ５２０，７００円

� ２５，０００平方メートル

超 ６０６，５００円

� 複合建築物 次に掲げる

申請の対象とする範囲の区

分に応じ、それぞれ次に定

める金額

分に応じ、それぞれ次に定

める金額

ａ 住戸 申請に係る住戸

の数について、次に掲げ

る戸数の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� １戸 ３７，８００円

� ２戸以上５戸以下

７６，０００円

� ６戸以上１０戸以下

１０６，９００円

� １１戸以上２５戸以下

１５０，３００円

� ２６戸以上５０戸以下

２１５，９００円

� ５１戸以上１００戸以下

３０９，７００円

� １０１戸以上２００戸以下

４２０，４００円

� ２０１戸以上３００戸以下

５５２，１００円

	 ３０１戸以上 ６４９，４００

円

ｂ 住棟全体又は住戸及び

住棟全体 住棟の総戸数

について、ａに掲げる戸

数の区分に応じそれぞれ

ａに定める金額と同一の

額に、住棟の共用部分の

床面積の合計について、

次に掲げる面積の区分に

応じそれぞれ次に定める

額を加算した金額

� ３００平方メートル以内

１１９，９００円

� ３００平方メートルを超

え２，０００平方メートル以

内 １９７，５００円

� ２，０００平方メートルを

超え５，０００平方メートル

以内 ３０７，３００円

� ５，０００平方メートルを

超え１０，０００平方メート

ル以内 ３９４，５００円

� １０，０００平方メートル

を超え２５，０００平方メー

トル以内 ４７１，４００円

� ２５，０００平方メートル

超 ５４９，１００円

� 複合建築物 次に掲げる

申請の対象とする範囲の区

分に応じ、それぞれ次に定

める金額
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ａ 省略

ｂ 複合建築物全体又は住

戸及び複合建築物全体

次に掲げる額を合算した

金額

�・� 省略

� 非住宅部分 に つ い

て、次に掲げる審査の

区分に応じ、それぞれ

次に定める額

� �に掲げる審査以

外の審査 床面積の

合計について、次に

掲げる面積の区分に

応じ、それぞれ次に

定める額

�� ３００平方メートル

以内 ２９１，７００円

�� ３００平方メートル

を超え２，０００平方メ

ートル以内 ４６４，９

００円

�� ２，０００平方メート

ルを超え５，０００平方

メートル以内 ６６

１，５００円

�� ５，０００平方メート

ルを超え１０，０００平

方メートル以内 ８

１１，２００円

�	 １０，０００平方メー

トルを超え２５，０００

平方メートル以内

９５６，１００円

�
 ２５，０００平方メー

トル超 １，０９１，２００

円

� 建築物に係るエネ

ルギーの使用の合理

化の一層の促進その

他の建築物の低炭素

化の促進のために誘

導すべき基準（平成

２４年１２月 経 済 産 業

省・国土交通省・環

境省告示第１１９号）Ⅰ

第１の１の１－２た

だし書及び２の２－

１ただし書に定める

方法による審査 床

面積の合計 に つ い

て、次に掲げる面積

の区分に応じ、それ

ａ 省略

ｂ 複合建築物全体又は住

戸及び複合建築物全体

次に掲げる額を合算した

金額

�・� 省略

� 非住宅部分 に つ い

て、次に掲げる審査の

区分に応じ、それぞれ

次に定める額

� �に掲げる審査以

外の審査 床面積の

合計について、次に

掲げる面積の区分に

応じ、それぞれ次に

定める額

�� ３００平方メートル

以内 ２６４，３００円

�� ３００平方メートル

を超え２，０００平方メ

ートル以内 ４２０，９

００円

�� ２，０００平方メート

ルを超え５，０００平方

メートル以内 ５９

８，８００円

�� ５，０００平方メート

ルを超え１０，０００平

方メートル以内 ７

３４，３００円

�	 １０，０００平方メー

トルを超え２５，０００

平方メートル以内

８６５，５００円

�
 ２５，０００平方メー

トル超 ９８７，８００円

� 建築物に係るエネ

ルギーの使用の合理

化の一層の促進その

他の建築物の低炭素

化の促進のために誘

導すべき基準（平成

２４年１２月 経 済 産 業

省・国土交通省・環

境省告示第１１９号）Ⅰ

第１の１の１－２た

だし書及び２の２－

１ただし書に定める

方法による審査 床

面積の合計 に つ い

て、次に掲げる面積

の区分に応じ、それ
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ぞれ次に定める額

�� ３００平方メートル

以内 １０５，６００円

�� ３００平方メートル

を超え２，０００平方メ

ートル以内 １７６，８

００円

�� ２，０００平方メート

ルを超え５，０００平方

メートル以内 ２８

６，１００円

�� ５，０００平方メート

ルを超え１０，０００平

方メートル以内 ３

７３，５００円

�� １０，０００平方メー

トルを超え２５，０００

平方メートル以内

４４８，７００円

�� ２５，０００平方メー

トル超 ５２６，４００円

� 省略

� 省略

ぞれ次に定める額

�� ３００平方メートル

以内 １０５，５００円

�� ３００平方メートル

を超え２，０００平方メ

ートル以内 １７６，５

００円

�� ２，０００平方メート

ルを超え５，０００平方

メートル以内 ２８

５，６００円

�� ５，０００平方メート

ルを超え１０，０００平

方メートル以内 ３

７２，９００円

�� １０，０００平方メー

トルを超え２５，０００

平方メートル以内

４４８，０００円

�� ２５，０００平方メー

トル超 ５２５，５００円

� 省略

� 省略

１０１の８ 省略 １０１の８ 省略

１０１の９ 建築

物のエネルギ

ー消費性能の

向上に関する

法律第１２条第

１項及び第１３

条第２項の規

定に基づく建

築物エネルギ

ー消費性能適

合性判定

建築物

エネル

ギー消

費性能

適合性

判定手

数料

次に掲げる建築物の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

� 建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令（平成２８年経

済産業省・国土交通省令第１

号）第１条第１項第１号イに規

定する一次エネルギー消費量

（以下この項において「一次エ

ネルギー消費量」という。）の

算定対象となる部分を有する建

築物 次に掲げる審査の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

ア 同号イに掲げる基準による

審査 次に掲げる主要な用途

の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

� 工場、倉庫その他知事が

定める用途（以下この項に

おいて「工場等の用途」と

いう。） 非住宅部分（建

築物のエネルギー消費性能

の向上に関する法律第１１条

第１項に規定する非住宅部

分をいう。以下この項にお

いて同じ。）の床面積の合

計について、次に掲げる面

積の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

１０１の９ 建築

物のエネルギ

ー消費性能の

向上に関する

法律第１２条第

１項及び第１３

条第２項の規

定に基づく建

築物エネルギ

ー消費性能適

合性判定

建築物

エネル

ギー消

費性能

適合性

判定手

数料

次に掲げる建築物の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

� 建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令（平成２８年経

済産業省・国土交通省令第１

号）第１条第１項第１号イに規

定する一次エネルギー消費量

（以下この項において「一次エ

ネルギー消費量」という。）の

算定対象となる部分を有する建

築物 次に掲げる審査の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

ア 同号イに掲げる基準による

審査 次に掲げる主要な用途

の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

� 工場、倉庫その他知事が

定める用途（以下この項に

おいて「工場等の用途」と

いう。） 非住宅部分（建

築物のエネルギー消費性能

の向上に関する法律第１１条

第１項に規定する非住宅部

分をいう。以下この項にお

いて同じ。）の床面積の合

計について、次に掲げる面

積の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額
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ａ ３００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満

５２，２００円

ｂ ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

１２３，４００円

ｃ ５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満

１８２，５００円

ｄ １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満 ２２５，４００円

ｅ ２５，０００平方メートル以

上 ２７８，８００円

� その他の用途 非住宅部

分の床面積の合計につい

て、次に掲げる面積の区分

に応じ、それぞれ次に定め

る金額

ａ ３００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満

４４５，５００円

ｂ ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

６３５，６００円

ｃ ５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満

７８２，９００円

ｄ １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満 ９２５，３００円

ｅ ２５，０００平方メートル以

上 １，０５５，６００円

イ 同号ロに掲げる基準による

審査 次に掲げる主要な用途

の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

� 工場等の用途 非住宅部

分の床面積の合計につい

て、次に掲げる面積の区分

に応じ、それぞれ次に定め

る金額

ａ ３００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満

４５，８００円

ｂ ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

１１５，３００円

ｃ ５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満

１７３，６００円

ｄ １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

ａ ３００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満

５２，１００円

ｂ ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

１２３，２００円

ｃ ５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満

１８２，２００円

ｄ １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満 ２２５，０００円

ｅ ２５，０００平方メートル以

上 ２７８，３００円

� その他の用途 非住宅部

分の床面積の合計につい

て、次に掲げる面積の区分

に応じ、それぞれ次に定め

る金額

ａ ３００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満

４４４，７００円

ｂ ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

６３４，６００円

ｃ ５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満

７８１，６００円

ｄ １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満 ９２３，８００円

ｅ ２５，０００平方メートル以

上 １，０５３，９００円

イ 同号ロに掲げる基準による

審査 次に掲げる主要な用途

の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

� 工場等の用途 非住宅部

分の床面積の合計につい

て、次に掲げる面積の区分

に応じ、それぞれ次に定め

る金額

ａ ３００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満

４５，７００円

ｂ ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

１１５，２００円

ｃ ５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満

１７３，３００円

ｄ １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未
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満 ２１５，７００円

ｅ ２５，０００平方メートル以

上 ２６７，５００円

� その他の用途 非住宅部

分の床面積の合計につい

て、次に掲げる面積の区分

に応じ、それぞれ次に定め

る金額

ａ ３００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満

１７６，８００円

ｂ ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

２８６，１００円

ｃ ５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満

３７３，５００円

ｄ １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満 ４４８，７００円

ｅ ２５，０００平方メートル以

上 ５２６，４００円

� 省略

満 ２１５，３００円

ｅ ２５，０００平方メートル以

上 ２６７，０００円

� その他の用途 非住宅部

分の床面積の合計につい

て、次に掲げる面積の区分

に応じ、それぞれ次に定め

る金額

ａ ３００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満

１７６，５００円

ｂ ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

２８５，６００円

ｃ ５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満

３７２，９００円

ｄ １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満 ４４８，０００円

ｅ ２５，０００平方メートル以

上 ５２５，５００円

� 省略

１０１の１０・１０１の

１１ 省略

１０１の１０・１０１の

１１ 省略

１０１の１２ 建築

物のエネルギ

ー消費性能の

向上に関する

法律第３４条第

１項の規定に

基づく建築物

エネルギー消

費性能向上計

画の認定の申

請に対する審

査

建築物

エネル

ギー消

費性能

向上計

画認定

申請手

数料

次に掲げる当該申請を行う者の区

分に応じ、それぞれ次に定める金

額

� 建築物エネルギー消費性能向

上計画が建築基準法第６条第１

項に規定する建築基準関係規定

に適合するかどうかの審査を申

し出ない者 次に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額

ア 建築物エネルギー消費性能

向上計画に建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関する法

律第３４条第３項の他の建築物

に関する事項を記載しない場

合 次に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に定める金

額

� 同法第３５条第１項に掲げ

る基準の適合性に関し、住

宅の品質確保の促進等に関

する法律第５条第１項に規

定する登録住宅性能評価機

関若しくは建築物のエネル

ギー消費性能の向上に関す

る法律第１５条第１項に規定

する登録建築物エネルギー

１０１の１２ 建築

物のエネルギ

ー消費性能の

向上に関する

法律第３４条第

１項の規定に

基づく建築物

エネルギー消

費性能向上計

画の認定の申

請に対する審

査

建築物

エネル

ギー消

費性能

向上計

画認定

申請手

数料

次に掲げる当該申請を行う者の区

分に応じ、それぞれ次に定める金

額

� 建築物エネルギー消費性能向

上計画が建築基準法第６条第１

項に規定する建築基準関係規定

に適合するかどうかの審査を申

し出ない者 次に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額

ア 建築物エネルギー消費性能

向上計画に建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関する法

律第３４条第３項の他の建築物

に関する事項を記載しない場

合 次に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に定める金

額

� 同法第３５条第１項に掲げ

る基準の適合性に関し、住

宅の品質確保の促進等に関

する法律第５条第１項に規

定する登録住宅性能評価機

関若しくは建築物のエネル

ギー消費性能の向上に関す

る法律第１５条第１項に規定

する登録建築物エネルギー
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消費性能判定機関の技術的

審査を受けている場合又は

住宅の品質確保の促進等に

関する法律第６条第１項に

規定する設計住宅性能評価

書の交付を受けている場合

次に掲げる建築物の区分

に応じ、それぞれ次に定め

る金額

ａ １戸建ての住宅（人の

居住の用以外の用に供す

る部分（以下この項にお

いて「非住宅部分」とい

う。）を有しないものに

限る。以下この項におい

て同じ。） ６，１００円

ｂ 共 同 住 宅 等（共 同 住

宅、長屋その他１戸建て

の住宅以外の住宅をい

う。以下この項において

同じ。） 次に掲げる申

請の対象とする範囲の区

分に応じ、それぞれ次に

定める金額

� 住戸 申請に係る住

戸の数について、次に

掲げる戸数の区分に応

じ、それぞれ次に定め

る金額

� １戸 ６，１００円

� ２戸以上４戸以下

１１，９００円

� ５戸以上１５戸以下

２４，９００円

� １６戸以上４５戸以下

５５，３００円

� ４６戸以上 ９９，０００

円

� 省略

ｃ 非住宅建築物（人の居

住の用に供する部分を有

しない建築物をいう。以

下 こ の 項 に お い て 同

じ。） 床面積の合計に

ついて、次に掲げる面積

の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

� ３００平方メートル未満

１１，８００円

� ３００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満

３２，８００円

� ２，０００平方メートル以

消費性能判定機関の技術的

審査を受けている場合又は

住宅の品質確保の促進等に

関する法律第６条第１項に

規定する設計住宅性能評価

書の交付を受けている場合

次に掲げる建築物の区分

に応じ、それぞれ次に定め

る金額

ａ １戸建ての住宅（人の

居住の用以外の用に供す

る部分（以下この項にお

いて「非住宅部分」とい

う。）を有しないものに

限る。以下この項におい

て同じ。） ５，５００円

ｂ 共 同 住 宅 等（共 同 住

宅、長屋その他１戸建て

の住宅以外の住宅をい

う。以下この項において

同じ。） 次に掲げる申

請の対象とする範囲の区

分に応じ、それぞれ次に

定める金額

� 住戸 申請に係る住

戸の数について、次に

掲げる戸数の区分に応

じ、それぞれ次に定め

る金額

� １戸 ５，５００円

� ２戸以上４戸以下

１０，７００円

� ５戸以上１５戸以下

２２，３００円

� １６戸以上４５戸以下

４９，５００円

� ４６戸以上 ８８，６００

円

� 省略

ｃ 非住宅建築物（人の居

住の用に供する部分を有

しない建築物をいう。以

下 こ の 項 に お い て 同

じ。） 床面積の合計に

ついて、次に掲げる面積

の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

� ３００平方メートル未満

１０，６００円

� ３００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満

２９，３００円

� ２，０００平方メートル以
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上５，０００平方メートル未

満 ９７，５００円

� ５，０００平方メートル以

上１０，０００平方メートル

未満 １５４，２００円

� １０，０００平方メートル

以上２５，０００平方メート

ル未満 １９４，６００円

� ２５，０００平方メートル

以上 ２４３，２００円

ｄ 省略

� その他の場合 次に掲げ

る建築物の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ａ １戸建ての住宅 床面

積の合計について、次に

掲げる面積の区分に応

じ、それぞれ次に定める

金額

� ２００平方メートル未満

４１，７００円

� ２００平方メートル以上

４６，６００円

ｂ 共同住宅等 次に掲げ

る申請の対象とする範囲

の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

� 住戸 申請に係る住

戸の数について、次に

掲げる戸数の区分に応

じ、それぞれ次に定め

る金額

� １戸（床面積の合

計が２００平方メートル

未 満 の 住 戸 に 限

る。） ４１，７００円

� １戸（床面積の合

計が２００平方メートル

以 上 の 住 戸 に 限

る。） ４６，６００円

� ２戸以上４戸以下

８３，９００円

	 ５戸以上１５戸以下

１３９，８００円


 １６戸以上４５戸以下

２３８，２００円

� ４６戸以上 ３４１，７００

円

� 省略

ｃ 非住宅建築物 次に掲

げる審査の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

� 建築物エネルギー消

上５，０００平方メートル未

満 ８７，１００円

� ５，０００平方メートル以

上１０，０００平方メートル

未満 １３７，７００円

� １０，０００平方メートル

以上２５，０００平方メート

ル未満 １７３，８００円

� ２５，０００平方メートル

以上 ２１７，１００円

ｄ 省略

� その他の場合 次に掲げ

る建築物の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ａ １戸建ての住宅 床面

積の合計について、次に

掲げる面積の区分に応

じ、それぞれ次に定める

金額

� ２００平方メートル未満

３７，３００円

� ２００平方メートル以上

４１，６００円

ｂ 共同住宅等 次に掲げ

る申請の対象とする範囲

の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

� 住戸 申請に係る住

戸の数について、次に

掲げる戸数の区分に応

じ、それぞれ次に定め

る金額

� １戸（床面積の合

計が２００平方メートル

未 満 の 住 戸 に 限

る。） ３７，３００円

� １戸（床面積の合

計が２００平方メートル

以 上 の 住 戸 に 限

る。） ４１，６００円

� ２戸以上４戸以下

７５，０００円

	 ５戸以上１５戸以下

１２４，９００円


 １６戸以上４５戸以下

２１２，７００円

� ４６戸以上 ３０５，３００

円

� 省略

ｃ 非住宅建築物 次に掲

げる審査の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

� 建築物エネルギー消
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費性能基準等を定める

省令第１０条第１号イ�

及びロ�に掲げる基準

による審査 床面積の

合計について、次に掲

げる面積の区分に応

じ、それぞれ次に定め

る金額

� ３００平方メートル未

満 ２７５，６００円

� ３００平方メートル以

上２，０００平方メートル

未満 ４４５，５００円

� ２，０００平方メートル

以上５，０００平方メート

ル未満 ６３５，６００円

� ５，０００平方メートル

以上１０，０００平方メー

トル未満 ７８２，９００円

� １０，０００平方メート

ル以上２５，０００平方メ

ートル未満 ９２５，３００

円

� ２５，０００平方メート

ル以上 １，０５５，６００円

� 同号イ	及びロ	に

掲げる基準による審査

床面積の合計につい

て、次に掲げる面積の

区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

� ３００平方メートル未

満 １０５，６００円

� ３００平方メートル以

上２，０００平方メートル

未満 １７６，８００円

� ２，０００平方メートル

以上５，０００平方メート

ル未満 ２８６，１００円

� ５，０００平方メートル

以上１０，０００平方メー

トル未満 ３７３，５００円

� １０，０００平方メート

ル以上２５，０００平方メ

ートル未満 ４４８，７００

円

� ２５，０００平方メート

ル以上 ５２６，４００円

ｄ 省略

イ 省略

	 省略

費性能基準等を定める

省令第１０条第１号イ�

及びロ�に掲げる基準

による審査 床面積の

合計について、次に掲

げる面積の区分に応

じ、それぞれ次に定め

る金額

� ３００平方メートル未

満 ２４６，０００円

� ３００平方メートル以

上２，０００平方メートル

未満 ３９７，７００円

� ２，０００平方メートル

以上５，０００平方メート

ル未満 ５６７，５００円

� ５，０００平方メートル

以上１０，０００平方メー

トル未満 ６９８，９００円

� １０，０００平方メート

ル以上２５，０００平方メ

ートル未満 ８２６，１００

円

� ２５，０００平方メート

ル以上 ９４２，４００円

� 同号イ	及びロ	に

掲げる基準による審査

床面積の合計につい

て、次に掲げる面積の

区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

� ３００平方メートル未

満 ９４，３００円

� ３００平方メートル以

上２，０００平方メートル

未満 １５７，９００円

� ２，０００平方メートル

以上５，０００平方メート

ル未満 ２５５，４００円

� ５，０００平方メートル

以上１０，０００平方メー

トル未満 ３３３，４００円

� １０，０００平方メート

ル以上２５，０００平方メ

ートル未満 ４００，６００

円

� ２５，０００平方メート

ル以上 ４７０，０００円

ｄ 省略

イ 省略

	 省略

１０１の１３ 省略 １０１の１３ 省略
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１０１の１４ 建築

物のエネルギ

ー消費性能の

向上に関する

法律第４１条第

１項の規定に

基づく建築物

のエネルギー

消費性能に係

る認定の申請

に対する審査

建築物

エネル

ギー消

費性能

認定申

請手数

料

次に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 建築物のエネルギー消費性能

の向上に関する法律第２条第１

項第３号に規定する建築物エネ

ルギー消費性能基準の適合性に

関し、住宅の品質確保の促進等

に関する法律第５条第１項に規

定する登録住宅性能評価機関若

しくは建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律第１５条

第１項に規定する登録建築物エ

ネルギー消費性能判定機関の技

術的審査を受けている場合又は

同法第１２条第１項若しくは第１３

条第２項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能適合性判

定、同法第３５条第１項の規定に

基づく建築物エネルギー消費性

能向上計画の認定若しくは都市

の低炭素化の促進に関する法律

第５４条第１項の規定に基づく低

炭素建築物新築等計画の認定を

受けている場合（これらの建築

物エネルギー消費性能適合性判

定又は認定に係る建築物につい

て建築基準法第７条第５項、第

７条の２第５項又は第１８条第１８

項の規定により検査済証の交付

を受けている場合に限る。）若

しくは住宅の品質確保の促進等

に関する法律第６条第３項に規

定する建設住宅性能評価書の交

付を受けている場合 次に掲げ

る建築物の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

ア １戸建ての住宅（人の居住

の用以外の用に供する部分

（以下この項において「非住

宅部分」という。）を有しな

いものに限る。以下この項に

おいて同じ。） ６，１００円

イ 共同住宅等（共同住宅、長

屋その他１戸建ての住宅以外

の住宅をいう。以下この項に

おいて同じ。） 住戸の総戸

数について、次に掲げる戸数

の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

� ２戸以上４戸以下 １１，９０

０円

� ５戸以上１５戸以下 ２４，９０

０円

１０１の１４ 建築

物のエネルギ

ー消費性能の

向上に関する

法律第４１条第

１項の規定に

基づく建築物

のエネルギー

消費性能に係

る認定の申請

に対する審査

建築物

エネル

ギー消

費性能

認定申

請手数

料

次に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 建築物のエネルギー消費性能

の向上に関する法律第２条第１

項第３号に規定する建築物エネ

ルギー消費性能基準の適合性に

関し、住宅の品質確保の促進等

に関する法律第５条第１項に規

定する登録住宅性能評価機関若

しくは建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律第１５条

第１項に規定する登録建築物エ

ネルギー消費性能判定機関の技

術的審査を受けている場合又は

同法第１２条第１項若しくは第１３

条第２項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能適合性判

定、同法第３５条第１項の規定に

基づく建築物エネルギー消費性

能向上計画の認定若しくは都市

の低炭素化の促進に関する法律

第５４条第１項の規定に基づく低

炭素建築物新築等計画の認定を

受けている場合（これらの建築

物エネルギー消費性能適合性判

定又は認定に係る建築物につい

て建築基準法第７条第５項、第

７条の２第５項又は第１８条第１８

項の規定により検査済証の交付

を受けている場合に限る。）若

しくは住宅の品質確保の促進等

に関する法律第６条第３項に規

定する建設住宅性能評価書の交

付を受けている場合 次に掲げ

る建築物の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

ア １戸建ての住宅（人の居住

の用以外の用に供する部分

（以下この項において「非住

宅部分」という。）を有しな

いものに限る。以下この項に

おいて同じ。） ５，５００円

イ 共同住宅等（共同住宅、長

屋その他１戸建ての住宅以外

の住宅をいう。以下この項に

おいて同じ。） 住戸の総戸

数について、次に掲げる戸数

の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

� ２戸以上４戸以下 １０，７０

０円

� ５戸以上１５戸以下 ２２，３０

０円
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� １６戸以上４５戸以下 ５５，３０

０円

� ４６戸以上 ９９，０００円

ウ 非住宅建築物（人の居住の

用に供する部分を有しない建

築物をいう。以下この項にお

いて同じ。） 床面積の合計

について、次に掲げる面積の

区分に応じ、それぞれ次に定

める金額

� ３００平方メートル未満 １

１，８００円

� ３００平 方 メ ー ト ル 以 上

２，０００平方メートル未満 ３

２，８００円

� ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満 ９

７，５００円

� ５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満 １

５４，２００円

� １０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満 １

９４，６００円

� ２５，０００平方メートル以上

２４３，２００円

エ 省略

� その他の場合 次に掲げる建

築物の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

ア １戸建ての住宅 次に掲げ

る審査の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

� 建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令第１

条第１項第２号イ��� 及び

ロ�に掲げる基準による審

査 床面積の合計につい

て、次に掲げる面積の区分

に応じ、それぞれ次に定め

る金額

ａ ２００平方メートル未満

４１，７００円

ｂ ２００平方メートル以上

４６，６００円

� 同号イ���及び�並びにロ

�及び�に掲げる基準によ

る審査 床面積の合計につ

いて、次に掲げる面積の区

分に応じ、それぞれ次に定

める金額

ａ ２００平方メートル未満

２１，５００円

� １６戸以上４５戸以下 ４９，５０

０円

� ４６戸以上 ８８，６００円

ウ 非住宅建築物（人の居住の

用に供する部分を有しない建

築物をいう。以下この項にお

いて同じ。） 床面積の合計

について、次に掲げる面積の

区分に応じ、それぞれ次に定

める金額

� ３００平方メートル未満 １

０，６００円

� ３００平 方 メ ー ト ル 以 上

２，０００平方メートル未満 ２

９，３００円

� ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満 ８

７，１００円

� ５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満 １

３７，７００円

� １０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満 １

７３，８００円

� ２５，０００平方メートル以上

２１７，１００円

エ 省略

� その他の場合 次に掲げる建

築物の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

ア １戸建ての住宅 次に掲げ

る審査の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

� 建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令第１

条第１項第２号イ��� 及び

ロ�に掲げる基準による審

査 床面積の合計につい

て、次に掲げる面積の区分

に応じ、それぞれ次に定め

る金額

ａ ２００平方メートル未満

３７，３００円

ｂ ２００平方メートル以上

４１，６００円

� 同号イ���及び�並びにロ

�及び�に掲げる基準によ

る審査 床面積の合計につ

いて、次に掲げる面積の区

分に応じ、それぞれ次に定

める金額

ａ ２００平方メートル未満

１９，２００円
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ｂ ２００平方メートル以上

２３，１００円

イ 共同住宅等 次に掲げる審

査の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

� 同号イ�及びロ�に掲げ

る基準による審査 住戸の

総戸数について、次に掲げ

る戸数の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額

ａ ２戸以上４戸以下 ８３，

９００円

ｂ ５戸以上１５戸以下 １３

９，８００円

ｃ １６戸以上４５戸以下 ２３

８，２００円

ｄ ４６戸以上 ３４１，７００円

� 同号イ���及び�並びにロ

�及び�に掲げる基準によ

る審査 住戸の総戸数につ

いて、次に掲げる戸数の区

分に応じ、それぞれ次に定

める金額

ａ ２戸以上４戸以下 ４０，

２００円

ｂ ５戸以上１５戸以下 ６９，

４００円

ｃ １６戸以上４５戸以下 １２

５，７００円

ｄ ４６戸以上 １９０，４００円

ウ 非住宅建築物 次に掲げる

審査の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

� 同項第１号イに掲げる基

準による審査 床面積の合

計について、次に掲げる面

積の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

ａ ３００平方メートル未満

２７５，６００円

ｂ ３００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満

４４５，５００円

ｃ ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

６３５，６００円

ｄ ５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満

７８２，９００円

ｅ １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満 ９２５，３００円

ｆ ２５，０００平方メートル以

ｂ ２００平方メートル以上

２０，７００円

イ 共同住宅等 次に掲げる審

査の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

� 同号イ�及びロ�に掲げ

る基準による審査 住戸の

総戸数について、次に掲げ

る戸数の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額

ａ ２戸以上４戸以下 ７５，

０００円

ｂ ５戸以上１５戸以下 １２

４，９００円

ｃ １６戸以上４５戸以下 ２１

２，７００円

ｄ ４６戸以上 ３０５，３００円

� 同号イ���及び�並びにロ

�及び�に掲げる基準によ

る審査 住戸の総戸数につ

いて、次に掲げる戸数の区

分に応じ、それぞれ次に定

める金額

ａ ２戸以上４戸以下 ３５，

９００円

ｂ ５戸以上１５戸以下 ６２，

１００円

ｃ １６戸以上４５戸以下 １１

２，３００円

ｄ ４６戸以上 １７０，２００円

ウ 非住宅建築物 次に掲げる

審査の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

� 同項第１号イに掲げる基

準による審査 床面積の合

計について、次に掲げる面

積の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

ａ ３００平方メートル未満

２４６，０００円

ｂ ３００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満

３９７，７００円

ｃ ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

５６７，５００円

ｄ ５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満

６９８，９００円

ｅ １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満 ８２６，１００円

ｆ ２５，０００平方メートル以
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上 １，０５５，６００円

� 同号ロに掲げる基準によ

る審査 床面積の合計につ

いて、次に掲げる面積の区

分に応じ、それぞれ次に定

める金額

ａ ３００平方メートル未満

１０５，６００円

ｂ ３００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満

１７６，８００円

ｃ ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

２８６，１００円

ｄ ５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満

３７３，５００円

ｅ １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満 ４４８，７００円

ｆ ２５，０００平方メートル以

上 ５２６，４００円

エ 省略

上 ９４２，４００円

� 同号ロに掲げる基準によ

る審査 床面積の合計につ

いて、次に掲げる面積の区

分に応じ、それぞれ次に定

める金額

ａ ３００平方メートル未満

９４，３００円

ｂ ３００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満

１５７，９００円

ｃ ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

２５５，４００円

ｄ ５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満

３３３，４００円

ｅ １０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満 ４００，６００円

ｆ ２５，０００平方メートル以

上 ４７０，０００円

エ 省略

１０１の１５・１０２

省略

１０１の１５・１０２

省略

備考 省略 備考 省略

６ その他の手数料 ６ その他の手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～６ 省略 １～６ 省略

７ 教育職員免

許法（昭和２４

年法 律 第１４７

号）第５条第

１項及び第１６

条の２第１項

の規定に基づ

く普通免許状

の授与

教育職

員の普

通免許

状の授

与手数

料

３，４００円 ７ 教育職員免

許法（昭和２４

年法 律 第１４７

号）第５条第

１項及び第１６

条の２第１項

の規定に基づ

く普通免許状

の授与

教育職

員の普

通免許

状の授

与手数

料

３，３００円

８ 教育職員免

許法第５条第

３項の規定に

基づく特別免

許状の授与

教育職

員の特

別免許

状の授

与手数

料

３，４００円 ８ 教育職員免

許法第５条第

３項の規定に

基づく特別免

許状の授与

教育職

員の特

別免許

状の授

与手数

料

３，３００円

９ 教育職員免

許法第５条第

６項の規定に

基づく臨時免

許状の授与

教育職

員の臨

時免許

状の授

与手数

料

１，９００円 ９ 教育職員免

許法第５条第

６項の規定に

基づく臨時免

許状の授与

教育職

員の臨

時免許

状の授

与手数

料

１，７００円
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９の２ 教育職

員免許法第５

条の２第３項

の規定に基づ

く免許状の新

教育領域の追

加

教育職

員の免

許状の

新教育

領域の

追加手

数料

� 普通免許状の新教育領域の追

加 ３，４００円

� 臨時免許状の新教育領域の追

加 １，９００円

９の２ 教育職

員免許法第５

条の２第３項

の規定に基づ

く免許状の新

教育領域の追

加

教育職

員の免

許状の

新教育

領域の

追加手

数料

� 普通免許状の新教育領域の追

加 ３，３００円

� 臨時免許状の新教育領域の追

加 １，７００円

９の３・９の４

省略

９の３・９の４

省略

１０ 教育職員免

許法第１５条の

規定に基づく

免許状の書換

え

教育職

員の免

許状の

書換え

手数料

１，１００円 １０ 教育職員免

許法第１５条の

規定に基づく

免許状の書換

え

教育職

員の免

許状の

書換え

手数料

８７０円

１１ 教育職員免

許法第１５条の

規定に基づく

免許状の再交

付

教育職

員の免

許状の

再交付

手数料

１，２００円 １１ 教育職員免

許法第１５条の

規定に基づく

免許状の再交

付

教育職

員の免

許状の

再交付

手数料

１，１００円

１２ 教育職員免

許法第６条第

１項の規定に

基づく教育職

員検定

教育職

員検定

手数料

１，９００円 １２ 教育職員免

許法第６条第

１項の規定に

基づく教育職

員検定

教育職

員検定

手数料

１，７００円

１２の２～１２の５

省略

１２の２～１２の５

省略

１３ 通訳案内士

法（昭和２４年

法 律 第 ２１０

号）第１８条の

規定に基づく

全国通訳案内

士の登録の申

請に対する審

査

全国通

訳案内

士登録

申請手

数料

５，２００円 １３ 通訳案内士

法（昭和２４年

法 律 第 ２１０

号）第１８条の

規定に基づく

全国通訳案内

士の登録の申

請に対する審

査

全国通

訳案内

士登録

申請手

数料

５，１００円

１４ 通訳案内士

法第２３条第２

項の規定に基

づく全国通訳

案内士登録証

の訂正

全国通

訳案内

士登録

証訂正

手数料

４，１００円 １４ 通訳案内士

法第２３条第２

項の規定に基

づく全国通訳

案内士登録証

の訂正

全国通

訳案内

士登録

証訂正

手数料

４，０００円

１５ 通訳案内士

法第２４条の規

定に基づく全

国通訳案内士

登録証の再交

付

全国通

訳案内

士登録

証再交

付手数

料

４，１００円 １５ 通訳案内士

法第２４条の規

定に基づく全

国通訳案内士

登録証の再交

付

全国通

訳案内

士登録

証再交

付手数

料

４，０００円

１６～２１ 省略 １６～２１ 省略

２２ 旅行業法施

行令（昭和４６

旅行業

登録申

２６，０００円 ２２ 旅行業法施

行令（昭和４６

旅行業

登録申

２４，０００円
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年政 令 第３３８

号）第５条第

１項の規定に

基づく旅行業

法（昭和２７年

法 律 第 ２３９

号）第３条に

規定する旅行

業の登録の申

請に対する審

査

請手数

料

年政 令 第３３８

号）第５条第

１項の規定に

基づく旅行業

法（昭和２７年

法 律 第 ２３９

号）第３条に

規定する旅行

業の登録の申

請に対する審

査

請手数

料

２３～４９の５ 省

略

２３～４９の５ 省

略

５０ 廃棄物の処

理及び清掃に

関する法律第

２０条の２第１

項の規定に基

づく廃棄物再

生事業者の登

録の申請に対

する審査

廃棄物

再生事

業者登

録申請

手数料

４０，３００円 ５０ 廃棄物の処

理及び清掃に

関する法律第

２０条の２第１

項の規定に基

づく廃棄物再

生事業者の登

録の申請に対

する審査

廃棄物

再生事

業者登

録申請

手数料

４０，０００円

５１～５３ 省略 ５１～５３ 省略

５４ フロン類の

使用の合理化

及び管理の適

正化に関する

法律第３０条第

１項の規定に

基づく第一種

フロン類充填

回収業者の登

録の更新の申

請に対する審

査

第一種

フロン

類充填

回収業

者登録

更新申

請手数

料

５，０００円 ５４ フロン類の

使用の合理化

及び管理の適

正化に関する

法律第３０条第

１項の規定に

基づく第一種

フロン類充填

回収業者の登

録の更新の申

請に対する審

査

第一種

フロン

類充填

回収業

者登録

更新申

請手数

料

４，０００円

５４の２～５４の９

省略

５４の２～５４の９

省略

５５ 使用済自動

車の再資源化

等に関する法

律（平成１４年

法律第８７号）

第４２条第１項

の規定に基づ

く引取業者の

登録の申請に

対する審査

引取業

者登録

申請手

数料

４，２００円 ５５ 使用済自動

車の再資源化

等に関する法

律（平成１４年

法律第８７号）

第４２条第１項

の規定に基づ

く引取業者の

登録の申請に

対する審査

引取業

者登録

申請手

数料

４，０００円

５６ 使用済自動

車の再資源化

等に関する法

律第４２条第２

引取業

者登録

更新申

請手数

３，１００円 ５６ 使用済自動

車の再資源化

等に関する法

律第４２条第２

引取業

者登録

更新申

請手数

３，０００円
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（家畜保健衛生所使用料及び手数料条例の一部改正）

第２条 家畜保健衛生所使用料及び手数料条例（昭和２５年愛媛県条例第４０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

項の規定に基

づく引取業者

の登録の更新

の申請に対す

る審査

料 項の規定に基

づく引取業者

の登録の更新

の申請に対す

る審査

料

５７ 使用済自動

車の再資源化

等に関する法

律第５３条第１

項の規定に基

づくフロン類

回収業者の登

録の申請に対

する審査

フロン

類回収

業者登

録申請

手数料

５，２００円 ５７ 使用済自動

車の再資源化

等に関する法

律第５３条第１

項の規定に基

づくフロン類

回収業者の登

録の申請に対

する審査

フロン

類回収

業者登

録申請

手数料

５，０００円

５８ 使用済自動

車の再資源化

等に関する法

律第５３条第２

項の規定に基

づくフロン類

回収業者の登

録の更新の申

請に対する審

査

フロン

類回収

業者登

録更新

申請手

数料

４，２００円 ５８ 使用済自動

車の再資源化

等に関する法

律第５３条第２

項の規定に基

づくフロン類

回収業者の登

録の更新の申

請に対する審

査

フロン

類回収

業者登

録更新

申請手

数料

４，０００円

５８の２～６６ 省

略

５８の２～６６ 省

略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

家畜保健衛生所手数料条例

第１条 家畜保健衛生所で行う業務について試験検査その他を申請

する者 に対しては、この

条例の定めるところにより、 手数料を徴収する。

家畜保健衛生所使用料及び手数料条例

第１条 家畜保健衛生所で行う業務について試験検査その他を申請

する者及び家畜保健衛生所の施設を利用する者に対しては、この

条例の定めるところにより、使用料及び手数料を徴収する。

第２条 第１条の規定による使用料は、次のとおりとする。

番 号 種 別 回数 料金 摘 要

１

２

３

４

５

診療室施設

顕微鏡

検査診断用器具

治療用器具

産科用

一般外科用

試験研究用器具

１

１

１

１

１

１

３０円

４０

３０

２０

２０

６０

保定わくそ

の他診療に

要する設備

の使用附属

品の使用を

含む。

第２条 前条 の規定による手数料の額は、農業保険法（昭和２２年

法律第１８５号）の規定による診療その他の行為によつて組合員が

２ 前項の使用料の外、特に費用を要するものは、その実費を徴収

する。

第３条 第１条の規定による手数料の額は、農業保険法（昭和２２年

法律第１８５号）の規定による診療その他の行為によつて組合員が
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（愛媛県立衛生環境研究所使用料条例の一部改正）

第３条 愛媛県立衛生環境研究所使用料条例（昭和２７年愛媛県条例第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県港湾管理条例の一部改正）

第４条 愛媛県港湾管理条例（昭和２８年愛媛県条例第４７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等によ

り算定した額を基準として知事が定める。

第３条 手数料は、その都度納付するものとし、いかな

る理由があつても還付しない。

第４条 知事が必要と認める者に対しては、 手数料を減

免することができる。

負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等によ

り算定した額を基準として知事が定める。

第４条 使用料及び手数料は、その都度納付するものとし、如何な

る理由があつても還付しない。

第５条 知事が必要と認める者に対しては、使用料及び手数料を減

免することができる。

改 正 後 改 正 前

（使用料の額）

第２条 愛媛県立衛生環境研究所管理条例（昭和２７年愛媛県条例第

９号。以下「管理条例」という。）第２条第１項及び第２項の規

定による試験等の依頼については、次の各号の範囲内で知事の定

める使用料を納めなければならない。ただし、急速に施行を必要

とするものはその３倍額、特別の費用を要するものはその実費と

する。

� 鉱泉の分析 １件につき ７２，４２０円

� その他試験、検査料 １件につき ４１，３４０円

� 省略

２ 省略

（使用料の額）

第２条 愛媛県立衛生環境研究所管理条例（昭和２７年愛媛県条例第

９号。以下「管理条例」という。）第２条第１項及び第２項の規

定による試験等の依頼については、次の各号の範囲内で知事の定

める使用料を納めなければならない。ただし、急速に施行を必要

とするものはその３倍額、特別の費用を要するものはその実費と

する。

� 鉱泉の分析 １件につき ６７，４４０円

� その他試験、検査料 １件につき ３７，２２０円

� 省略

２ 省略

改 正 後 改 正 前

別表第４（第１０条関係）

１ 係留施設占用料

別表第４（第１０条関係）

１ 係留施設占用料

占用目的 単 位
金 額

占用目的 単 位
金 額

重要港湾 地方港湾 重要港湾 地方港湾

荷役機械その他の

工作物の設置

１平方メートル

１年につき
８７２円 ４３５．９円

荷役機械その他の

工作物の設置

１平方メートル

１年につき
８６０．９円 ４３０．４円

電柱類

の設置

鉄塔 １平方メートル

１年につき

７９２．１円 ３９５円
電柱類

の設置

鉄塔 １平方メートル

１年につき

７８２円 ３９０円

その他 １本１年につき ５２７．７円 ２９６．８円 その他 １本１年につき ５２１円 ２９３円

管類の埋設置
１メートル１年

につき
１３０．６円 ５９．７円 管類の埋設置

１メートル１年

につき
１２９円 ５９円

２ 野積場占用料 ２ 野積場占用料

占用目的 単 位
金 額

占用目的 単 位
金 額

重要港湾 地方港湾 重要港湾 地方港湾

上屋、倉庫その他

の工作物の設置

１平方メートル

１年につき
５８１．４円 ２９０．６円

上屋、倉庫その他

の工作物の設置

１平方メートル

１年につき
５７４円 ２８６．９円

電柱類

の設置

鉄塔
１平方メートル

１年につき
２７４．５円 １７５．２円 電柱類

の設置

鉄塔
１平方メートル

１年につき
２７１円 １７３円

その他 １本１年につき １７５．２円 １２０．５円 その他 １本１年につき １７３円 １１９円

管類の埋設置
１メートル１年

につき
５４．７円 ３２．４円 管類の埋設置

１メートル１年

につき
５４円 ３２円
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３ その他の港湾施設占用料 ３ その他の港湾施設占用料

占用目的 単 位
金 額

占用目的 単 位
金 額

重要港湾 地方港湾 重要港湾 地方港湾

上屋、倉庫その他

の工作物の設置

１平方メートル

１年につき
１，０９０．２円 ６５４円

上屋、倉庫その他

の工作物の設置

１平方メートル

１年につき
１，０７６．３円 ６４５．７円

荷役機械の設置
１平方メートル

１年につき
１，２１１．６円 ７８７．２円 荷役機械の設置

１平方メートル

１年につき
１，１９６．１円 ７７７．１円

電柱類

の設置

鉄塔
１平方メートル

１年につき
２７４．５円 １７５．２円 電柱類

の設置

鉄塔
１平方メートル

１年につき
２７１円 １７３円

その他 １本１年につき １７５．２円 １２０．５円 その他 １本１年につき １７３円 １１９円

管類の埋設置
１メートル１年

につき
５４．７円 ３２．４円 管類の埋設置

１メートル１年

につき
５４円 ３２円

貯炭場
１平方メートル

１年につき
５４５円 ３８７．４円 貯炭場

１平方メートル

１年につき
５３８．１円 ３８２．５円

貯木場

陸地
１平方メートル

１年につき
５４５円 ３８７．４円

貯木場

陸地
１平方メートル

１年につき
５３８．１円 ３８２．５円

海面
１平方メートル

１年につき
２７８．５円 ２２３．９円 海面

１平方メートル

１年につき
２７５円 ２２１．１円

注 省略

別表第５（第１０条関係）

１ 係留施設使用料

注 省略

別表第５（第１０条関係）

１ 係留施設使用料

種 別 区 分 単 位
金 額

種 別 区 分 単 位
金 額

重要港湾 地方港湾 重要港湾 地方港湾

省略 省略

プレジャ

ーボート

係留施設

使用料

１隻１月に

つき
３，３７３．５円 ３，３７３．５円

プレジャ

ーボート

係留施設

使用料

１隻１月に

つき
３，３３０．３円 ３，３３０．３円

省略 省略

２ その他の港湾施設使用料 ２ その他の港湾施設使用料

港湾施設 区 分 単 位
金 額

港湾施設 区 分 単 位
金 額

重要港湾 地方港湾 重要港湾 地方港湾

省略 省略

上 屋

旅 客 上 屋

（ 専 用 利 用

の 場 合 に 限

る 。 ）

１平方メー

トル１月に

つき（月ぎ

めに限る。）

４０５．３円

上 屋

旅 客 上 屋

（ 専 用 利 用

の 場 合 に 限

る 。 ）

１平方メー

トル１月に

つき（月ぎ

めに限る。）

４００．１円

１平方メー

トル１日に

つき

３４．７円

１平方メー

トル１日に

つき

３４．３円

荷 さ ば き 上

屋

１平方メー

トル１日に

つき

１３．４円
荷 さ ば き 上

屋

１平方メー

トル１日に

つき

１３．３円

省略 省略

軌道走行

式荷役機

械

ガ ン ト リ ー

ク レ ー ン

３０分までご

とにつき

� 松山港

２８，３４

９．７円

� 省略

軌道走行

式荷役機

械

ガ ン ト リ ー

ク レ ー ン

３０分までご

とにつき

� 松山港

２７，９８

５．９円

� 省略
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移動式荷

役機械

ホ イ ー ル ク

レ ー ン

３０分までご

とにつき
１１，２４５．２円

移動式荷

役機械

ホ イ ー ル ク

レ ー ン

３０分までご

とにつき
１１，１００．９円

ト ラ ン ス フ

ァ ー ク レ ー

ン

１時間まで

ごとにつき
１０，７５２．９円

ト ラ ン ス フ

ァ ー ク レ ー

ン

１時間まで

ごとにつき
１０，６１５円

コ ン テ ナ 用

リ フ ト （ 最

大 荷 重 が１０

ト ン を 超 え

る も の ）

１時間まで

ごとにつき
８，４３４．２円

コ ン テ ナ 用

リ フ ト （ 最

大 荷 重 が１０

ト ン を 超 え

る も の ）

１時間まで

ごとにつき
８，３２６円

コ ン テ ナ 用

リ フ ト （ 最

大 荷 重 が１０

ト ン 以 下 の

も の ）

１時間まで

ごとにつき
４，５２２．６円

コ ン テ ナ 用

リ フ ト （ 最

大 荷 重 が１０

ト ン 以 下 の

も の ）

１時間まで

ごとにつき
４，４６４．６円

照明設備

コ ン テ ナ ヤ

ー ド 内 照 明

塔

１基１時間

までごとに

つき

３３６．３円 照明設備

コ ン テ ナ ヤ

ー ド 内 照 明

塔

１基１時間

までごとに

つき

３３２円

電源設備

冷 凍 コ ン テ

ナ 用 電 源 設

備

１キロワッ

ト時までご

とにつき

４２．４円 電源設備

冷 凍 コ ン テ

ナ 用 電 源 設

備

１キロワッ

ト時までご

とにつき

４１．９円

船舶給水

施設

１回１立方

メートルま

でごとにつ

き

６１６．６円
船舶給水

施設

１回１立方

メートルま

でごとにつ

き

６０８．７円

管 理 棟

１平方メー

トル１月に

つき（月ぎ

めに限る。）

２，３４９．６円 管 理 棟

１平方メー

トル１月に

つき（月ぎ

めに限る。）

２，３１９．５円

駐 車 場

専

用

利

用

以

外

の

場

合

省略

駐 車 場

専

用

利

用

以

外

の

場

合

省略

駐車時間

が１２時間

を超え２４

時間以内

の場合

１台１回に

つき
１，１００円

駐車時間

が１２時間

を超え２４

時間以内

の場合

１台１回に

つき
１，０９０円

省略 省略

専 用 利 用 の

場 合

１台１月に

つき（月ぎ

めに限る。）

５，５１２．７円
専 用 利 用 の

場 合

１台１月に

つき（月ぎ

めに限る。）

５，４４２円

注 省略

別表第６（第１０条関係）

注 省略

別表第６（第１０条関係）

施 設 単 位 金 額 施 設 単 位 金 額

省略 省略

鉄筋コンクリート貨物上屋
１平方メートル

１日につき
９．５円 鉄筋コンクリート貨物上屋

１平方メートル

１日につき
９．４円

松山港今出地区水面貯木場
１平方メートル

１月につき
１７円 松山港今出地区水面貯木場

１平方メートル

１月につき
１６．８円
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（愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例の一部改正）

第５条 愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例（昭和３０年愛媛県条例第２６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県家畜種付等手数料条例の一部改正）

第６条 愛媛県家畜種付等手数料条例（昭和３３年愛媛県条例第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

注 省略 注 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係）

使用料

別表（第３条関係）

使用料

区 分 種 別 単 位 金 額 区 分 種 別 単 位 金 額

技術開発関係

食品産業関係

窯業関係

省略

紙産業関係

機械金属用機器

電子用機器

省略

食品加工用機器

焼成窯及び炉

窯業用機器

省略

製紙用機器

紙加工用機器

省略

１時間

１時間

１時間

１回

１時間

１時間

１時間

２，８６０円

２，６４０

省略

１３，０９０

１，８７０

１３，５３０

８，６９０

技術開発関係

食品産業関係

窯業関係

省略

紙産業関係

機械金属用機器

電子用機器

省略

食品加工用機器

焼成窯及び炉

窯業用機器

省略

製紙用機器

紙加工用機器

省略

１時間

１時間

１時間又は

１回

１回

１時間又は

１回

１時間

１時間

２，７５０円

１，１００

省略

９，５７０

１，６５０

１２，７６０

８，４７０

手数料 手数料

区 分 種 別 単 位 金 額 区 分 種 別 単 位 金 額

技術開発関係

省略

窯業関係

省略

紙産業関係

省略

省略

図案調製等

試験

はい土、ゆう薬顔料

等調整及び加工

省略

試験

１件

１件

１件

１件

３４，２１０

３２，６７０

３１，９００

１５，１８０

技術開発関係

省略

窯業関係

省略

紙産業関係

省略

省略

図案調製等

試験

はい土、ゆう薬顔料

等調整及び加工

省略

試験

１件

１件

１件

１件

３４，１００

３１，９００

３０，０３０

１２，１００

改 正 後 改 正 前

（定義）

第２条 省略

２ 省略

３ この条例において「種付等」とは、精液の配布及び注入

並びに受精卵移植をいう。

（手数料の額）

第３条 手数料は、次に掲げる金額を超えない範囲内において知事

が定める額とする。

（定義）

第２条 省略

２ 省略

３ この条例において「種付等」とは、精液の配布及び注入、自然

交配並びに受精卵移植をいう。

（手数料の額）

第３条 手数料は、次に掲げる金額を超えない範囲内において知事

が定める額とする。
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（愛媛県立都市公園条例の一部改正）

第７条 愛媛県立都市公園条例（昭和３４年愛媛県条例第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

畜種 精 液 料 注 入 料 受精卵移植料 畜種 精 液 料 注 入 料

自然

交配

料

受精卵移植料

乳牛
１回に

つき

１，６７０

円

１回に

つき

１０，２２

０円
乳牛

１回に

つき

１，５５０

円

１回に

つき

９，５９０

円

和牛
１回に

つき

１，６７０

円

１回に

つき

１０，２２

０円
和牛

１回に

つき

１，５５０

円

１回に

つき

９，５９０

円

馬
１回に

つき

１，６７０

円
馬

１回に

つき

１，５５０

円

豚
１回に

つき

１，０６０

円

１回に

つき

１，６７０

円
豚

１回に

つき

１，０６０

円

１回に

つき

１，５５０

円

１，３２

０円

めん羊
１回に

つき

１，６７０

円
めん羊

１回に

つき

１，５５０

円

山羊
１回に

つき

１，６７０

円
山羊

１回に

つき

１，５５０

円

第５条 省略

第６条 省略

（自然交配料を徴収しない場合）

第５条 自然交配により受胎しないため、当該自然交配後９０日以内

に再び自然交配をした場合における自然交配料は、徴収しない。

第６条 省略

第７条 省略

改 正 後 改 正 前

（利用料金の額）

第１５条の１１ 省略

２ 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる管理公園の附属設

備の利用料金の額は、当該各号に定める額とする。

�～� 省略

� シャワー、コインロッカーその他の附属設備 １回につき

５，４９０円の範囲内で指定管理者が定める額

３・４ 省略

別表１（第７条、第１５条の５、第１５条の７、第１５条の８、第１５条の

１１関係）

有料公園施設の利用料金

（利用料金の額）

第１５条の１１ 省略

２ 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる管理公園の附属設

備の利用料金の額は、当該各号に定める額とする。

�～� 省略

� シャワー、コインロッカーその他の附属設備 １回につき

５，４２０円の範囲内で指定管理者が定める額

３・４ 省略

別表１（第７条、第１５条の５、第１５条の７、第１５条の８、第１５条の

１１関係）

有料公園施設の利用料金

都市公園名 種 類 単 位 金 額 都市公園名 種 類 単 位 金 額

道後公園 球戯場 省略 道後公園 球戯場 省略

終日 １，６５０円 終日 １，６３０円

省略 省略

総合運動公園 陸上競技場 １日につき ４１，５９０円 総合運動公園 陸上競技場 １日につき ４１，０６０円

補助競技場 １日につき １５，２２０円 補助競技場 １日につき １５，０３０円

体育館 １日につき ４４，０１０円 体育館 １日につき ４３，４５０円

補助体育館 １日につき １３，０８０円 補助体育館 １日につき １２，９２０円

屋根なしテニ

スコート

１面１日につき ６，１８０円 屋根なしテニ

スコート

１面１日につき ６，１１０円

屋根付きテニ

スコート

１面１日につき １２，３７０円 屋根付きテニ

スコート

１面１日につき １２，２２０円

球技場 １日につき １０，５８０円 球技場 １日につき １０，４５０円

愛 媛 県 報令和３年３月２６日 第１９２号外１
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（愛媛県農林水産研究所使用料条例の一部改正）

第８条 愛媛県農林水産研究所使用料条例（昭和３８年愛媛県条例第３７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県飼料検定条例の一部改正）

第９条 愛媛県飼料検定条例（昭和５２年愛媛県条例第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係）

１ 分析等に係る使用料

別表（第２条関係）

１ 分析等に係る使用料

区 分 種 別 単 位 金 額 区 分 種 別 単 位 金 額

農業関係 土壌の定量分析 １件につき ４，８００円 農業関係 土壌の定量分析 １件につき ４，５００円

肥料の定量分析 １件につき ５，９００円 肥料の定量分析 １件につき ５，６００円

林業関係 木材の材質試験 １件につき ８，０００円 林業関係 木材の材質試験 １件につき ７，４００円

木材の強度試験 １件につき ２３，９００円 木材の強度試験 １件につき ２１，７００円

木材の実大強度試験 １件につき １１，７００円

省略 省略

水産関係 養殖水産動植物の伝染

性疾病検査

１件につき ８４，０００円 水産関係 養殖水産動植物の伝染

性疾病検査

１件につき ８３，０００円

２ 省略 ２ 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第４条関係）

飼料検定手数料

別表（第４条関係）

飼料検定手数料

多目的広場 １日につき ３，９９０円 多目的広場 １日につき ３，９４０円

自由広場 １日につき ４，０００円 自由広場 １日につき ３，９５０円

相撲場 １日につき ５，９９０円 相撲場 １日につき ５，９２０円

弓道場 １日につき １５，６３０円 弓道場 １日につき １５，４３０円

省略 省略

駐車場 １台１回につき １，２４０円 駐車場 １台１回につき １，２３０円

第１号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

省略 第１号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

省略

イベント広場 １日につき ４，０００円 イベント広場 １日につき ３，９５０円

オートキャン

プ場

１区画１回につき １０，３８０円 オートキャン

プ場

１区画１回につき １０，２５０円

第３号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

野球場 １日につき １５，６３０円 第３号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

野球場 １日につき １５，４３０円

テニスコート １面１日につき ２，４６０円 テニスコート １面１日につき ２，４３０円

多目的広場 １日につき ８，０４０円 多目的広場 １日につき ７，９４０円

屋内運動場 １日につき ７，５１０円 屋内運動場 １日につき ７，４２０円

球技広場 １日につき ８，０４０円 球技広場 １日につき ７，９４０円

省略 省略

第４号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

ゴーカート場 省略 第４号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

ゴーカート場 省略

入場料

１人１回につき

６，５８０円 入場料

１人１回につき

６，５００円

テニスコート １面１日につき ２，４６０円 テニスコート １面１日につき ２，４３０円

省略 省略

注 省略 注 省略

愛 媛 県 報令和３年３月２６日 第１９２号外１
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（愛媛県美術館使用料条例の一部改正）

第１０条 愛媛県美術館使用料条例（平成１０年愛媛県条例第２６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県海岸占用料等徴収条例の一部改正）

第１１条 愛媛県海岸占用料等徴収条例（平成１２年愛媛県条例第２８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県警察関係事務手数料条例の一部改正）

第１２条 愛媛県警察関係事務手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条、第５条関係） 別表（第２条、第５条関係）

種 別 単 位 金 額 種 別 単 位 金 額

省略 省略

特別利用料 １点１回につき ５，５００円 特別利用料 １点１回につき ５，２３０円

改 正 後 改 正 前

別表第２（第２条関係）

土 石 採 取 料

別表第２（第２条関係）

土 石 採 取 料

種 目 単 位 金 額 摘 要 種 目 単 位 金 額 摘 要

省略 省略

砂・砂利 １立方メートル ６９円 砂・砂利 １立方メートル ６８円

栗石・玉石 １立方メートル １１８円 省略 栗石・玉石 １立方メートル １１７円 省略

転

石

こう長３０センチメー

トル以上６０センチメ

ートル未満のもの

１立方メートル １，７５５円
転

石

こう長３０センチメー

トル以上６０センチメ

ートル未満のもの

１立方メートル １，７２９円

こう長６０センチメー

トル以上のもの
１立方メートル ３，５１１円

こう長６０センチメー

トル以上のもの
１立方メートル ３，４５９円

省略 省略

備考 省略 備考 省略

品 目 手数料の額 品 目 手数料の額

配合飼料で飼料の安全性の確保及び

品質の改善に関する法律施行令（昭

和５１年政令第１９８号。以下「政令」と

いう。）第１条第１号又は第２号に

掲げる動物に使用されるもの

１件につき ５３，８００円

配合飼料で飼料の安全性の確保及び

品質の改善に関する法律施行令（昭

和５１年政令第１９８号。以下「政令」と

いう。）第１条第１号又は第２号に

掲げる動物に使用されるもの

１件につき ４９，６００円

配合飼料で政令第１条第４号に掲げ

る動物に使用されるもの
１件につき ３５，１００円

配合飼料で政令第１条第４号に掲げ

る動物に使用されるもの
１件につき ３２，４００円

とうもろこしと魚粉とを混合した飼

料
１件につき １８，０００円

とうもろこしと魚粉とを混合した飼

料
１件につき １６，５００円

フイツシユソリユブルをふすま、米

ぬか等に吸着させた飼料
１件につき ４１，８００円

フイツシユソリユブルをふすま、米

ぬか等に吸着させた飼料
１件につき ３８，７００円

魚粉 １件につき ２６，６００円 魚粉 １件につき ２４，５００円

フエザーミール １件につき ３２，４００円 フエザーミール １件につき ２９，８００円

備考 省略 備考 省略

愛 媛 県 報令和３年３月２６日 第１９２号外１
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（えひめこどもの城管理条例の一部改正）

第１３条 えひめこどもの城管理条例（平成１７年愛媛県条例第２７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条、第３条、第６条、第７条関係） 別表（第２条、第３条、第６条、第７条関係）

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～２７ 省略 １～２７ 省略

２８ 道路交通法第７８条第５項の規

定に基づく道路使用許可証の再

交付

道路使用許可

証再交付手数

料

５００円 ２８ 道路交通法第７８条第５項の規

定に基づく道路使用許可証の再

交付

道路使用許可

証再交付手数

料

２００円

２９～４２ 省略 ２９～４２ 省略

４３ 自動車の保管場所の確保等に

関する法律（昭和３７年法律第１４５

号）第４条第１項の規定に基づ

く自動車の保管場所の確保の証

明の申請に対する審査

保管場所証明

手数料

２，２００円 ４３ 自動車の保管場所の確保等に

関する法律（昭和３７年法律第１４５

号）第４条第１項の規定に基づ

く自動車の保管場所の確保の証

明の申請に対する審査

保管場所証明

手数料

２，１００円

４４ 自動車の保管場所の確保等に

関する法律第６条第１項（同法

第７条第２項（同法第１３条第４

項及び附則第８項において準用

する場合を含む。）、第１３条第

４項及び附則第８項において準

用する場合を含む。）の規定に

基づく保管場所標章の交付

保管場所標章

交付手数料

５５０円 ４４ 自動車の保管場所の確保等に

関する法律第６条第１項（同法

第７条第２項（同法第１３条第４

項及び附則第８項において準用

する場合を含む。）、第１３条第

４項及び附則第８項において準

用する場合を含む。）の規定に

基づく保管場所標章の交付

保管場所標章

交付手数料

５００円

４５ 自動車の保管場所の確保等に

関する法律第６条第３項（同法

第７条第２項（同法第１３条第４

項及び附則第８項において準用

する場合を含む。）、第１３条第

４項及び附則第８項において準

用する場合を含む。）の規定に

基づく保管場所標章の再交付

保管場所標章

再交付手数料

５５０円 ４５ 自動車の保管場所の確保等に

関する法律第６条第３項（同法

第７条第２項（同法第１３条第４

項及び附則第８項において準用

する場合を含む。）、第１３条第

４項及び附則第８項において準

用する場合を含む。）の規定に

基づく保管場所標章の再交付

保管場所標章

再交付手数料

５００円

４６～６４ 省略 ４６～６４ 省略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

別表第１（第６条、第９条、第１３条関係） 別表第１（第６条、第９条、第１３条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

多目的ホール １時間につき ６，２６０円 多目的ホール １時間につき ６，１８０円

省略 省略

研修室 １時間につき ２，３８０円 研修室 １時間につき ２，３５０円

野外ステージ １時間につき ３，１５０円 野外ステージ １時間につき ３，１１０円

別表第２（第６条、第９条、第１３条、第１４条関係） 別表第２（第６条、第９条、第１３条、第１４条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

省略 省略

ロードトレイン １人１回につき ３００円

省略 省略

愛 媛 県 報令和３年３月２６日 第１９２号外１
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（愛媛県男女共同参画センター管理条例の一部改正）

第１４条 愛媛県男女共同参画センター管理条例（平成１７年愛媛県条例第４９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛国際貿易センター管理条例の一部改正）

第１５条 愛媛国際貿易センター管理条例（平成１７年愛媛県条例第５９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（テクノプラザ愛媛管理条例の一部改正）

第１６条 テクノプラザ愛媛管理条例（平成１７年愛媛県条例第６１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

路線バス運転体験型遊具 １人１回につき ３００円

省略 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第４条、第６条、第９条、第１０条、第１３条関係） 別表（第４条、第６条、第９条、第１０条、第１３条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

多目的ホール １時間につき ６，５６０円 多目的ホール １時間につき ６，４８０円

研修室 １時間につき ２，７６０円 研修室 １時間につき ２，７３０円

視聴覚室 １時間につき １，４７０円 視聴覚室 １時間につき １，４６０円

円卓会議室 １時間につき １，１８０円 円卓会議室 １時間につき １，１７０円

第１会議室 １時間につき １，３４０円 第１会議室 １時間につき １，３３０円

第２会議室 １時間につき ８２０円 第２会議室 １時間につき ８１０円

ワーキングルーム １時間につき １，３４０円 ワーキングルーム １時間につき １，３３０円

レクリエーション室 １時間につき ２，３９０円 レクリエーション室 １時間につき ２，３６０円

和室 １時間につき １，６６０円 和室 １時間につき １，６４０円

省略 省略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

別表第１（第７条、第８条、第１１条関係） 別表第１（第７条、第８条、第１１条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

省略 省略

会議室 １室１日につき ９０，０００円 会議室 １室１日につき ８８，４１０円

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

（利用時間）

第４条 省略

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる施設等の利用時間

は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

� 別表第１に掲げる施設並びに指定管理者が定める附属設備及

び備品 午前９時から午後９時まで

� 省略

３ 省略

（自由利用）

第６条 プラザは、別表第１及び別表第２に掲げる施設、指定管理

者が定める附属設備及び備品並びに管理運営上支障がある施設等

（利用時間）

第４条 省略

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる施設 の利用時間

は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

� 別表第１に掲げる施設

午前９時から午後９時まで

� 省略

３ 省略

（自由利用）

第６条 プラザは、別表第１及び別表第２に掲げる施設

並びに管理運営上支障がある施設等
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（愛媛県県民文化会館管理条例の一部改正）

第１７条 愛媛県県民文化会館管理条例（平成１７年愛媛県条例第７１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

を除き、自由な利用に供する。

（利用の許可）

第８条 次 に掲げる施設等を利用しようとする

者は、指定管理者の定めるところにより、指定管理者の許可を受

けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とす

る。

� 別表第１及び別表第２に掲げる施設

� 指定管理者が定める附属設備及び備品

２ 省略

（許可の基準）

第９条 指定管理者は、前条第１項各号 に掲げる施設等を利

用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、同項 の許可をしないものとする。プラザの管理運営上

やむを得ない理由があるときも、同様とする。

�・� 省略

（利用料金の額）

第１２条 省略

２ 前項に定めるもののほか、指定管理者が定める附属設備及び備

品の利用料金の額は、実費を勘案して指定管理者が定める額とす

る。

３ 省略

４ 省略

別表第１（第４条、第６条、第８条 、第１２条関係）

を除き、自由な利用に供する。

（利用の許可）

第８条 別表第１及び別表第２に掲げる施設 を利用しようとする

者は、指定管理者の定めるところにより、指定管理者の許可を受

けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とす

る。

２ 省略

（許可の基準）

第９条 指定管理者は、別表第１及び別表第２に掲げる施設 を利

用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、前条第１項の許可をしないものとする。プラザの管理運営上

やむを得ない理由があるときも、同様とする。

�・� 省略

（利用料金の額）

第１２条 省略

２ 省略

３ 省略

別表第１（第４条、第６条、第８条、第９条、第１２条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

テクノホール １時間につき ７，０３０円 テクノホール １時間につき ６，９１０円

研修室 １室１時間につき ２，８００円 研修室 １室１時間につき ２，７６０円

会議室 １室１時間につき １，９５０円 会議室 １室１時間につき １，９３０円

コワーキングス

ペース
１月につき ５，５００円

ポスト １個１月につき ３，３００円

ロッカー １個１月につき １，１００円

備考１ 利用時間に１時間未満の端数があるときはその 端数

を１時間とし、利用期間に１月未満の端数があるときは

その端数を１月として計算する。

２ 利用時間が１時間未満のときは１時間とし、利用期間

が１月未満のときは１月として計算する。

別表第２（第４条―第６条、第８条 、第１２条関係）

備考１ 利用時間に１時間未満の端数があるときは、その端数

を１時間

として計算する。

２ 利用時間が１時間未満のときは、１時間

として計算する。

別表第２（第４条―第６条、第８条、第９条、第１２条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

省略 省略

創業準備室 １区画１月につき ５，２４０円

省略 省略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第８条、第１２条関係） 別表（第８条、第１２条関係）

愛 媛 県 報令和３年３月２６日 第１９２号外１

７５



（愛媛県武道館管理条例の一部改正）

第１８条 愛媛県武道館管理条例（平成１７年愛媛県条例第７２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

メインホール １日につき ６３０，２４０円 メインホール １日につき ６０７，１７０円

サブホール １日につき ２７６，７５０円 サブホール １日につき ２６６，６２０円

多目的ホール １日につき ９４５，３７０円 多目的ホール １日につき ９１０，７７０円

リハーサル室 １室１日につき ２０，２９０円 リハーサル室 １室１日につき １９，５５０円

楽屋 １室１日につき ２，６００円 楽屋 １室１日につき ２，５１０円

会議室 １室１日につき １９６，３５０円 会議室 １室１日につき １８９，１７０円

備考 第４条の開館時間以外の時間に利用する場合の利用料金

の額は、１時間（利用時間に１時間未満の端数があると

き、又は利用時間が１時間に満たないときは、１時間とす

る。）につき、次の表に定める額の範囲内の額を加算した

額とする。

備考 第４条の開館時間以外の時間に利用する場合の利用料金

の額は、１時間（利用時間に１時間未満の端数があると

き、又は利用時間が１時間に満たないときは、１時間とす

る。）につき、次の表に定める額の範囲内の額を加算した

額とする。

区 分 金 額 区 分 金 額

メインホール ９２，６４０円 メインホール ８９，２５０円

サブホール ４０，６６０円 サブホール ３９，１８０円

多目的ホール １１３，４２０円 多目的ホール １０９，２７０円

リハーサル室 ２，９６０円 リハーサル室 ２，８６０円

楽屋 ３６０円 楽屋 ３５０円

会議室 ２８，２５０円 会議室 ２７，２２０円

改 正 後 改 正 前

別表（第８条、第１２条関係） 別表（第８条、第１２条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

主道場 １日につき ９７４，３５０円 主道場 １日につき ９３６，８８０円

柔道場 １日につき ７０，５９０円 柔道場 １日につき ６７，８８０円

剣道場 １日につき ７０，５９０円 剣道場 １日につき ６７，８８０円

副道場 １日につき ３８，４４０円 副道場 １日につき ３６，９７０円

省略 省略

トレーニング施設 １人１回につき １，５６０円 トレーニング施設 １人１回につき ３，１３０円

備考１・２ 省略

３ 第４条の開館時間以外の時間に利用する場合の利用料

金の額は、１時間（利用時間に１時間未満の端数がある

とき、又は利用時間が１時間に満たないときは、１時間

とする。）につき、次の表に定める額の範囲内の額を加

算した額とする。

備考１・２ 省略

３ 第４条の開館時間以外の時間に利用する場合の利用料

金の額は、１時間（利用時間に１時間未満の端数がある

とき、又は利用時間が１時間に満たないときは、１時間

とする。）につき、次の表に定める額の範囲内の額を加

算した額とする。

区 分 金 額 区 分 金 額

主道場 ９１，６２０円 主道場 ８８，１００円

柔道場 ７，０６０円 柔道場 ６，７９０円

剣道場 ７，０６０円 剣道場 ６，７９０円

副道場 ４，１９０円 副道場 ４，０３０円
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（愛媛県生涯学習センター管理条例の一部改正）

第１９条 愛媛県生涯学習センター管理条例（平成２０年愛媛県条例第２５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県総合科学博物館管理条例の一部改正）

第２０条 愛媛県総合科学博物館管理条例（平成２０年愛媛県条例第２６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県歴史文化博物館管理条例の一部改正）

第２１条 愛媛県歴史文化博物館管理条例（平成２０年愛媛県条例第２７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（特別利用料の額）

第１７条 特別利用料の額は、センター資料１点の特別利用１回につ

き、５，５００円の範囲内で知事が定める額とする。

（特別利用料の額）

第１７条 特別利用料の額は、センター資料１点の特別利用１回につ

き、５，２３０円の範囲内で知事が定める額とする。

改 正 後 改 正 前

（特別利用料の額）

第１７条 特別利用料の額は、博物館資料１点の特別利用１回につ

き、５，５００円の範囲内で知事が定める額とする。

別表第２（第１２条、第１３条関係）

１ 展示室観覧料

（特別利用料の額）

第１７条 特別利用料の額は、博物館資料１点の特別利用１回につ

き、５，２３０円の範囲内で知事が定める額とする。

別表第２（第１２条、第１３条関係）

１ 展示室観覧料

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

１５歳以上の者（中学校、義務教

育学校の後期課程、中等教育学

校の前期課程及び特別支援学校

の中学部の生徒を除く。）

１人１回につき ８００円 １５歳以上の者（中学校、義務教

育学校の後期課程、中等教育学

校の前期課程及び特別支援学校

の中学部の生徒を除く。）

１人１回につき ７８０円

２ プラネタリウム観覧料 ２ プラネタリウム観覧料

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

１５歳以上の者（中学校、義務教

育学校の後期課程、中等教育学

校の前期課程及び特別支援学校

の中学部の生徒を除く。）

１人１回につき ８００円 １５歳以上の者（中学校、義務教

育学校の後期課程、中等教育学

校の前期課程及び特別支援学校

の中学部の生徒を除く。）

１人１回につき ７８０円

小学校、中学校、義務教育学

校、中等教育学校の前期課程又

は特別支援学校の小学部若しく

は中学部の児童又は生徒

１人１回につき ５３０円 小学校、中学校、義務教育学

校、中等教育学校の前期課程又

は特別支援学校の小学部若しく

は中学部の児童又は生徒

１人１回につき ５２０円

改 正 後 改 正 前

（特別利用料の額）

第１７条 特別利用料の額は、博物館資料１点の特別利用１回につ

き、５，５００円の範囲内で知事が定める額とする。

別表第２（第１２条、第１３条関係）

展示室観覧料

（特別利用料の額）

第１７条 特別利用料の額は、博物館資料１点の特別利用１回につ

き、５，２３０円の範囲内で知事が定める額とする。

別表第２（第１２条、第１３条関係）

展示室観覧料

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

１５歳以上の者（中学校、義務教

育学校の後期課程、中等教育学

校の前期課程及び特別支援学校

の中学部の生徒を除く。）

１人１回につき ８００円 １５歳以上の者（中学校、義務教

育学校の後期課程、中等教育学

校の前期課程及び特別支援学校

の中学部の生徒を除く。）

１人１回につき ７８０円
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（萬翠荘管理条例の一部改正）

第２２条 萬翠荘管理条例（平成２０年愛媛県条例第３４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第４条及び附則第６項の規定は、同年５月１日から施行する。

（経過措置）

２ 第５条の規定による改正後の愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後に徴収する使用料及び手数料について適用し、施行日前に徴収した使用料及び手数料については、なお従前の例による。

３ 第３条の規定による改正後の愛媛県立衛生環境研究所使用料条例第２条第１項第１号及び第２号の規定、第８条の規定による改正後の

愛媛県農林水産研究所使用料条例別表の規定、第１０条の規定による改正後の愛媛県美術館使用料条例別表の規定並びに第１１条の規定によ

る改正後の愛媛県海岸占用料等徴収条例別表第２の規定は、施行日以後の試験、検査、鑑定、調査、研究、分析又は使用（以下「試験

等」という。）に係る使用料及び施行日以後の採取に係る土石採取料で施行日以後にその全額又は未徴収額について徴収するものについ

て適用し、施行日前の試験等に係る使用料及び施行日前の採取に係る土石採取料並びに施行日以後の試験等に係る使用料及び施行日以後

の採取に係る土石採取料で施行日前にその全額について徴収したものについては、なお従前の例による。

４ 第１９条の規定による改正後の愛媛県生涯学習センター管理条例第１７条の規定、第２０条の規定による改正後の愛媛県総合科学博物館管理

条例第１７条の規定及び第２１条の規定による改正後の愛媛県歴史文化博物館管理条例第１７条の規定は、施行日以後の愛媛県生涯学習センタ

ー管理条例第１５条第１項、愛媛県総合科学博物館管理条例第１５条第１項又は愛媛県歴史文化博物館管理条例第１５条第１項に規定する特別

利用（以下「特別利用」という。）に係る使用料で施行日以後に徴収するものについて適用し、施行日前の特別利用に係る使用料及び施

行日以後の特別利用に係る使用料で施行日前に徴収したものについては、なお従前の例による。

５ 第７条の規定による改正後の愛媛県立都市公園条例第１５条の１１第２項第５号及び別表１の規定、第１３条の規定による改正後のえひめこ

どもの城管理条例別表第１の規定、第１４条の規定による改正後の愛媛県男女共同参画センター管理条例別表の規定、第１５条の規定による

改正後の愛媛国際貿易センター管理条例別表第１の規定、第１６条の規定による改正後のテクノプラザ愛媛管理条例別表第１の規定、第１７

条の規定による改正後の愛媛県県民文化会館管理条例別表の規定、第１８条の規定による改正後の愛媛県武道館管理条例別表の規定、第２０

条の規定による改正後の愛媛県総合科学博物館管理条例別表第２の規定、第２１条の規定による改正後の愛媛県歴史文化博物館管理条例別

表第２の規定並びに第２２条の規定による改正後の萬翠荘管理条例別表の規定は、施行日以後の利用に係る料金で施行日以後に指定管理者

がその全額又は未収受額について収受するものについて適用し、施行日前の利用に係る料金及び施行日以後の利用に係る料金で施行日前

に指定管理者がその全額について収受したものについては、なお従前の例による。

６ 第４条の規定による改正後の愛媛県港湾管理条例別表第４から別表第６までの規定は、令和３年５月１日以後の占用又は使用に係る占

用料又は使用料で同日以後に徴収するものについて適用し、同日前の占用又は使用に係る占用料又は使用料及び同日以後の占用又は使用

に係る占用料又は使用料で同日前に徴収したものについては、なお従前の例による。

�愛媛県条例第５号
愛媛県新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時基金条例を次のように公布する。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時基金条例

（設置）

改 正 後 改 正 前

別表（第８条、第１２条関係） 別表（第８条、第１２条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

展示室 １室１日につき ５，０５０円 展示室 １室１日につき ４，８１０円

備考 第４条の開館時間以外の時間に利用する場合の利用料金

の額は、１時間（利用時間に１時間未満の端数があると

き、又は利用時間が１時間に満たないときは、１時間とす

る。）につき、次の表に定める額の範囲内の額を加算した

額とする。

備考 第４条の開館時間以外の時間に利用する場合の利用料金

の額は、１時間（利用時間に１時間未満の端数があると

き、又は利用時間が１時間に満たないときは、１時間とす

る。）につき、次の表に定める額の範囲内の額を加算した

額とする。

区 分 金 額 区 分 金 額

展示室 ７６０円 展示室 ７３０円
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第１条 新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けた事業者の事業の継続の支援等を通じた地方創生に資する事業の実施に要する

経費の財源に充てるため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時基金（以下「基金」という。）を設置する。

（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）で定める額とする。

（管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

（運用益金の処理）

第４条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入する。

（処分）

第５条 基金は、第１条の目的を達成するための事業に要する経費に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

（繰替運用）

第６条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替

えて運用することができる。

（委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。

�愛媛県条例第６号
愛媛県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県事務処理の特例に関する条例（平成１２年愛媛県条例第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

事 務 市 町 事 務 市 町

１～２６の４ 省略 １～２６の４ 省略

２６の５ ガス事業法（昭和２９年法律第５１号。以下

この項において「法」という。）に基づく事務

のうち、次に掲げるもの

� ガス事業法施行令（昭和２９年政令第６８号。

以下この項において「政令」という。）第１６

条第１項の規定に基づく法第１７１条第１項に規

定するガス用品の販売の事業を行う者（以下

この項において「販売事業者」という。）に

対する報告の徴収に関する事務

� 政令第１６条第１項の規定に基づく法第１７２条

第１項に規定する販売事業者に対する立入検

査に関する事務

� 政令第１６条第１項の規定に基づく法第１７３条

第１項に規定する販売事業者に対する提出命

令に関する事務

� 政令第１６条第２項の規定に基づく報告に関

する事務

各町 ２６の５ ガス事業法（昭和２９年法律第５１号。以下

この項において「法」という。）に基づく事務

のうち、次に掲げるもの

� ガス事業法施行令（昭和２９年政令第６８号。

以下この項において「政令」という。）第１４

条第１項の規定に基づく法第１７１条第１項に規

定するガス用品の販売の事業を行う者（以下

この項において「販売事業者」という。）に

対する報告の徴収に関する事務

� 政令第１４条第１項の規定に基づく法第１７２条

第１項に規定する販売事業者に対する立入検

査に関する事務

� 政令第１４条第１項の規定に基づく法第１７３条

第１項に規定する販売事業者に対する提出命

令に関する事務

� 政令第１４条第２項の規定に基づく報告に関

する事務

各町

２７～３９ 省略 ２７～３９ 省略

４０ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４５

保健所を

設置する

４０ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４５

保健所を

設置する
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附 則

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、別表４０の項の改正規定は令和３年８月１日から施

行する。

２ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第６３号）附則第１２条第８

項の規定に基づく同法第２条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律

第１４５号）第６条の２第１項の規定の例による地域連携薬局の認定及び同法第６条の３第１項の規定の例による専門医療機関連携薬局の認

定に関する事務は、保健所を設置する市が処理することとする。

号。以下この項において「法」という。）に基

づく事務のうち、次に掲げるもの

� 法第６条の２第１項の規定に基づく地域連

携薬局の認定に関する事務

� 法第６条の２第４項の規定に基づく地域連

携薬局の認定の更新に関する事務

� 法第６条の３第１項の規定に基づく専門医

療機関連携薬局の認定に関する事務

� 法第６条の３第５項の規定に基づく専門医

療機関連携薬局の認定の更新に関する事務

� 省略

� 省略

� 省略

� 法第６９条第３項の規定に基づく薬局開設者

又は地域連携薬局等の開設者に対する報告の

徴収及び立入検査等に関する事務

	 法第７２条第５項及び第７２条の２第３項の規

定に基づく地域連携薬局等の開設者に対する

改善命令等に関する事務


 省略

� 法第７５条第４項及び第５項の規定に基づく

地域連携薬局等の認定の取消しに関する事務

� 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律施行令（昭和３６年

政令第１１号。以下この項において「政令」と

いう。）第２条の８第１項の規定に基づく地

域連携薬局等の認定証の書換え交付に関する

事務

 政令第２条の９第１項の規定に基づく地域

連携薬局等の認定証の再交付に関する事務

� 政令第２条の９第３項及び第２条の１０の規

定に基づく地域連携薬局等の認定証の返納の

受理に関する事務

� 政令第２条の１１第１項の規定に基づく地域

連携薬局等の認定台帳の備付けに関する事務

� 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律施行規則（昭和３６

年厚生省令第１号）第１６条の３第１項及び第

３項の規定に基づく地域連携薬局等の変更の

届出の受理に関する事務

市 号。以下この項において「法」という。）に基

づく事務のうち、次に掲げるもの

� 省略

� 省略

� 省略

� 法第６９条第３項の規定に基づく薬局開設者

に対する報告の

徴収及び立入検査 に関する事務

� 省略

市

４０の２～６２ 省略 ４０の２～６２ 省略
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�愛媛県条例第７号
愛媛県ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策基金条例を次のように公布する。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策基金条例

（設置）

第１条 東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会の開催に関し、ホストタウン及び事前キャンプ地において選手等を受

け入れるに際しての新型コロナウイルス感染症対策に要する経費の財源に充てるため、ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策基

金（以下「基金」という。）を設置する。

（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）で定める額とする。

（管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

（運用益金の処理）

第４条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入する。

（処分）

第５条 基金は、第１条の経費の財源に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

（繰替運用）

第６条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替

えて運用することができる。

（委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例は、令和４年３月３１日限り、その効力を失う。

�愛媛県条例第８号
愛媛県歴史文化博物館事業推進基金条例を次のように公布する。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県歴史文化博物館事業推進基金条例

（設置）

第１条 愛媛県歴史文化博物館が行う事業を推進するため、愛媛県歴史文化博物館事業推進基金（以下「基金」という。）を設置する。

（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）で定める額とする。

（管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

（運用益金の処理）

第４条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入する。

（処分）

第５条 基金は、第１条の事業に要する経費の財源に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

（繰替運用）

第６条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替

えて運用することができる。

（委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第９号
特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和３年３月２６日

愛 媛 県 報令和３年３月２６日 第１９２号外１
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愛媛県知事 中 村 時 広

特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例

特定非営利活動促進法施行条例（平成１０年愛媛県条例第３５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この条例は、特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７

号。以下「法」という。）第１０条第１項及び第４項、第２５条第４

項から第６項まで、第２９条、第３０条、第３４条第５項、第４４条第２

項、第５１条第５項、第５５条、第５６条、第５８条第２項、第６２条、第

６３条第５項、第７５条並びに第７６条、民間事業者等が行う書面の保

存等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成１６年法律

第１４９号）第３条第１項、第４条第１項及び第５条第１項並びに

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１７の２第１項の規

定に基づき、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（縦覧期間中の補正）

第４条 法第１０条第４項に規定する条例で定める軽微な不備は、客

観的に明白な誤記、誤字又は脱字に係る不備であって、申請内容

の同一性に影響を与えないと認められるものとする。

２ 法第１０条第４項の規定による補正は、規則で定めるところによ

り、補正書に補正後の申請書又は当該申請書の添付書類を添えて

知事に提出して行わなければならない。

３ 省略

（定款の変更の認証の申請）

第７条 省略

２・３ 省略

４ 第４条の規定は、第１項の申請書及び当該申請書に添付する書

類について準用する。この場合において、同条第１項及び第２項

中「法第１０条第４項」とあるのは「法第２５条第５項において準用

する法第１０条第４項」と、同条第３項中「法第１０条第１項第１

号、第２号イ、第５号、第７号及び第８号に掲げる書類」とある

のは「法第２５条第４項の規定により添付する変更後の定款、当該

定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及

び活動予算書並びに法第２６条第２項の規定により添付する法第１

０条第１項第２号イの書類」と読み替えるものとする。

（事業報告書等の提出）

第１０条 法第３０条の閲覧及び謄写の用に供するため、特定非営利活

動法人は、次の表の左欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の中欄

に掲げる規則で定める部数の書類を、同表の右欄に掲げる時期に

知事に提出しなければならない。

（趣旨）

第１条 この条例は、特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７

号。以下「法」という。）第１０条第１項及び第３項、第２５条第４

項から第６項まで、第２９条、第３０条、第３４条第５項、第４４条第２

項、第５１条第５項、第５５条、第５６条、第５８条第２項、第６２条、第

６３条第５項、第７５条並びに第７６条、民間事業者等が行う書面の保

存等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成１６年法律

第１４９号）第３条第１項、第４条第１項及び第５条第１項並びに

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１７の２第１項の規

定に基づき、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（縦覧期間中の補正）

第４条 法第１０条第３項に規定する条例で定める軽微な不備は、客

観的に明白な誤記、誤字又は脱字に係る不備であって、申請内容

の同一性に影響を与えないと認められるものとする。

２ 法第１０条第３項の規定による補正は、規則で定めるところによ

り、補正書に補正後の申請書又は当該申請書の添付書類を添えて

知事に提出して行わなければならない。

３ 省略

（定款の変更の認証の申請）

第７条 省略

２・３ 省略

４ 第４条の規定は、第１項の申請書及び当該申請書に添付する書

類について準用する。この場合において、同条第１項及び第２項

中「法第１０条第３項」とあるのは「法第２５条第５項において準用

する法第１０条第３項」と、同条第３項中「法第１０条第１項第１

号、第２号イ、第５号、第７号及び第８号に掲げる書類」とある

のは「法第２５条第４項の規定により添付する変更後の定款、当該

定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及

び活動予算書並びに法第２６条第２項の規定により添付する法第１

０条第１項第２号イの書類」と読み替えるものとする。

（事業報告書等の提出）

第１０条 法第３０条の閲覧及び謄写の用に供するため、特定非営利活

動法人は、次の表の左欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の中欄

に掲げる規則で定める部数の書類を、同表の右欄に掲げる時期に

知事に提出しなければならない。

区 分 提出すべき書類 提出すべき時期 区 分 提出すべき書類 提出すべき時期

１ 省略 １ 省略

２ 役員の変更

（再任及び住

所又は居所の

変 更 を 除

く。）があっ

た場合

省略 ２ 役員の氏名

又は住所若し

くは居所に変

更があった場

合

省略

３～５ 省略 ３～５ 省略

（合併の認証の申請）

第１６条 省略

（合併の認証の申請）

第１６条 省略
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附 則

この条例は、令和３年６月９日から施行する。

�愛媛県条例第１０号
人にやさしいまちづくり条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

人にやさしいまちづくり条例の一部を改正する条例

人にやさしいまちづくり条例（平成８年愛媛県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第１１号
食品衛生法施行条例等の一部を改正する等の条例を次のように公布する。

２ 第２条第２項から第５項まで及び第７条第２項の規定は法第３４

条第４項の申請書に添付する書類について、第４条の規定は当該

申請書及び当該申請書に添付する書類について準用する。この場

合において、同条第１項及び第２項中「法第１０条第４項」とある

のは「法第３４条第５項において準用する法第１０条第４項」と、第

７条第２項中「法第２５条第４項」とあるのは「法第３４条第４項」

と、同項第１号及び第２号中「定款の変更」とあるのは「合併」

と読み替えるものとする。

（市町が処理する事務）

第２６条 地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に基づき、次に

掲げる事務（２以上の市町の区域内に事務所を設置する特定非営

利活動法人に係るものを除く。）は、今治市、宇和島市、八幡浜

市、新居浜市、西条市、大洲市、伊予市、四国中央市、西予市、

東温市、上島町、�万高原町、松前町、砥部町、内子町、伊方

町、松野町、鬼北町及び愛南町が処理することとする。

� 省略

� 法第１０条第２項（法第２５条第５項及び第３４条第５項において

準用する場合を含む。）の規定に基づく公表及び 縦

覧に関する事務

�～� 省略

２ 第２条第２項から第５項まで及び第７条第２項の規定は法第３４

条第４項の申請書に添付する書類について、第４条の規定は当該

申請書及び当該申請書に添付する書類について準用する。この場

合において、同条第１項及び第２項中「法第１０条第３項」とある

のは「法第３４条第５項において準用する法第１０条第３項」と、第

７条第２項中「法第２５条第４項」とあるのは「法第３４条第４項」

と、同項第１号及び第２号中「定款の変更」とあるのは「合併」

と読み替えるものとする。

（市町が処理する事務）

第２６条 地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に基づき、次に

掲げる事務（２以上の市町の区域内に事務所を設置する特定非営

利活動法人に係るものを除く。）は、今治市、宇和島市、八幡浜

市、新居浜市、西条市、大洲市、伊予市、四国中央市、西予市、

東温市、上島町、�万高原町、松前町、砥部町、内子町、伊方

町、松野町、鬼北町及び愛南町が処理することとする。

� 省略

� 法第１０条第２項（法第２５条第５項及び第３４条第５項において

準用する場合を含む。）の規定に基づく公告及び公表並びに縦

覧に関する事務

�～� 省略

改 正 後 改 正 前

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

�～� 省略

� 特定建築物 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律（平成１８年法律第９１号。以下「高齢者移動等円滑化

法」という。）第２条第１８号に規定する特定建築物をいう。

�～� 省略

	 特定路外駐車場 高齢者移動等円滑化法第２条第１３号に規定

する特定路外駐車場をいう。


・� 省略

� 特定公園施設 高齢者移動等円滑化法第２条第１５号に規定す

る特定公園施設をいう。

・� 省略

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

�～� 省略

� 特定建築物 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律（平成１８年法律第９１号。以下「高齢者移動等円滑化

法」という。）第２条第１６号に規定する特定建築物をいう。

�～� 省略

	 特定路外駐車場 高齢者移動等円滑化法第２条第１１号に規定

する特定路外駐車場をいう。


・� 省略

� 特定公園施設 高齢者移動等円滑化法第２条第１３号に規定す

る特定公園施設をいう。

・� 省略
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令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

食品衛生法施行条例等の一部を改正する等の条例

（食品衛生法施行条例の一部改正）

第１条 食品衛生法施行条例（平成１２年愛媛県条例第１６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この条例は、食品衛生法施行令（昭和２８年政令第２２９号。

以下「政令」という。）、食品衛生法施行規則（昭和２３年厚生省

令第２３号。以下「省令」という。）、乳及び乳製品の成分規格等

に関する省令（昭和２６年厚生省令第５２号）及び食品衛生法に基づ

く都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令（平成２１年内

閣府・厚生労働省令第７号）に定めるもののほか、食品衛生法

（昭和２２年法律第２３３号。以下「法」という。）の施行に関し必

要な事項を定めるものとする。

（営業施設の基準）

第２条 法第５４条の営業の施設についての公衆衛生の見地から必要

な基準（以下「施設基準」という。）は、省令第６６条の７（同条

の改正に係る経過措置に関する規定を含む。以下同じ。）に定め

る基準をもって、その基準とする。

２ 政令第３５条第４号に規定する魚介類販売業のうち、自動車にお

いて販売をするものについての施設基準は、前項の規定にかかわ

らず、省令第６６条の７に定める基準（省令別表第１９第３号ニ、

リ、ヲ及びタの基準を除く。）のほか、次の各号に掲げる営業の

区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

� 簡易な営業にあっては、１日の営業において約４０リットルの

水を供給し、かつ、廃水を保管することのできる貯水設備を有

すること。

� 比較的大量の水を要しない営業にあっては、１日の営業にお

いて約８０リットルの水を供給し、かつ、廃水を保管することの

できる貯水設備を有すること。

� 比較的大量の水を要する営業にあっては、１日の営業におい

て約２００リットルの水を供給し、かつ、廃水を保管することの

できる貯水設備を有すること。

（営業施設の基準の緩和等）

第３条 知事は、営業の形態その他特別の事情により施設基準を適

用することが困難な露店その他の営業について、公衆衛生上支障

がないと認めるときは、施設基準の一部を緩和し、又は適用しな

いことができる。

（食品衛生検査施設の基準）

第４条 政令第８条第１項の食品衛生検査施設の設備及び職員の配

置についての基準は、省令第３６条（同条の改正に係る経過措置に

（趣旨）

第１条 この条例は、食品衛生法施行令（昭和２８年政令第２２９号。

以下「政令」という。）、食品衛生法施行規則（昭和２３年厚生省

令第２３号 ）、乳及び乳製品の成分規格等

に関する省令（昭和２６年厚生省令第５２号）及び食品衛生法に基づ

く都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令（平成２１年内

閣府・厚生労働省令第７号）に定めるもののほか、食品衛生法

（昭和２２年法律第２３３号。以下「法」という。）の施行に関し必

要な事項を定めるものとする。

（措置の基準）

第２条 食品衛生法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第４６

号）第１条の規定による改正前の法第５０条第２項の公衆衛生上講

ずべき措置に関し必要な基準は、危害分析・重要管理点方式（食

品の安全性を確保する上で重要な危害の原因となる物質及び当該

危害が発生するおそれのある工程の特定、評価及び管理を行う衛

生管理の方式をいう。以下同じ。）を用いて衛生管理を行う場合

にあっては別表第１の、危害分析・重要管理点方式を用いずに衛

生管理を行う場合にあっては別表第２のとおりとする。

（営業施設の基準）

第３条 法第５１条の営業の施設についての公衆衛生の見地から必要

な基準（以下「施設基準」という。）は、別表第３から別表第５

までのとおり

とする。

（営業施設の基準の緩和等）

第４条 知事は、土地の状況その他特別の事情により施設基準を適

用することが困難な露店その他の営業について、公衆衛生上支障

がないと認めるときは、施設基準の一部を緩和し、又は適用しな

いことができる。

（食品衛生検査施設の基準）

第５条 政令第８条第１項の食品衛生検査施設の設備及び職員の配

置についての基準は、別表第６のとおり
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別表第１から別表第６までを削る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

関する規定を含む。）に定める基準をもって、その基準とする。

（手数料）

第５条 法の規定に基づく事務のうち、別表 の左欄に掲げる事

務につき、同表の中欄に掲げる名称の手数料を、同表の右欄に定

める金額によって徴収する。

２ 前項に規定する手数料（以下「手数料」という。）は、別表

の１の項に掲げる手数料にあっては検査の申込みの際に、同表

の２の項及び３の項に掲げる手数料にあっては登録の申請の際

に、その他の手数料にあっては許可の申請の際に納付しなければ

ならない。

３ 省略

第６条 省略

とする。

（集団給食施設の給食開始の報告）

第６条 寄宿舎、学校、病院等の施設において継続的に１回２０食又

は１日４０食以上の給食をする場合は、その施設の管理者は、給食

開始の日の１０日前までに、規則で定めるところにより、その旨を

知事に報告しなければならない。

２ 前項の施設の管理者は、同項に規定する給食を休止し、又は廃

止したときは、その日から１０日以内に、規則で定めるところによ

り、その旨を知事に報告しなければならない。

３ 第１項の施設の管理者は、休止した給食を再び開始しようとす

るときは、開始の日の１０日前までに、規則で定めるところによ

り、その旨を知事に報告しなければならない。

（手数料）

第７条 法の規定に基づく事務のうち、別表第７の左欄に掲げる事

務につき、同表の中欄に掲げる名称の手数料を、同表の右欄に定

める金額によって徴収する。

２ 前項に規定する手数料（以下「手数料」という。）は、別表第

７の１の項に掲げる手数料にあっては検査の申込みの際に、同表

の２の項及び３の項に掲げる手数料にあっては登録の申請の際

に、その他の手数料にあっては許可の申請の際に納付しなければ

ならない。

３ 省略

第８条 省略

改 正 後 改 正 前

別表 （第５条関係） 別表第７（第７条関係）

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～３ 省略 １～３ 省略

４ 法第５５条第１項の規定に基づ

く政令第３５条第１号に規定する

飲食店営業の許可の申請に対す

る審査

飲食店営

業許可申

請手数料

� 露 店 又 は

自動 車 に 係

るもの ９，０

００円

� そ の 他 に

係るもの １

８，０００円

４ 法第５２条第１項及び政令第３５

条の規定に基づく

飲食店営業の許可の申請に対す

る審査

飲食店営

業許可申

請手数料

� 露 天 屋 台

に 係

るもの ８，１

００円

� 露 天 引 車

に係 る も の

４，０００円

� そ の 他 に

係るもの １

６，０００円

５ 法第５５条第１項の規定に基づ

く政令第３５条第２号に規定する

調理の機能を有する自動販売機

により食品を調理し、調理され

た食品を販売する営業の許可の

申請に対する審査

自動販売

機による

食品調理

販売営業

許可申請

手数料

５，０００円 ５ 法第５２条第１項及び政令第３５

条の規定に基づく喫茶店営業の

許可の申請に対する審査

喫茶店営

業許可申

請手数料

� 削 氷 喫 茶

に係 る も の

４，８００円

� そ の 他 に

係 る も の

９，７００円

６ 法第５５条第１項の規定に基づ

く政令第３５条第３号に規定する

食肉販売業の許可の申請に対す

る審査

食肉販売

業許可申

請手数料

１１，０００円 ６ 法第５２条第１項及び政令第３５

条の規定に基づく菓子製造業の

許可の申請に対する審査

菓子製造

業許可申

請手数料

� 今 川 焼 の

うち 露 天 引

車に 係 る も

の ４，６００円

� 今 川 焼 の
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うちその 他

に係るも の

９，３００円

� そ の 他 に

係るもの １

４，０００円

７ 法第５５条第１項の規定に基づ

く政令第３５条第４号に規定する

魚介類販売業の許可の申請に対

する審査

魚介類販

売業許可

申請手数

料

１１，０００円 ７ 法第５２条第１項及び政令第３５

条の規定に基づくあん類製造業

の許可の申請に対する審査

あん類製

造業許可

申請手数

料

１４，０００円

８ 法第５５条第１項の規定に基づ

く政令第３５条第５号に規定する

魚介類競り売り営業の許可の申

請に対する審査

魚介類競

り売り営

業許可申

請手数料

２３，０００円 ８ 法第５２条第１項及び政令第３５

条の規定に基づくアイスクリー

ム類製造業の許可の申請に対す

る審査

アイスク

リーム類

製造業許

可申請手

数料

１４，０００円

９ 法第５５条第１項の規定に基づ

く政令第３５条第６号に規定する

集乳業の許可の申請に対する審

査

集乳業許

可申請手

数料

１１，０００円 ９ 法第５２条第１項及び政令第３５

条の規定に基づく乳処理業の許

可の申請に対する審査

乳処理業

許可申請

手数料

２１，０００円

１０ 法第５５条第１項の規定に基づ

く政令第３５条第７号に規定する

乳処理業の許可の申請に対する

審査

乳処理業

許可申請

手数料

２３，０００円 １０ 法第５２条第１項及び政令第３５

条の規定に基づく特別牛乳搾取

処理業の許可の申請に対する審

査

特別牛乳

搾取処理

業許可申

請手数料

２１，０００円

１１ 法第５５条第１項の規定に基づ

く政令第３５条第８号に規定する

特別牛乳搾取処理業の許可の申

請に対する審査

特別牛乳

搾取処理

業許可申

請手数料

２３，０００円 １１ 法第５２条第１項及び政令第３５

条の規定に基づく乳製品製造業

の許可の申請に対する審査

乳製品製

造業許可

申請手数

料

２１，０００円

１２ 法第５５条第１項の規定に基づ

く政令第３５条第９号に規定する

食肉処理業の許可の申請に対す

る審査

食肉処理

業許可申

請手数料

２３，０００円 １２ 法第５２条第１項及び政令第３５

条の規定に基づく集乳業の許可

の申請に対する審査

集乳業許

可申請手

数料

９，７００円

１３ 法第５５条第１項の規定に基づ

く政令第３５条第１０号に規定する

食品の放射線照射業の許可の申

請に対する審査

食品の放

射線照射

業許可申

請手数料

２３，０００円 １３ 法第５２条第１項及び政令第３５

条の規定に基づく乳類販売業の

許可の申請に対する審査

乳類販売

業許可申

請手数料

� 簡 易 な 冷

蔵施設の み

に係るも の

３，８００円

� そ の 他 に

係 る も の

９，７００円

１４ 法第５５条第１項の規定に基づ

く政令第３５条第１１号に規定する

菓子製造業の許可の申請に対す

る審査

菓子製造

業許可申

請手数料

１６，０００円 １４ 法第５２条第１項及び政令第３５

条の規定に基づく食肉処理業の

許可の申請に対する審査

食肉処理

業許可申

請手数料

２１，０００円

１５ 法第５５条第１項の規定に基づ

く政令第３５条第１２号に規定する

アイスクリーム類製造業の許可

の申請に対する審査

アイスク

リーム類

製造業許

可申請手

数料

１６，０００円 １５ 法第５２条第１項及び政令第３５

条の規定に基づく食肉販売業の

許可の申請に対する審査

食肉販売

業許可申

請手数料

９，７００円

１６ 法第５５条第１項の規定に基づ

く政令第３５条第１３号に規定する

乳製品製造業の許可の申請に対

する審査

乳製品製

造業許可

申請手数

料

２３，０００円 １６ 法第５２条第１項及び政令第３５

条の規定に基づく食肉製品製造

業の許可の申請に対する審査

食肉製品

製造業許

可申請手

数料

２１，０００円
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１７ 法第５５条第１項の規定に基づ

く政令第３５条第１４号に規定する

清涼飲料水製造業の許可の申請

に対する審査

清涼飲料

水製造業

許可申請

手数料

２３，０００円 １７ 法第５２条第１項及び政令第３５

条の規定に基づく魚介類販売業

の許可の申請に対する審査

魚介類販

売業許可

申請手数

料

９，７００円

１８ 法第５５条第１項の規定に基づ

く政令第３５条第１５号に規定する

食肉製品製造業の許可の申請に

対する審査

食肉製品

製造業許

可申請手

数料

２３，０００円 １８ 法第５２条第１項及び政令第３５

条の規定に基づく魚介類せり売

営業の許可の申請に対する審査

魚介類せ

り売営業

許可申請

手数料

２１，０００円

１９ 法第５５条第１項の規定に基づ

く政令第３５条第１６号に規定する

水産製品製造業の許可の申請に

対する審査

水産製品

製造業許

可申請手

数料

１８，０００円 １９ 法第５２条第１項及び政令第３５

条の規定に基づく魚肉ねり製品

製造業の許可の申請に対する審

査

魚肉ねり

製品製造

業許可申

請手数料

１６，０００円

２０ 法第５５条第１項の規定に基づ

く政令第３５条第１７号に規定する

氷雪製造業の許可の申請に対す

る審査

氷雪製造

業許可申

請手数料

２３，０００円 ２０ 法第５２条第１項及び政令第３５

条の規定に基づく食品の冷凍又

は冷蔵業の許可の申請に対する

審査

食品の冷

凍又は冷

蔵業許可

申請手数

料

２１，０００円

２１ 法第５５条第１項の規定に基づ

く政令第３５条第１８号に規定する

液卵製造業の許可の申請に対す

る審査

液卵製造

業許可申

請手数料

１８，０００円 ２１ 法第５２条第１項及び政令第３５

条の規定に基づく食品の放射線

照射業の許可の申請に対する審

査

食品の放

射線照射

業許可申

請手数料

２１，０００円

２２ 法第５５条第１項の規定に基づ

く政令第３５条第１９号に規定する

食用油脂製造業の許可の申請に

対する審査

食用油脂

製造業許

可申請手

数料

２３，０００円 ２２ 法第５２条第１項及び政令第３５

条の規定に基づく清涼飲料水製

造業の許可の申請に対する審査

清涼飲料

水製造業

許可申請

手数料

２１，０００円

２３ 法第５５条第１項の規定に基づ

く政令第３５条第２０号に規定する

みそ又はしょうゆ製造業の許可

の申請に対する審査

みそ又は

しょうゆ

製造業許

可申請手

数料

１８，０００円 ２３ 法第５２条第１項及び政令第３５

条の規定に基づく乳酸菌飲料製

造業の許可の申請に対する審査

乳酸菌飲

料製造業

許可申請

手数料

１４，０００円

２４ 法第５５条第１項の規定に基づ

く政令第３５条第２１号に規定する

酒類製造業の許可の申請に対す

る審査

酒類製造

業許可申

請手数料

１８，０００円 ２４ 法第５２条第１項及び政令第３５

条の規定に基づく氷雪製造業の

許可の申請に対する審査

氷雪製造

業許可申

請手数料

２１，０００円

２５ 法第５５条第１項の規定に基づ

く政令第３５条第２２号に規定する

豆腐製造業の許可の申請に対す

る審査

豆腐製造

業許可申

請手数料

１６，０００円 ２５ 法第５２条第１項及び政令第３５

条の規定に基づく氷雪販売業の

許可の申請に対する審査

氷雪販売

業許可申

請手数料

１４，０００円

２６ 法第５５条第１項の規定に基づ

く政令第３５条第２３号に規定する

納豆製造業の許可の申請に対す

る審査

納豆製造

業許可申

請手数料

１６，０００円 ２６ 法第５２条第１項及び政令第３５

条の規定に基づく食用油脂製造

業の許可の申請に対する審査

食用油脂

製造業許

可申請手

数科

２１，０００円

２７ 法第５５条第１項の規定に基づ

く政令第３５条第２４号に規定する

麺類製造業の許可の申請に対す

る審査

麺類製造

業許可申

請手数料

１６，０００円 ２７ 法第５２条第１項及び政令第３５

条の規定に基づくマーガリン又

はショートニング製造業の許可

の申請に対する審査

マーガリ

ン又はシ

ョートニ

ング製造

業許可申

請手数料

２１，０００円
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２８ 法第５５条第１項の規定に基づ

く政令第３５条第２５号に規定する

そうざい製造業の許可の申請に

対する審査

そうざい

製造業許

可申請手

数料

２３，０００円 ２８ 法第５２条第１項及び政令第３５

条の規定に基づくみそ製造業の

許可の申請に対する審査

みそ製造

業許可申

請手数料

１６，０００円

２９ 法第５５条第１項の規定に基づ

く政令第３５条第２６号に規定する

複合型そうざい製造業の許可の

申請に対する審査

複合型そ

うざい製

造業許可

申請手数

料

３３，０００円 ２９ 法第５２条第１項及び政令第３５
しょう

条の規定に基づく醤 油製造業

の許可の申請に対する審査

しょう

醤 油 製

造業許可

申請手数

料

１６，０００円

３０ 法第５５条第１項の規定に基づ

く政令第３５条第２７号に規定する

冷凍食品製造業の許可の申請に

対する審査

冷凍食品

製造業許

可申請手

数科

２３，０００円 ３０ 法第５２条第１項及び政令第３５

条の規定に基づくソース類製造

業の許可の申請に対する審査

ソース類

製造業許

可申請手

数料

１６，０００円

３１ 法第５５条第１項の規定に基づ

く政令第３５条第２８号に規定する

複合型冷凍食品製造業の許可の

申請に対する審査

複合型冷

凍食品製

造業許可

申請手数

科

３３，０００円 ３１ 法第５２条第１項及び政令第３５

条の規定に基づく酒類製造業の

許可の申請に対する審査

酒類製造

業許可申

請手数料

１６，０００円

３２ 法第５５条第１項の規定に基づ

く政令第３５条第２９号に規定する

漬物製造業の許可の申請に対す

る審査

漬物製造

業許可申

請手数料

１８，０００円 ３２ 法第５２条第１項及び政令第３５

条の規定に基づく豆腐製造業の

許可の申請に対する審査

豆腐製造

業許可申

請手数料

１４，０００円

３３ 法第５５条第１項の規定に基づ

く政令第３５条第３０号に規定する

密封包装食品製造業の許可の申

請に対する審査

密封包装

食品製造

業許可申

請手数料

２３，０００円 ３３ 法第５２条第１項及び政令第３５

条の規定に基づく納豆製造業の

許可の申請に対する審査

納豆製造

業許可申

請手数料

１４，０００円

３４ 法第５５条第１項の規定に基づ

く政令第３５条第３１号に規定する

食品の小分け業の許可の申請に

対する審査

食品の小

分け業許

可申請手

数料

１６，０００円 ３４ 法第５２条第１項及び政令第３５

条の規定に基づくめん類製造業

の許可の申請に対する審査

めん類製

造業許可

申請手数

料

１４，０００円

３５ 法第５５条第１項の規定に基づ

く政令第３５条第３２号に規定する

添加物製造業の許可の申請に対

する審査

添加物製

造業許可

申請手数

料

２３，０００円 ３５ 法第５２条第１項及び政令第３５

条の規定に基づくそうざい製造

業の許可の申請に対する審査

そうざい

製造業許

可申請手

数料

２１，０００円

３６ 法第５２条第１項及び政令第３５

条の規定に基づく缶詰又は瓶詰

食品製造業の許可の申請に対す

る審査

缶詰又は

瓶詰食品

製造業許

可申請手

数料

２１，０００円

３７ 法第５２条第１項及び政令第３５

条の規定に基づく添加物製造業

の許可の申請に対する審査

添加物製

造業許可

申請手数

料

２１，０００円

備考 法第５５条第１項の規定に基づき営業の許可を受けてい

る者が当該営業の許可の有効期間満了に際し引き続き同一

の営業の許可を受けようとする場合におけるこの表の４の

項から３５の項までに掲げる手数料の金額は、これらの項の

規定にかかわらず、これらの項に掲げる手数料の金額の１００

分の９０に相当する金額とする。

備考 法第５２条第１項の規定に基づき営業の許可を受けてい

る者が当該営業の許可の有効期間満了に際し引き続き同一

の営業の許可を受けようとする場合におけるこの表の４の

項から３７の項までに掲げる手数料の金額は、これらの項の

規定にかかわらず、これらの項に掲げる手数料の金額の１００

分の９０に相当する金額とする。
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（愛媛県ふぐの取扱いに関する条例の一部改正）

第２条 愛媛県ふぐの取扱いに関する条例（昭和２７年愛媛県条例第６３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（この条例の目的）

第１条 この条例は、ふぐの取扱いに従事する者の資質の向上を図

るため、これ に対し公衆衛生上必要な規制を

行い、もつてふぐによる食中毒を防止することを目的とする。

（定義）

第２条 省略

（免許）

第３条 省略

２ 前項の免許は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その

申請に基づいて与える。

� 省略

� 他の都道府県において条例に基づきふぐの取扱いの免許等を

受けている者で、知事が前号に掲げる者と同等以上の知識及び

技術を有すると認めるもの

（取扱者でない者のふぐ取扱いの禁止）

第８条 取扱者でない者は、第２条 に規定する業務に従事し

てはならない。ただし、取扱者の立会いの下に当該業務に従事す

る場合は、この限りでない。

（この条例の目的）

第１条 この条例は、ふぐの取扱いに従事する者の資質の向上を図

るため、当該者及びふぐ取扱業者に対し公衆衛生上必要な規制を

行い、もつてふぐによる食中毒を防止することを目的とする。

（定義）

第２条 省略

２ この条例で「ふぐ取扱業者」とは、前項に規定する業務を営む

者をいう。

（免許）

第３条 省略

２ 前項の免許は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その

申請に基づいて与える。

� 省略

� 他の都道府県において条例に基づきふぐの取扱いの免許等を

受けている者で、知事が前号に掲げる者と同等以上の知識及び

技術を有すると認めるもの

（取扱者でない者のふぐ取扱いの禁止）

第８条 取扱者でない者は、第２条第１項に規定する業務に従事し

てはならない。

（ふぐの取扱所の届出）

第１０条の２ 第２条第１項に規定する業務を営もうとする者は、ふ

ぐの取扱所ごとに、次に掲げる事項を知事に届け出なければなら

ない。

� 氏名又は名称

� 住所又は主たる事務所の所在地

� ふぐの取扱所の名称及び所在地

� 主たる取扱者の氏名及び免許番号

� 営業の種類

２ ふぐ取扱業者は、前項各号に掲げる事項に変更を生じたとき

は、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

（届出済証）

第１０条の３ 知事は、前条の規定による届出（同条第２項の規定に

よる届出にあつては、同条第１項第１号又は第３号に掲げる事項

に係るものに限る。）を受理したときは、その届出をした者にふ

ぐ取扱所届出済証（以下「届出済証」という。）を交付する。

２ ふぐ取扱業者は、ふぐの取扱所の見やすい場所に当該ふぐの取

扱所に係る届出済証を掲示しておかなければならない。

３ ふぐ取扱業者は、届出済証を紛失し、又は毀損したときは、速

やかに知事に届け出て届出済証の再交付を受けなければならな

い。

（廃業等の届出）

第１０条の４ ふぐ取扱業者が次の各号のいずれかに該当することと

なつた場合においては、当該各号に定める者は、届出済証を添え

てその旨を知事に届け出なければならない。

� 死亡した場合 その相続人

� 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員で

あつた者
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（愛媛県食の安全安心推進条例の一部改正）

第３条 愛媛県食の安全安心推進条例（平成２０年愛媛県条例第７１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

第１１条 削除

（行政処分）

第１３条 省略

２ 知事は、取扱者が食品衛生法の規定若しくはこれに基づく命令

又はこの条例の規定若しくはこれに基づく指示に違反した場合

は、当該取扱者の免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止

を命ずることができる。

３ 省略

（保健所を設置する市が処理する事務）

第１５条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１７の２第１

項の規定に基づき、次に掲げる事務（この条例の施行のための規

則に基づく事務を含む。）は、保健所を設置する市が処理するこ

ととする。

�～� 省略

� 省略

� 省略

（罰則）

第１７条 省略

２ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従

業者が、その法人又は人の業務に関し前項 の違反行為をしたと

きは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項 の

刑を科する。

� 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管

財人

� 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散し

た場合 その清算人

� 第２条第１項に規定する業務を廃止した場合 ふぐ取扱業者

であつた個人又はふぐ取扱業者であつた法人を代表する役員

（立入検査）

第１１条 知事は、必要があると認めるときは、当該職員にふぐの取

扱所その他の関係施設に立ち入り取扱いの状況等を検査させるこ

とができる。

２ 前項の規定により当該職員に立入検査をさせる場合は、その身

分を示す証票を携帯させなければならない。

（行政処分）

第１３条 省略

２ 知事は、取扱者が

この条例の規定又は、これに基く 指示に違反した場合

は、当該取扱者の免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止

を命ずることができる。

３ 省略

（保健所を設置する市が処理する事務）

第１５条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１７の２第１

項の規定に基づき、次に掲げる事務（この条例の施行のための規

則に基づく事務を含む。）は、保健所を設置する市が処理するこ

ととする。

�～� 省略

�の２ 第１０条の２第１項の規定に基づくふぐの取扱所の届出の

受付及び当該届出に係る届出書の知事への送付に関する事務

�の３ 第１０条の２第２項の規定に基づく氏名等の変更の届出の

受付及び当該届出に係る届出書の知事への送付に関する事務

�の４ 第１０条の３第１項の届出済証の交付に関する事務

�の５ 第１０条の３第３項の規定に基づく届出済証の紛失又は毀

損の届出の受付及び当該届出に係る届出書の知事への送付に関

する事務並びに同項の届出済証の交付に関する事務

�の６ 第１０条の４の規定に基づく廃業等の届出の受付及び当該

届出に係る届出書の知事への送付に関する事務

� 第１１条第１項の規定に基づく立入検査に関する事務

� 省略

� 省略

（罰則）

第１７条 省略

２ 第１１条第１項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

は、３万円以下の罰金に処する。

３ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従

業者が、その法人又は人の業務に関し前２項の違反行為をしたと

きは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前２項の

刑を科する。
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改 正 後 改 正 前

目次

前文

第１章・第２章 省略

第３章 施策の推進（第２２条―第２４条）

第４章 愛媛県食の安全安心推進県民会議（第２５条）

第５章 雑則（第２６条・第２７条）

附則

（自主回収への協力）

第２２条 食品関連事業者（食品等を生産し、採取し、製造し、輸入

し、加工し、又は販売する事業者に限る。）は、その取り扱う食

品等について、他の事業者によって自主的な回収が行われるとき

は、円滑かつ確実な回収のために必要な協力をするよう努めるも

のとする。

第２３条 省略

第２４条 省略

第２５条 省略

（保健所を設置する市が処理する事務）

第２６条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１７の２第１

項の規定に基づき、食品衛生法若しくは健康増進法（平成１４年法

律第１０３号）の規定又は食品表示法（平成２５年法律第７０号）の規

定（国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する

表示に係る部分に限る。）に違反し、又は違反するおそれがある

食品等に関する次に掲げる事務（この条例の施行のための規則に

基づく事務を含む。）は、保健所を設置する市が処理することと

する。

目次

前文

第１章・第２章 省略

第３章 施策の推進（第２２条―第２６条）

第４章 愛媛県食の安全安心推進県民会議（第２７条）

第５章 雑則（第２８条・第２９条）

附則

（自主回収報告制度）

第２２条 食品関連事業者（食品等を生産し、採取し、製造し、輸入

し、加工し、又は販売する事業者に限る。以下この条から第２４条

までにおいて同じ。）は、県内において、その生産し、採取し、

製造し、輸入し、加工し、又は販売した食品等の自主的な回収に

着手したとき（法令に基づく命令又は書面による回収の指導を受

けて回収に着手したときを除く。）は、直ちに、規則で定めると

ころにより、知事に報告しなければならない。ただし、食品関連

事業者が食品衛生法に基づく条例の規定により報告するときは、

この限りでない。

２ 知事は、前項本文の規定による報告に係る回収の措置が、人の

健康への被害の発生又はその拡大を防止する上で適切でないと認

めるときは、当該食品関連事業者に対し、回収の措置に関する指

導その他の必要な指示をすることができる。

３ 第１項本文の規定による報告を行った食品関連事業者は、当該

報告に係る回収を終了したときは、速やかに、規則で定めるとこ

ろにより、その旨を知事に報告しなければならない。

（自主回収の公表等）

第２３条 知事は、前条第１項本文若しくは第３項の規定による報告

又は食品衛生法施行条例（平成１２年愛媛県条例第１６号）別表第１

の１の項�イ若しくは別表第２の１の項�の規定による報告が

あったときは、速やかにその旨を公表するとともに、当該報告に

係る情報を関係行政機関の長に提供しなければならない。

（自主回収への協力）

第２４条 食品関連事業者

は、その取り扱う食

品等について、他の事業者によって自主的な回収が行われるとき

は、円滑かつ確実な回収のために必要な協力をするよう努めるも

のとする。

第２５条 省略

第２６条 省略

第２７条 省略

（保健所を設置する市が処理する事務）

第２８条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１７の２第１

項の規定に基づき、食品衛生法若しくは健康増進法（平成１４年法

律第１０３号）の規定又は食品表示法（平成２５年法律第７０号）の規

定（国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する

表示に係る部分に限る。）に違反し、又は違反するおそれがある

食品等に関する次に掲げる事務（この条例の施行のための規則に

基づく事務を含む。）は、保健所を設置する市が処理することと

する。

� 第２２条第１項本文の規定に基づく自主的な回収の着手の報告

の受理に関する事務

� 第２２条第２項の規定に基づく自主的な回収の措置に関する指
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（愛媛県食品行商条例の廃止）

第４条 愛媛県食品行商条例（昭和２７年愛媛県条例第６２号）は、廃止する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和３年６月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例施行の際現に食品衛生法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第４６号。以下「改正法」という。）第２条の規定による改正

前の食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第５２条第１項の許可を受けて営業を行っている者（以下「既存営業者」という。）であって、

食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令（令和元年政令第１２３号。以下「改正

政令」という。）附則第２条の規定の適用を受けるものの営業の施設についての公衆衛生の見地から必要な基準については、第１条の規

定による改正後の食品衛生法施行条例第２条の規定にかかわらず、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、なお従前の例による。

３ 既存営業者が当該営業の許可の有効期間の満了に際し引き続き同一の営業の許可を受けようとする場合における許可の申請に対する審

査に係る手数料の金額については、第１条の規定による改正後の食品衛生法施行条例別表の備考の規定は、適用しない。

４ この条例の施行の際現に第２条の規定による改正前の愛媛県ふぐの取扱いに関する条例（以下「旧ふぐ取扱い条例」という。）第２条

第１項に規定する業務を営んでいる者であって、改正政令第９条又は附則第２条第１項の規定の適用を受けるものについては、改正法第

２条の規定による改正後の食品衛生法第５５条第１項の許可を受けるまでの間は、旧ふぐ取扱い条例第１０条の２から第１１条まで及び第１７条

の規定は、なおその効力を有する。

５ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１７の２第１項の規定に基づき、次に掲げる事務（前項の規定によりなおその効力を有す

るものとされる旧ふぐ取扱い条例（以下「なお効力を有する旧ふぐ取扱い条例」という。）の施行のための規則に基づく事務を含む。）

は、保健所を設置する市が処理することとする。

� なお効力を有する旧ふぐ取扱い条例第１０条の２第２項の規定に基づく氏名等の変更の届出の受付及び当該届出に係る届出書の知事へ

の送付に関する事務

� なお効力を有する旧ふぐ取扱い条例第１０条の３第１項の届出済証の交付に関する事務

� なお効力を有する旧ふぐ取扱い条例第１０条の３第３項の規定に基づく届出済証の紛失又は毀損の届出の受付及び当該届出に係る届出

書の知事への送付に関する事務並びに同項の届出済証の交付に関する事務

� なお効力を有する旧ふぐ取扱い条例第１０条の４の規定に基づく廃業等の届出の受付及び当該届出に係る届出書の知事への送付に関す

る事務

� なお効力を有する旧ふぐ取扱い条例第１１条第１項の規定に基づく立入検査に関する事務

６ この条例の施行前に着手した第３条の規定による改正前の愛媛県食の安全安心推進条例（以下「旧安全安心推進条例」という。）第２２

条第１項の食品等の自主的な回収については、同条及び旧安全安心推進条例第２３条の規定は、なおその効力を有する。

７ 地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に基づき、食品衛生法若しくは健康増進法（平成１４年法律第１０３号）の規定又は食品表示法

（平成２５年法律第７０号）の規定（国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する表示に係る部分に限る。）に違反し、又は

違反するおそれがある食品等に関する次に掲げる事務（前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧安全安心推進条例（以下

「なお効力を有する旧安全安心推進条例」という。）の施行のための規則に基づく事務を含む。）は、保健所を設置する市が処理するこ

ととする。

� なお効力を有する旧安全安心推進条例第２２条第１項本文の規定に基づく自主的な回収の着手の報告の受理に関する事務

� なお効力を有する旧安全安心推進条例第２２条第２項の規定に基づく自主的な回収の措置に関する指導その他の必要な指示に関する事

務

� なお効力を有する旧安全安心推進条例第２２条第３項の規定に基づく自主的な回収の終了の報告の受理に関する事務

� なお効力を有する旧安全安心推進条例第２３条の規定に基づく関係行政機関の長に対する情報の提供に関する事務（なお効力を有する

� 第２３条第１項の規定に基づく人の健康に悪影響を及ぼすおそ

れがある食品に関する情報を入手した旨の申出の受理に関する

事務

� 第２３条第２項の規定に基づく必要な調査及び措置又は他の行

政機関の長に対する通知に関する事務

第２７条 省略

導その他の必要な指示に関する事務

� 第２２条第３項の規定に基づく自主的な回収の終了の報告の受

理に関する事務

� 第２３条の規定に基づく関係行政機関の長に対する情報の提供

に関する事務（第２２条第１項本文又は第３項の規定による報告

に係るものに限る。）

� 第２５条第１項の規定に基づく人の健康に悪影響を及ぼすおそ

れがある食品に関する情報を入手した旨の申出の受理に関する

事務

� 第２５条第２項の規定に基づく必要な調査及び措置又は他の行

政機関の長に対する通知に関する事務

第２９条 省略
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旧安全安心推進条例第２２条第１項本文又は第３項の規定による報告に係るものに限る。）

８ この条例の施行前にした行為及び附則第４項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの条例の施行後にした行

為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（愛媛県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正）

９ 愛媛県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成１７年愛媛県条例第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県条例第１２号
愛媛県安心こども基金条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県安心こども基金条例の一部を改正する条例

愛媛県安心こども基金条例（平成２１年愛媛県条例第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第１３号
愛媛県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように公布する。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

愛媛県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年愛媛県条例第４９号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第４５条第１項の規定に基づき、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定

めるものとする。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第７条関係） 別表第１（第７条関係）

１ 省略 １ 省略

２ 愛媛県食品行商条例（昭

和２７年愛媛県条例第６２号）

第５条第１項及び第

６条

第４条

２ 愛媛県ふぐの取扱いに関

する条例（昭和２７年愛媛県

条例第６３号）

第７条第１項及び第

２項並びに第１０条の

３第１項及び第３項

省略 ３ 愛媛県ふぐの取扱いに関

する条例（昭和２７年愛媛県

条例第６３号）

第７条第１項及び第

２項並びに第１０条の

３第１項及び第３項

省略

３ 省略 ４ 省略

４ 省略 ５ 省略

５ 省略 ６ 省略

６ 省略 ７ 省略

７ 省略 ８ 省略

改 正 後 改 正 前

附 則

２ この条例は、令和６年３月３１日限り、その効力を失う。ただ

し、同日までに実施された第１条の目的を達成するための事業に

係る精算については、この条例の規定は、同年６月３０日（同日ま

でに当該精算が完了した場合にあっては、当該精算が完了した

日）までの間は、なおその効力を有する。

附 則

２ この条例は、令和３年３月３１日限り、その効力を失う。ただ

し、同日までに実施された第１条の目的を達成するための事業に

係る精算については、この条例の規定は、同年６月３０日（同日ま

でに当該精算が完了した場合にあっては、当該精算が完了した

日）までの間は、なおその効力を有する。
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（用語）

第２条 この条例で使用する用語は、児童福祉法で使用する用語の例による。

（設備及び運営に関する基準）

第３条 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚

生省令第６３号）（同省令第６条及び第６条の２を除き、同省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。）に定める基準をもって、そ

の基準とする。

（非常災害対策）

第４条 児童福祉施設は、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、地震、風水害、当該児童福祉施設

の周辺地域の環境、立地条件等から想定される災害等の非常災害ごとに、当該非常災害が発生した場合における当該児童福祉施設の入所

者及び利用者（以下「入所者等」という。）の安全の確保のための体制及び避難の方法等を定めた計画（以下「施設防災計画」という。）

を策定し、当該児童福祉施設の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

２ 児童福祉施設は、施設防災計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携の体制並びに入所者等を円滑に避難誘

導するための体制を整備し、定期的に、これらの体制について職員及び入所者等に周知するとともに、避難、救出等の必要な訓練をする

よう努めなければならない。

３ 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月１回行われなければならない。

４ 児童福祉施設（障害児入所施設及び児童発達支援センターに限る。）は、第２項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られる

よう連携に努めなければならない。

５ 児童福祉施設は、第２項の訓練の結果に基づき、施設防災計画の検証を行うとともに、必要に応じて施設防災計画の見直しを行うもの

とする。

６ 児童福祉施設は、当該児童福祉施設の実情に応じ、非常災害が発生した場合に必要な食糧、飲料水、医薬品その他の生活物資の備蓄に

努めなければならない。

附 則

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。

２ 愛媛県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年愛媛県条例第４５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等

の準用）

第１４条 愛媛県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める

条例（令和３年愛媛県条例第１３号。以下「児童福祉施設基準条

例」という。）第３条の規定により児童福祉施設の設備及び運営

に関する基準とされた児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

（昭和２３年厚生省令第６３号。以下「児童福祉施設基準省令」とい

う。）第４条、第５条第１項、第２項及び第４項、第７条の２、

第９条 か ら 第９条 の３ま で、第１１条（第４項 た だ し 書 を 除

く。）、第１４条の２、第１４条の３第１項、第３項及び第４項、第

３２条の２前段並びに第３６条の規定並びに児童福祉施設基準条例第

４条第１項から第３項まで、第５項及び第６項の規定は、幼保連

携型認定こども園について準用する。この場合において、次の表

の左欄に掲げる児童福祉施設基準省令及び児童福祉施設基準条例

の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句に読み替えるものとする。

（愛媛県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

の準用）

第１４条 愛媛県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成２４年愛媛県条例第４９号。以下「児童福祉施設基準条

例」という。）第５条、第６条第１項童福祉施設の設備及び運営

に関する基準とされた児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

（昭和２３年厚生省令第６３号。以下「児童福祉施設基準省令」とい

う。）第４条、第５条第１項、第２項及び第４項、第７条、第９

条、第１１条 か ら 第１３条 ま で、第１５条（第４項 た だ し 書 を 除

く。）、第２０条、第２１条第１項 、第３項及び第４項、第

４６条前段並びに第５０条

４条第１項から第３項まで、第５項及び第６項の規定は、幼保連

携型認定こども園について準用する。この場合において、次の表

の左欄に掲げる児童福祉施設基準省令及び児童福祉施設基準条例

の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句に読み替えるものとする。

読み替える

児童福祉施

設基準条例

の規定

読み替えられる字句 読み替える字句

読み替える

児童福祉施

設基準条例

の規定

読み替えられる字句 読み替える字句

児童福祉施

設基準省令

第４条の見

出し及び同

条第２項

省略 第５条

設基準省令

第４条の見

出し及び同

条第２項

省略
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児童福祉施

設基準省令

第４条第１

項

省略 第５条第１

項

省略

児童福祉施

設基準省令

第５条第１

項

入所している者 省略 第６条第１

項

入所者等 省略

児童福祉施

設基準省令

第５条第２

項及び第１１

条第５項

省略 第６条第２

項及び第１５

条第５項

省略

児童福祉施

設基準省令

第５条第４

項及び第７

条の２第１

項

省略 第６条第４

項及び第９

条第１項

省略

児童福祉施

設基準省令

第９条の見

出し

入所した者 園児 第７条第１

項及び第２

項

入所者等 園児等

児童福祉施

設基準省令

第９条、第

１１条第２項

及 び 第 ３

項並びに第

１４条の３第

１項

入所している者 省略 第１１条、第

１５条第２項

及 び 第 ３

項、第２０条

並びに第２１

条第１項

入所者等 省略

児童福祉施

設基準省令

第９条

省略 第１１条 省略

児童福祉施

設基準省令

第９条の２

省略 第１２条 省略

児童福祉施

設基準省令

第９条の３

省略 第１３条 省略

入所中の児童等（法第

３３条の７に規定する児

童等をいう。以下この

条において同じ。）に

対し法 第４７条第１項

本文の規定により親権

を行う場合であつて懲

戒するとき又は同条第

３項

省略 入所中の児童等（法第

３３条の７に規定する児

童等をいう。以下この

条において同じ。）に

対し、法第４７条第１項

本文の規定により親権

を行う場合において懲

戒するとき又は同条第

３項

省略

その児童等 省略 当該児童等 省略

児童福祉施

設基準省令

第１１条第１

項

入所している者 省略 第１５条第１

項

入所者等 省略

第８条 設備運営基準条例第１４

条第２項において読み

替えて準用する第８条

第１０条 設備運営基準条例第１４

条第２項において読み

替えて準用する第１０条
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省略 省略

児童福祉施

設基準省令

第１４条の２

利用者 園児

児童福祉施

設基準省令

第１４条の３

第１項

省略 第２１条第１

項

省略

児童福祉施

設基準省令

第１４条の３

第３項

援助に関し、当該措置

又は助産の実施、母子

保護の実施若しくは保

育の提供若しくは法第

２４条第５項若しくは第

６項の規定による措置

に係る

省略 第２１条第３

項

援助に関し、当該措置

又は助産の実施、母子

保護の実施、保育

の提供若しくは法第

２４条第５項若しくは第

６項の規定による措置

に係る

省略

児童福祉施

設基準省令

第３２条の２

第１１条第１項 設備運営基準条例第１４

条第１項において読み

替えて準用する第１１条

第１項

第４６条 第１５条第１項 設備運営基準条例第１４

条第１項において読み

替えて準用する第１５条

第１項

幼児 省略 幼児 省略

乳幼児 園児

児童福祉施

設基準省令

第３６条

省略 第５０条 省略

児童福祉施

設基準条例

第４条第１

項

当該児童福祉施設の入

所者及び利用者（以下

「入 所 者 等」と い

う。）

園児

児童福祉施

設基準条例

第４条第２

項

入所者等 園児

２ 児童福祉施設基準省令第８条の規定は、幼保連携型認定こども

園の職員及び設備について準用する。この場合において、同条の

見出し中「他の社会福祉施設を併せて設置する」とあるのは、職

員については「他の学校又は社会福祉施設の職員を兼ねる」と、

設備については「他の学校、社会福祉施設等の設備を兼ねる」

と、「設備及び職員」とあるのは、職員については「職員」と、

設備については「設備」と、同条中「他の社会福祉施設を併せて

設置するときは、必要に応じ」とあるのは「その運営上必要と認

められる場合は、」と、「設備及び職員」とあるのは、職員につ

いては「職員」と、設備については「設備」と、「併せて設置す

る社会福祉施設」とあるのは、職員については「他の学校又は社

会福祉施設」と、設備については「他の学校、社会福祉施設等」

と、「入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所

している者の保護に直接従事する職員」とあるのは、職員につい

ては「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律第１４条第６項に規定する園児の保育に直接従事す

る職員」と、設備については「乳児室、ほふく室、保育室、遊戯

室又は便所」と読み替えるものとする。

２ 児童福祉施設基準条例第１０条の規定は、幼保連携型認定こども

園の職員及び設備について準用する。この場合において、同条の

見出し中「他の社会福祉施設を併せて設置する」とあるのは、職

員については「他の学校又は社会福祉施設の職員を兼ねる」と、

設備については「他の学校、社会福祉施設等の設備を兼ねる」

と、「設備及び職員」とあるのは、職員については「職員」と、

設備については「設備」と、同条中「他の社会福祉施設を併せて

設置するときは、必要に応じ」とあるのは「その運営上必要と認

められる場合は、」と、「設備及び職員」とあるのは、職員につ

いては「職員」と、設備については「設備」と、「併せて設置す

る社会福祉施設」とあるのは、職員については「他の学校又は社

会福祉施設」と、設備については「他の学校、社会福祉施設等」

と、「入所者等 の居室及び各施設に特有の設備並びに入所

者等 の保護に直接従事する職員」とあるのは、職員につい

ては「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律第１４条第６項に規定する園児の保育に直接従事す

る職員」と、設備については「乳児室、ほふく室、保育室、遊戯

室又は便所」と読み替えるものとする。
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�愛媛県条例第１４号
愛媛県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例を次のように公布する。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

愛媛県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年愛媛県条例第５１号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第２１条の５の４第１項第２号、第２１条の５の１５第３項第

１号（法第２１条の５の１６第４項及び第２１条の５の２０第２項において準用する場合を含む。）、第２１条の５の１７第１項各号並びに第２１条の

５の１９第１項及び第２項の規定に基づき、指定障害児通所支援事業者の指定等をすることができる者並びに指定通所支援の事業及び基準

該当通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

（定義）

第２条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

� 指定児童発達支援事業者 児童発達支援に係る指定通所支援（以下「指定児童発達支援」という。）の事業を行う者をいう。

� 指定児童発達支援事業所 指定児童発達支援事業者が指定児童発達支援の事業を行う事業所をいう。

� 指定医療型児童発達支援事業者 医療型児童発達支援に係る指定通所支援（以下「指定医療型児童発達支援」という。）の事業を行

う者をいう。

� 指定医療型児童発達支援事業所 指定医療型児童発達支援事業者が指定医療型児童発達支援の事業を行う事業所をいう。

� 指定放課後等デイサービス事業者 放課後等デイサービスに係る指定通所支援の事業を行う者をいう。

� 共生型障害児通所支援事業者 児童発達支援に係る共生型通所支援（法第２１条の５の１７第１項の申請に係る法第２１条の５の３第１項

の指定を受けた者による指定通所支援をいう。以下同じ。）の事業を行う者及び放課後等デイサービスに係る共生型通所支援の事業を

行う者をいう。

� 基準該当通所支援事業者 児童発達支援に係る基準該当通所支援の事業を行う者及び放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援

の事業を行う者をいう。

（指定障害児通所支援事業者の指定等をすることができる者）

第３条 法第２１条の５の１５第３項第１号（法第２１条の５の１６第４項及び第２１条の５の２０第２項において準用する場合を含む。）の条例で定

める者は、法人とする。ただし、医療型児童発達支援（病院又は診療所により行われるものに限る。）に係る法第２１条の５の３第１項の

指定の申請の場合は、この限りでない。

（人員、設備及び運営に関する基準）

第４条 指定通所支援の事業及び基準該当通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準は、次条及び第６条に定めるもののほか、児

童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第１５号）（同省令第４０条（同省令第

５４条の５、第５４条の９、第６４条、第７１条、第７１条の２及び第７１条の６において準用する場合を含む。）を除き、同省令の改正に係る経過

措置に関する規定を含む。）に定める基準をもって、その基準とする。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。

（非常災害対策）

第５条 指定児童発達支援事業者（児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援を提供する者を除

く。）、指定医療型児童発達支援事業者（児童発達支援センターである指定医療型児童発達支援事業所において、指定医療型児童発達支

援を提供する者を除く。）、指定放課後等デイサービス事業者、共生型障害児通所支援事業者及び基準該当通所支援事業者（以下この条

において「事業者」という。）は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害が発生した場合における

障害児の安全の確保のための体制、避難の方法等を定めた計画（以下「事業所防災計画」という。）を策定し、当該事業所の見やすい場

所に掲示しておかなければならない。

２ 事業者は、事業所防災計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携の体制並びに障害児を円滑に避難誘導する

ための体制を整備し、定期的に、これらの体制について従業者及び障害児に周知するとともに、避難、救出等の必要な訓練を行わなけれ

ばならない。

３ 事業者は、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

４ 事業者は、第２項の訓練の結果に基づき、事業所防災計画の検証を行うとともに、必要に応じて事業所防災計画の見直しを行うものと

する。

５ 事業者は、非常災害が発生した場合に備え、必要な食糧、飲料水、医薬品その他の生活物資の備蓄に努めなければならない。

第６条 指定児童発達支援事業者（児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援を提供する者に限

る。）及び指定医療型児童発達支援事業者（児童発達支援センターである指定医療型児童発達支援事業所において、指定医療型児童発達

支援を提供する者に限る。）（以下「事業者」という。）は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、地震、

風水害、当該事業所の周辺地域の環境、立地条件等から想定される災害等の非常災害ごとに、当該非常災害が発生した場合における障害

児の安全の確保のための体制、避難の方法等を定めた計画（以下「事業所個別防災計画」という。）を策定し、当該事業所の見やすい場

所に掲示しておかなければならない。
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２ 前項に定めるもののほか、事業者の非常災害対策については、前条第２項から第５項までの規定を準用する。この場合において、同条

第２項及び第４項中「事業所防災計画」とあるのは、「事業所個別防災計画」と読み替えるものとする。

（規則への委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第１５号
愛媛県指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例を次のように公布する。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

愛媛県指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年愛媛県条例第５２号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第２４条の９第３項（法第２４条の１０第４項及び第２４条の１３

第２項において準用する場合を含む。）において準用する法第２１条の５の１５第３項第１号並びに法第２４条の１２第１項及び第２項の規定に

基づき、指定障害児入所施設の指定等をすることができる者並びに指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準を定めるもの

とする。

（用語）

第２条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

（指定障害児入所施設の指定等をすることができる者）

第３条 法第２４条の９第３項（法第２４条の１０第４項及び第２４条の１３第２項において準用する場合を含む。）において準用する法第２１条の５

の１５第３項第１号の条例で定める者は、法人とする。

（人員、設備及び運営に関する基準）

第４条 指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等

の人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第１６号）（同省令第３７条（同省令第５７条において準用する場合を含む。）を

除き、同省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。）に定める基準をもって、その基準とする。この場合において、必要な技術的

読替えは、規則で定める。

（非常災害対策）

第５条 指定障害児入所施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、地震、風水害、当該指定障害児入所施

設の周辺地域の環境、立地条件等から想定される災害等の非常災害ごとに、当該非常災害が発生した場合における障害児の安全の確保の

ための体制、避難の方法等を定めた計画（以下「施設防災計画」という。）を策定し、当該指定障害児入所施設の見やすい場所に掲示し

ておかなければならない。

２ 指定障害児入所施設は、施設防災計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携の体制並びに障害児を円滑に避

難誘導するための体制を整備し、定期的に、これらの体制について従業者及び障害児に周知するとともに、避難、救出等の必要な訓練を

行わなければならない。

３ 指定障害児入所施設は、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

４ 指定障害児入所施設は、第２項の訓練の結果に基づき、施設防災計画の検証を行うとともに、必要に応じて施設防災計画の見直しを行

うものとする。

５ 指定障害児入所施設は、非常災害が発生した場合に従業者及び障害児が当該指定障害児入所施設において当面の避難生活をすることが

できるよう、必要な食糧、飲料水、医薬品その他の生活物資の備蓄に努めなければならない。

（規則への委任）

第６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第１６号
愛媛県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例を次のように公布する。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

愛媛県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年愛媛県条例第５３号）の全部を改正す
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（趣旨）

第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第３０

条第１項第２号イ、第３６条第３項第１号（法第３７条第２項及び第４１条第４項において準用する場合を含む。）、第４１条の２第１項各号並

びに第４３条第１項及び第２項の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者の指定等をすることができる者並びに指定障害福祉サービス

の事業及び基準該当障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

（定義）

第２条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

� 自立訓練（機能訓練） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成１８年厚生労働省令第１９号。以

下「省令」という。）第６条の６第１号に規定する自立訓練（機能訓練）をいう。

� 自立訓練（生活訓練） 省令第６条の６第２号に規定する自立訓練（生活訓練）をいう。

� 就労継続支援Ａ型 省令第６条の１０第１号に規定する就労継続支援Ａ型をいう。

� 就労継続支援Ｂ型 省令第６条の１０第２号に規定する就労継続支援Ｂ型をいう。

� 共生型障害福祉サービス 法第４１条の２第１項の申請に係る法第２９条第１項の指定を受けた者による指定障害福祉サービスをいう。

� 特定基準該当障害福祉サービス 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事

業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７１号。以下「基準省令」という。）第２１９条の厚生労働大臣が定め

る離島その他の地域であり、かつ、障害福祉サービスが提供されていないこと等により障害福祉サービスを利用することが困難な地域

であって、将来的にも利用者の確保の見込みがないと知事が認めるものにおける生活介護に係る基準該当障害福祉サービス、自立訓練

（機能訓練）に係る基準該当障害福祉サービス、自立訓練（生活訓練）（省令第２５条第７号に規定する宿泊型自立訓練を除く。）に係

る基準該当障害福祉サービス又は就労継続支援Ｂ型に係る基準該当障害福祉サービスをいう。

� 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者及び障害児をいう。

（指定障害福祉サービス事業者の指定等をすることができる者）

第３条 法第３６条第３項第１号（法第３７条第２項及び法第４１条第４項において準用する場合を含む。）の条例で定める者は、法人とする。

ただし、療養介護又は短期入所（病院又は診療所により行われるものに限る。）に係る法第２９条第１項の規定による指定の申請について

は、この限りでない。

（人員、設備及び運営に関する基準）

第４条 指定障害福祉サービスの事業及び基準該当障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、次条に定めるもののほ

か、基準省令（基準省令第７０条（基準省令第９３条、第９３条の５、第１２５条、第１２５条の４、第１６２条、第１６２条の４、第１７１条、第１７１条の４、

第１８４条、第１９７条、第２０２条、第２０６条、第２１３条、第２１３条の１１、第２１３条の２２及び第２２３条第１項において準用する場合を含む。）を除き、

基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。）に定める基準をもって、その基準とする。この場合において、必要な技術的読替

えは、規則で定める。

（非常災害対策）

第５条 療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支

援Ｂ型又は共同生活援助に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者、生活介護、短期入所、自立訓練（機能訓練）又は自立訓練（生活

訓練）に係る共生型障害福祉サービスの事業を行う者、就労継続支援Ｂ型に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う者及び特定基準

該当障害福祉サービスの事業のうち２以上の事業を一体的に行う事業者（以下「事業者」と総称する。）は、消火設備その他の非常災害

に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害が発生した場合における利用者の安全の確保のための体制、避難の方法等を定めた計画

（以下「事業所防災計画」という。）を策定し、当該事業所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

２ 事業者は、事業所防災計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携の体制並びに利用者を円滑に避難誘導する

ための体制を整備し、定期的に、これらの体制について従業者及び利用者に周知するとともに、避難、救出等の必要な訓練を行わなけれ

ばならない。

３ 事業者は、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

４ 事業者は、第２項の訓練の結果に基づき、事業所防災計画の検証を行うとともに、必要に応じて事業所防災計画の見直しを行うものと

する。

５ 事業者は、非常災害が発生した場合に従業者及び利用者が当該事業所において当面の避難生活をすることができるよう、必要な食糧、

飲料水、医薬品その他の生活物資の備蓄に努めなければならない。

（規則への委任）

第６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第１７号
愛媛県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例を次のように公布する。

愛 媛 県 報令和３年３月２６日 第１９２号外１
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令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

愛媛県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年愛媛県条例第５４号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第３８

条第３項（法第３９条第２項及び第４１条第４項において準用する場合を含む。）において準用する法第３６条第３項第１号並びに法第４４条第

１項及び第２項の規定に基づき、指定障害者支援施設の指定等を受けることができる者並びに指定障害者支援施設の人員、設備及び運営

に関する基準を定めるものとする。

（用語）

第２条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

（指定障害者支援施設の指定等をすることができる者）

第３条 法第３８条第３項（法第３９条第２項及び第４１条第４項において準用する場合を含む。）において準用する法第３６条第３項第１号の条

例で定める者は、法人とする。

（人員、設備及び運営に関する基準）

第４条 指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７２号）（同省令第４４

条を除き、同省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。）に定める基準をもって、その基準とする。この場合において、必要な技

術的読替えは、規則で定める。

（非常災害対策）

第５条 指定障害者支援施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、地震、風水害、当該指定障害者支援施

設の周辺地域の環境、立地条件等から想定される災害等の非常災害ごとに、当該非常災害が発生した場合における利用者（障害福祉サー

ビスを利用する障害者をいう。以下同じ。）の安全の確保のための体制、避難の方法等を定めた計画（以下「施設防災計画」という。）

を策定し、当該指定障害者支援施設の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

２ 指定障害者支援施設は、施設防災計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携の体制並びに利用者を円滑に避

難誘導するための体制を整備し、定期的に、これらの体制について従業者及び利用者に周知するとともに、避難、救出等の必要な訓練を

行わなければならない。

３ 指定障害者支援施設は、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

４ 指定障害者支援施設は、第２項の訓練の結果に基づき、施設防災計画の検証を行うとともに、必要に応じて施設防災計画の見直しを行

うものとする。

５ 指定障害者支援施設は、非常災害が発生した場合に従業者及び利用者が当該指定障害者支援施設において当面の避難生活をすることが

できるよう、必要な食糧、飲料水、医薬品その他の生活物資の備蓄に努めなければならない。

（規則への委任）

第６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第１８号
愛媛県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように公布する。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

愛媛県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年愛媛県条例第５５号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第８０

条第１項の規定に基づき、障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

（用語）

第２条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

（設備及び運営に関する基準）

第３条 障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７４号）（同省令第８条（同省令

第５０条、第５５条、第６１条、第７０条、第８５条及び第８８条において準用する場合を含む。）を除き、同省令の改正に係る経過措置に関する規

定を含む。）に定める基準をもって、その基準とする。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。

愛 媛 県 報令和３年３月２６日 第１９２号外１
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（非常災害対策）

第４条 障害福祉サービス事業を行う者（以下「障害福祉サービス事業者」という。）は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

を設けるとともに、非常災害が発生した場合における利用者（障害福祉サービスを利用する障害者をいう。以下同じ。）の安全の確保の

ための体制、避難の方法等を定めた計画（以下「事業所防災計画」という。）を策定し、当該事業所の見やすい場所に掲示しておかなけ

ればならない。

２ 障害福祉サービス事業者は、事業所防災計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携の体制並びに利用者を円

滑に避難誘導するための体制を整備し、定期的に、これらの体制について職員及び利用者に周知するとともに、避難、救出等の必要な訓

練を行わなければならない。

３ 障害福祉サービス事業者は、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

４ 障害福祉サービス事業者は、第２項の訓練の結果に基づき、事業所防災計画の検証を行うとともに、必要に応じて事業所防災計画の見

直しを行うものとする。

５ 障害福祉サービス事業者は、非常災害が発生した場合に職員及び利用者が当該事業所において当面の避難生活をすることができるよう、

必要な食糧、飲料水、医薬品その他の生活物資の備蓄に努めなければならない。

（規則への委任）

第５条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第１９号
愛媛県地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように公布する。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例

愛媛県地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年愛媛県条例第５６号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第８０

条第１項の規定に基づき、地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

（用語）

第２条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

（設備及び運営に関する基準）

第３条 地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７５号）（同省令第４条を除き、

同省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。）に定める基準をもって、その基準とする。

（非常災害対策）

第４条 地域活動支援センターは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害が発生した場合における利

用者（地域活動支援センターを利用する障害者及び障害児をいう。以下同じ。）の安全の確保のための体制、避難の方法等を定めた計画

（以下「施設防災計画」という。）を策定し、当該地域活動支援センターの見やすい場所に掲示しておかなければならない。

２ 地域活動支援センターは、施設防災計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携の体制並びに利用者を円滑に

避難誘導するための体制を整備し、定期的に、これらの体制について職員及び利用者に周知するとともに、避難、救出等の必要な訓練を

行わなければならない。

３ 地域活動支援センターは、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

４ 地域活動支援センターは、第２項の訓練の結果に基づき、施設防災計画の検証を行うとともに、必要に応じて施設防災計画の見直しを

行うものとする。

５ 地域活動支援センターは、非常災害が発生した場合に備え、必要な食糧、飲料水、医薬品その他の生活物資の備蓄に努めなければなら

ない。

附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第２０号
愛媛県福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように公布する。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛 媛 県 報令和３年３月２６日 第１９２号外１
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愛媛県福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

愛媛県福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年愛媛県条例第５７号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第８０

条第１項の規定に基づき、福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

（用語）

第２条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

（設備及び運営に関する基準）

第３条 福祉ホームの設備及び運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７６号）（同省令第５条を除き、同省令の改正に係る経

過措置に関する規定を含む。）に定める基準をもって、その基準とする。

（非常災害対策）

第４条 福祉ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、地震、風水害、当該福祉ホームの周辺地域の環

境、立地条件等から想定される災害等の非常災害ごとに、当該非常災害が発生した場合における利用者（福祉ホームを利用する障害者を

いう。以下同じ。）の安全の確保のための体制、避難の方法等を定めた計画（以下「施設防災計画」という。）を策定し、当該福祉ホー

ムの見やすい場所に掲示しておかなければならない。

２ 福祉ホームは、施設防災計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携の体制並びに利用者を円滑に避難誘導す

るための体制を整備し、定期的に、これらの体制について職員及び利用者に周知するとともに、避難、救出等の必要な訓練を行わなけれ

ばならない。

３ 福祉ホームは、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

４ 福祉ホームは、第２項の訓練の結果に基づき、施設防災計画の検証を行うとともに、必要に応じて施設防災計画の見直しを行うものと

する。

５ 福祉ホームは、非常災害が発生した場合に職員及び利用者が当該福祉ホームにおいて当面の避難生活をすることができるよう、必要な

食糧、飲料水、医薬品その他の生活物資の備蓄に努めなければならない。

附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第２１号
愛媛県障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように公布する。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

愛媛県障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年愛媛県条例第５８号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第８４

条第１項の規定に基づき、障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

（用語）

第２条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

（設備及び運営に関する基準）

第３条 障害者支援施設の設備及び運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７７号）（同省令第７条を除き、同省令の改正

に係る経過措置に関する規定を含む。）に定める基準をもって、その基準とする。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定

める。

（非常災害対策）

第４条 障害者支援施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、地震、風水害、当該障害者支援施設の周辺

地域の環境、立地条件等から想定される災害等の非常災害ごとに、当該非常災害が発生した場合における利用者（障害福祉サービスを利

用する障害者をいう。以下同じ。）の安全の確保のための体制、避難の方法等を定めた計画（以下「施設防災計画」という。）を策定し、

当該障害者支援施設の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

２ 障害者支援施設は、施設防災計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携の体制並びに利用者を円滑に避難誘

導するための体制を整備し、定期的に、これらの体制について職員及び利用者に周知するとともに、避難、救出等の必要な訓練を行わな

ければならない。

３ 障害者支援施設は、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

４ 障害者支援施設は、第２項の訓練の結果に基づき、施設防災計画の検証を行うとともに、必要に応じて施設防災計画の見直しを行うも
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のとする。

５ 障害者支援施設は、非常災害が発生した場合に職員及び利用者が当該障害者支援施設において当面の避難生活をすることができるよう、

必要な食糧、飲料水、医薬品その他の生活物資の備蓄に努めなければならない。

（規則への委任）

第５条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第２２号
愛媛県高齢者施策推進基金条例を次のように公布する。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県高齢者施策推進基金条例

（設置）

第１条 高齢者を支援するための施策を推進するため、高齢者施策推進基金（以下「基金」という。）を設置する。

（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）で定める額とする。

（管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

（運用益金の処理）

第４条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入する。

（処分）

第５条 基金は、第１条の目的を達成するための事業に要する経費に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

（繰替運用）

第６条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替

えて運用することができる。

（委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第２３号
愛媛県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように公布する。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

愛媛県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年愛媛県条例第５９号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この条例は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第６５条第１項の規定に基づき、軽費老人ホーム（老人福祉法（昭和３８年法律第

１３３号）第２０条の６に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。）の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

（設備及び運営に関する基準）

第２条 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成２０

年厚生労働省令第１０７号）（同省令第８条（同省令附則第１０条において準用する場合を含む。）を除き、同省令の改正に係る経過措置に

関する規定を含む。）に定める基準をもって、その基準とする。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。

（非常災害対策）

第３条 軽費老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害が発生した場合における入所者の

安全の確保のための体制、避難の方法等を定めた計画（以下「施設防災計画」という。）を策定し、当該軽費老人ホームの見やすい場所

に掲示しておかなければならない。

２ 軽費老人ホームは、施設防災計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携の体制並びに入所者を円滑に避難誘

導するための体制を整備し、定期的に、これらの体制について職員及び入所者に周知するとともに、避難、救出等の必要な訓練を行わな

ければならない。

３ 軽費老人ホームは、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
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４ 軽費老人ホームは、第２項の訓練の結果に基づき、施設防災計画の検証を行うとともに、必要に応じて施設防災計画の見直しを行うも

のとする。

５ 軽費老人ホームは、非常災害が発生した場合に職員及び入所者が当該軽費老人ホームにおいて当面の避難生活をすることができるよう、

必要な食糧、飲料水、医薬品その他の生活物資の備蓄に努めなければならない。

（規則への委任）

第４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第２４号
愛媛県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように公布する。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

愛媛県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年愛媛県条例第６０号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この条例は、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１７条第１項の規定に基づき、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を

定めるものとする。

（用語）

第２条 この条例で使用する用語は、老人福祉法で使用する用語の例による。

（設備及び運営に関する基準）

第３条 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（昭和４１

年厚生省令第１９号）（同省令第８条を除き、同省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。）に定める基準をもって、その基準とす

る。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。

（非常災害対策）

第４条 養護老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害が発生した場合における入所者の

安全の確保のための体制、避難の方法等を定めた計画（以下「施設防災計画」という。）を策定し、当該養護老人ホームの見やすい場所

に掲示しておかなければならない。

２ 養護老人ホームは、施設防災計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携の体制並びに入所者を円滑に避難誘

導するための体制を整備し、定期的に、これらの体制について職員及び入所者に周知するとともに、避難、救出等の必要な訓練を行わな

ければならない。

３ 養護老人ホームは、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

４ 養護老人ホームは、第２項の訓練の結果に基づき、施設防災計画の検証を行うとともに、必要に応じて施設防災計画の見直しを行うも

のとする。

５ 養護老人ホームは、非常災害が発生した場合に職員及び入所者が当該養護老人ホームにおいて当面の避難生活をすることができるよう、

必要な食糧、飲料水、医薬品その他の生活物資の備蓄に努めなければならない。

（規則への委任）

第５条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第２５号
愛媛県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように公布する。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

愛媛県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年愛媛県条例第６１号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この条例は、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１７条第１項の規定に基づき、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基

準を定めるものとする。

（用語）

第２条 この条例で使用する用語は、老人福祉法で使用する用語の例による。
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（設備及び運営に関する基準）

第３条 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

（平成１１年厚生省令第４６号）（同省令第８条（同省令第４２条、第５９条及び第６３条において準用する場合を含む。）を除き、同省令の改正

に係る経過措置に関する規定を含む。）に定める基準をもって、その基準とする。この場合において、同省令第１１条第４項第１号イ及び

第５５条第４項第１号イ中「入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、２人」とあるのは「入所者相互の視線の遮断その他の

入所者のプライバシーの保護に配慮する措置が講じられていると認められる場合は、２人以上４人以下」と、同省令第５６条第６項及び第

８項中「常勤換算方法で１以上とする」とあるのは「この限りでない」とするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

（非常災害対策）

第４条 特別養護老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、地震、風水害、当該特別養護老人ホー

ムの周辺地域の環境、立地条件等から想定される災害等の非常災害ごとに、当該非常災害が発生した場合における入所者の安全の確保の

ための体制、避難の方法等を定めた計画（以下「施設防災計画」という。）を策定し、当該特別養護老人ホームの見やすい場所に掲示し

ておかなければならない。

２ 特別養護老人ホームは、施設防災計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携の体制並びに入所者を円滑に避

難誘導するための体制を整備し、定期的に、これらの体制について職員及び入所者に周知するとともに、避難、救出等の必要な訓練を行

わなければならない。

３ 特別養護老人ホームは、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

４ 特別養護老人ホームは、第２項の訓練の結果に基づき、施設防災計画の検証を行うとともに、必要に応じて施設防災計画の見直しを行

うものとする。

５ 特別養護老人ホームは、非常災害が発生した場合に職員及び入所者が当該特別養護老人ホームにおいて当面の避難生活をすることがで

きるよう、必要な食糧、飲料水、医薬品その他の生活物資の備蓄に努めなければならない。

（規則への委任）

第５条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第２６号
愛媛県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例を次のように公布する。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

愛媛県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年愛媛県条例第６２号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第４２条第１項第２号、第７０条第２項第１号（法第７０条の

２第４項において準用する場合を含む。）、第７２条の２第１項各号並びに第７４条第１項及び第２項の規定に基づき、指定居宅サービス事

業者の指定等をすることができる者並びに指定居宅サービスの事業及び基準該当居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定めるものとする。

（定義）

第２条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

� 指定通所介護 指定居宅サービスに該当する通所介護をいう。

� 共生型通所介護 通所介護に係る共生型居宅サービス（法第７２条の２第１項の申請に係る法第４１条第１項本文の指定を受けた者によ

る指定居宅サービスをいう。以下同じ。）をいう。

� 基準該当通所介護 基準該当居宅サービスに該当する通所介護又はこれに相当するサービスをいう。

� 指定通所リハビリテーション 指定居宅サービスに該当する通所リハビリテーションをいう。

� 指定短期入所生活介護 指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護をいう。

� 共生型短期入所生活介護 短期入所生活介護に係る共生型居宅サービスをいう。

� 基準該当短期入所生活介護 基準該当居宅サービスに該当する短期入所生活介護又はこれに相当するサービスをいう。

� 指定短期入所療養介護 指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護をいう。

	 指定特定施設入居者生活介護 指定居宅サービスに該当する特定施設入居者生活介護をいう。

（指定居宅サービス事業者の指定等をすることができる者）

第３条 法第７０条第２項第１号（法第７０条の２第４項において準用する場合を含む。）の条例で定める者は、法人とする。ただし、病院等

により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション

若しくは短期入所療養介護に係る法第４１条第１項の指定の申請の場合は、この限りでない。

（人員、設備及び運営に関する基準）

愛 媛 県 報令和３年３月２６日 第１９２号外１

１０５



��������������

第４条 指定居宅サービスの事業及び基準該当居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、指定

居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号）（同省令第１０３条（同省令第１０５条の３、第１０９条、

第１１９条、第１４０条（同省令第１４０条の１３において準用する場合を含む。）、第１４０条の１５、第１４０条の３２、第１５５条（同省令第１５５条の１２に

おいて準用する場合を含む。）、第１９２条及び第１９２条の１２において準用する場合を含む。）を除き、同省令の改正に係る経過措置に関す

る規定を含む。）に定める基準をもって、その基準とする。この場合において、同省令第３９条第２項（同省令第３９条の３及び第４３条にお

いて準用する場合を含む。）、第５３条の３第２項（同省令第５８条において準用する場合を含む。）、第７３条の２第２項、第８２条の２第２

項、第９０条の２第２項、第１０４条の４第２項（同省令第１０５条の３及び第１０９条において準用する場合を含む。）、第１１８条の２第２項、第

１３９条の２第２項（同省令第１４０条の１３、第１４０条の１５及び第１４０条の３２において準用する場合を含む。）、第１５４条の２第２項（同省令第

１５５条の１２において準用する場合を含む。）、第１９１条の３第２項、第１９２条の１１第２項、第２０４条の２第２項（同省令第２０６条において準

用する場合を含む。）及び第２１５条第２項中「２年間」とあるのは「５年間」と、同省令第１８１条第２項（同省令第１９２条の１２において準

用する場合を含む。）中「記録しなければならない」とあるのは「記録するとともに、当該利用者から申出があったときは、当該利用者

に対し、記録したサービスの内容等を文書により提供しなければならない」とするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

（非常災害対策）

第５条 指定通所介護、共生型通所介護、基準該当通所介護、指定通所リハビリテーション、指定短期入所生活介護、共生型短期入所生活

介護、基準該当短期入所生活介護、指定短期入所療養介護又は指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者（以下「事業者」という。）

は、非常災害が発生した場合における利用者の安全の確保のための体制、避難の方法等を定めた計画（以下「事業所防災計画」とい

う。）を策定し、当該事業所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

２ 事業者は、事業所防災計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携の体制並びに利用者を円滑に避難誘導する

ための体制を整備し、定期的に、これらの体制について従業者及び利用者に周知するとともに、避難、救出等の必要な訓練を行わなけれ

ばならない。

３ 事業者は、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

４ 事業者は、第２項の訓練の結果に基づき、事業所防災計画の検証を行うとともに、必要に応じて事業所防災計画の見直しを行うものと

する。

５ 事業者は、非常災害が発生した場合に従業者及び利用者が当該事業所において当面の避難生活をすることができるよう、必要な食糧、

飲料水、医薬品その他の生活物資の備蓄に努めなければならない。

（規則への委任）

第６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第２７号
愛媛県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準等を定める条例を次のように公布する。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準等を定める条例

愛媛県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準等を定める条例（平成２４年愛媛県条例第６３号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第５４条第１項第２号、第１１５条の２第２項第１号（法第

１１５条の１１において読み替えて準用する法第７０条の２第４項において準用する場合を含む。）、第１１５条の２の２第１項各号並びに第１１５

条の４第１項及び第２項の規定に基づき、指定介護予防サービス事業者の指定等をすることができる者、指定介護予防サービスの事業及

び基準該当介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービスに係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

（定義）

第２条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

� 指定介護予防通所リハビリテーション 指定介護予防サービスに該当する介護予防通所リハビリテーションをいう。

� 指定介護予防短期入所生活介護 指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護をいう。

� 共生型介護予防短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護に係る共生型介護予防サービス（法第１１５条の２の２第１項の申請に

係る法第５３条第１項本文の指定を受けた者による指定介護予防サービスをいう。）をいう。

� 基準該当介護予防短期入所生活介護 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護又はこれに相当するサービス

をいう。
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� 指定介護予防短期入所療養介護 指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所療養介護をいう。

� 指定介護予防特定施設入居者生活介護 指定介護予防サービスに該当する介護予防特定施設入居者生活介護をいう。

（指定介護予防サービス事業者の指定等をすることができる者）

第３条 法第１１５条の２第２項第１号（法第１１５条の１１において読み替えて準用する法第７０条の２第４項において準用する場合を含む。）の

条例で定める者は、法人とする。ただし、病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護

予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る法第５３条

第１項本文の指定の申請の場合は、この限りでない。

（人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準）

第４条 指定介護予防サービスの事業及び基準該当介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに指定介護予防サービ

ス及び基準該当介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、次条に定めるもののほか、指定介護予防

サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成

１８年厚生労働省令第３５号）（同省令第１２０条の４（同省令第１４２条（同省令第１５９条において準用する場合を含む。）、第１６６条、第１８５条、

第１９５条（同省令第２１０条において準用する場合を含む。）、第２４５条及び第２６２条において準用する場合を含む。）を除き、同省令の改正

に係る経過措置に関する規定を含む。）に定める基準をもって、その基準とする。この場合において、同省令第５４条第２項（同省令第６１

条において準用する場合を含む。）、第７３条第２項、第８３条第２項、第９２条第２項、第１２２条第２項、第１４１条第２項（同省令第１５９条、

第１６６条及び第１８５条において準用する場合を含む。）、第１９４条第２項（同省令第２１０条において準用する場合を含む。）、第２４４条第２

項、第２６１条第２項、第２７５条第２項（同省令第２８０条において準用する場合を含む。）及び第２８８条第２項中「２年間」とあるのは「５年

間」と、同省令第２３７条第２項（同省令第２６２条において準用する場合を含む。）中「記録しなければならない」とあるのは「記録すると

ともに、当該利用者から申出があったときは、当該利用者に対し、記録したサービスの内容等を文書により提供しなければならない」と

するほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

（非常災害対策）

第５条 指定介護予防通所リハビリテーション、指定介護予防短期入所生活介護、共生型介護予防短期入所生活介護、基準該当介護予防短

期入所生活介護、指定介護予防短期入所療養介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う者（以下「事業者」という。）

は、非常災害が発生した場合における利用者の安全の確保のための体制、避難の方法等を定めた計画（以下「事業所防災計画」とい

う。）を策定し、当該事業所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

２ 事業者は、事業所防災計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携の体制並びに利用者を円滑に避難誘導する

ための体制を整備し、定期的に、これらの体制について従業者及び利用者に周知するとともに、避難、救出等の必要な訓練を行わなけれ

ばならない。

３ 事業者は、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

４ 事業者は、第２項の訓練の結果に基づき、事業所防災計画の検証を行うとともに、必要に応じて事業所防災計画の見直しを行うものと

する。

５ 事業者は、非常災害が発生した場合に従業者及び利用者が当該事業所において当面の避難生活をすることができるよう、必要な食糧、

飲料水、医薬品その他の生活物資の備蓄に努めなければならない。

（規則への委任）

第６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第２８号
愛媛県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例を次のように公布する。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

愛媛県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年愛媛県条例第６４号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８６条第１項並びに第８８条第１項及び第２項の規定に基づき、指定介護老人福

祉施設の指定に必要な入所定員並びに指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

（用語）

第２条 この条例で使用する用語は、介護保険法で使用する用語の例による。

（入所定員）

第３条 介護保険法第８６条第１項の条例で定める数は、３０人以上とする。

（人員、設備及び運営に関する基準）

第４条 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び
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運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３９号）（同省令第２６条（同省令第４９条において準用する場合を含む。）を除き、同省令の改正に

係る経過措置に関する規定を含む。）に定める基準をもって、その基準とする。この場合において、同省令第３条第１項第１号イ中「入

所者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、２人」とあるのは「入所者相互の視線の遮断その他の入所者のプ

ライバシーの保護に配慮する措置が講じられていると認められる場合は、２人以上４人以下」と、同省令第８条第２項（同省令第４９条に

おいて準用する場合を含む。）中「記録しなければならない」とあるのは「記録するとともに、当該入所者から申出があったときは、当

該入所者に対し、記録したサービスの内容等を文書により提供しなければならない」と、同省令第３７条第２項（同省令第４９条において準

用する場合を含む。）中「２年間」とあるのは「５年間」とするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

（非常災害対策）

第５条 指定介護老人福祉施設は、地震、風水害、当該指定介護老人福祉施設の周辺地域の環境、立地条件等から想定される災害等の非常

災害ごとに、当該非常災害が発生した場合における入所者の安全の確保のための体制、避難の方法等を定めた計画（以下「施設防災計

画」という。）を策定し、当該指定介護老人福祉施設の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

２ 指定介護老人福祉施設は、施設防災計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携の体制並びに入所者を円滑に

避難誘導するための体制を整備し、定期的に、これらの体制について従業者及び入所者に周知するとともに、避難、救出等の必要な訓練

を行わなければならない。

３ 指定介護老人福祉施設は、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

４ 指定介護老人福祉施設は、第２項の訓練の結果に基づき、施設防災計画の検証を行うとともに、必要に応じて施設防災計画の見直しを

行うものとする。

５ 指定介護老人福祉施設は、非常災害が発生した場合に従業者及び入所者が当該指定介護老人福祉施設において当面の避難生活をするこ

とができるよう、必要な食糧、飲料水、医薬品その他の生活物資の備蓄に努めなければならない。

（規則への委任）

第６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第２９号
愛媛県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例を次のように公布する。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例

愛媛県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成２４年愛媛県条例第６５号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第９７条第１項から第３項までの規定に基づき、介護老人保健施設の人員、施設

及び設備並びに運営に関する基準を定めるものとする。

（用語）

第２条 この条例で使用する用語は、介護保険法で使用する用語の例による。

（人員、施設及び設備並びに運営に関する基準）

第３条 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、介護老人保健施設の人員、施設及

び設備並びに運営に関する基準（平成１１年厚生省令第４０号）（同省令第２８条（同省令第５０条において準用する場合を含む。）を除き、同

省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。）に定める基準をもって、その基準とする。この場合において、同省令第９条第２項

（同省令第５０条において準用する場合を含む。）中「記録しなければならない」とあるのは「記録するとともに、当該入所者から申出が

あったときは、当該入所者に対し、記録したサービスの内容等を文書により提供しなければならない」と、同省令第３８条第２項（同省令

第５０条において準用する場合を含む。）中「２年間」とあるのは「５年間」とするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

（非常災害対策）

第４条 介護老人保健施設は、地震、風水害、当該介護老人保健施設の周辺地域の環境、立地条件等から想定される災害等の非常災害ごと

に、当該非常災害が発生した場合における入所者の安全の確保のための体制、避難の方法等を定めた計画（以下「施設防災計画」とい

う。）を策定し、当該介護老人保健施設の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

２ 介護老人保健施設は、施設防災計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携の体制並びに入所者を円滑に避難

誘導するための体制を整備し、定期的に、これらの体制について従業者及び入所者に周知するとともに、避難、救出等の必要な訓練を行

わなければならない。

３ 介護老人保健施設は、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

４ 介護老人保健施設は、第２項の訓練の結果に基づき、施設防災計画の検証を行うとともに、必要に応じて施設防災計画の見直しを行う

ものとする。

５ 介護老人保健施設は、非常災害が発生した場合に従業者及び入所者が当該介護老人保健施設において当面の避難生活をすることができ
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るよう、必要な食糧、飲料水、医薬品その他の生活物資の備蓄に努めなければならない。

（規則への委任）

第５条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第３０号
愛媛県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように公布する。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

愛媛県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年愛媛県条例第６６号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有

するものとされる同法第２６条の規定による改正前の介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「旧法」という。）第１１０条第１項及び第２

項の規定に基づき、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

（用語）

第２条 この条例で使用する用語は、旧法で使用する用語の例による。

（人員、設備及び運営に関する基準）

第３条 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、健康保険法等の一部を改正する法律

（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされる健康保険法等の一部を改正する法律の

一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令（平成２４年厚生労働省令第１０号）第１条の規定による廃止前の指定介護療養型

医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第４１号）（同省令第２７条（同省令第５０条において準用する場合を含

む。）を除き、同省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。）に定める基準をもって、その基準とする。この場合において、同省

令第１０条第２項（同省令第５０条において準用する場合を含む。）中「記録しなければならない」とあるのは「記録するとともに、当該患

者から申出があったときは、当該患者に対し、記録したサービスの内容等を文書により提供しなければならない」と、同省令第３６条第２

項（同省令第５０条において準用する場合を含む。）中「２年間」とあるのは「５年間」とするほか、必要な技術的読替えは、規則で定め

る。

（非常災害対策）

第４条 指定介護療養型医療施設は、地震、風水害、当該指定介護療養型医療施設の周辺地域の環境、立地条件等から想定される災害等の

非常災害ごとに、当該非常災害が発生した場合における入院患者の安全の確保のための体制、避難の方法等を定めた計画（以下「施設防

災計画」という。）を策定し、当該指定介護療養型医療施設の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

２ 指定介護療養型医療施設は、施設防災計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携の体制並びに入院患者を円

滑に避難誘導するための体制を整備し、定期的に、これらの体制について従業者及び入院患者に周知するとともに、避難、救出等の必要

な訓練を行わなければならない。

３ 指定介護療養型医療施設は、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

４ 指定介護療養型医療施設は、第２項の訓練の結果に基づき、施設防災計画の検証を行うとともに、必要に応じて施設防災計画の見直し

を行うものとする。

５ 指定介護療養型医療施設は、非常災害が発生した場合に従業者及び入院患者が当該指定介護療養型医療施設において当面の避難生活を

することができるよう、必要な食糧、飲料水、医薬品その他の生活物資の備蓄に努めなければならない。

（規則への委任）

第５条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第３１号
愛媛県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例を次のように公布する。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例

愛媛県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成３０年愛媛県条例第１７号）の全部を改正する。

（趣旨）
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第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１１条第１項から第３項までの規定に基づき、介護医療院の人員、施設及び設

備並びに運営に関する基準を定めるものとする。

（用語）

第２条 この条例で使用する用語は、介護保険法で使用する用語の例による。

（人員、施設及び設備並びに運営に関する基準）

第３条 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、介護医療院の人員、施設及び設備並びに

運営に関する基準（平成３０年厚生労働省令第５号）（同省令第３２条（同省令第５４条において準用する場合を含む。）を除き、同省令の改

正に係る経過措置に関する規定を含む。）に定める基準をもって、その基準とする。この場合において、同省令第１３条第２項（同省令第

５４条において準用する場合を含む。）中「記録しなければならない」とあるのは「記録するとともに、当該入所者から申出があったとき

は、当該入所者に対し、記録したサービスの内容等を文書により提供しなければならない」と、同省令第４２条第２項（同省令第５４条にお

いて準用する場合を含む。）中「２年間」とあるのは「５年間」とするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

（非常災害対策）

第４条 介護医療院は、地震、風水害、当該介護医療院の周辺地域の環境、立地条件等から想定される災害等の非常災害ごとに、当該非常

災害が発生した場合における入所者の安全の確保のための体制、避難の方法等を定めた計画（以下「施設防災計画」という。）を策定し、

当該介護医療院の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

２ 介護医療院は、施設防災計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携の体制並びに入所者を円滑に避難誘導す

るための体制を整備し、定期的に、これらの体制について従業者及び入所者に周知するとともに、避難、救出等の必要な訓練を行わなけ

ればならない。

３ 介護医療院は、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

４ 介護医療院は、第２項の訓練の結果に基づき、施設防災計画の検証を行うとともに、必要に応じて施設防災計画の見直しを行うものと

する。

５ 介護医療院は、非常災害が発生した場合に従業者及び入所者が当該介護医療院において当面の避難生活をすることができるよう、必要

な食糧、飲料水、医薬品その他の生活物資の備蓄に努めなければならない。

（規則への委任）

第５条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第３２号
愛媛県県道の構造の技術的基準等を定める条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県県道の構造の技術的基準等を定める条例の一部を改正する条例

愛媛県県道の構造の技術的基準等を定める条例（平成２４年愛媛県条例第７４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

目次

第１章 省略

第２章 県道の構造の技術的基準（第４条―第４５条）

第３章 道路標識の寸法（第４６条）

第４章 雑則（第４７条）

附則

（交通安全施設）

第３３条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横

断歩道橋等、自動運行補助施設、柵、照明施設、視線誘導標、緊

急連絡施設その他これらに類する施設で省令第３条に掲げるもの

を設けるものとする。

第４４条 省略

（歩行者利便増進道路）

第４５条 歩行者利便増進道路に設けられる歩道若しくは自転車歩行

者道又は歩行者利便増進道路である自転車歩行者専用道路若しく

目次

第１章 省略

第２章 県道の構造の技術的基準（第４条―第４４条）

第３章 道路標識の寸法（第４５条）

第４章 雑則（第４６条）

附則

（交通安全施設）

第３３条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横

断歩道橋等、自動運行補助施設、柵、照明施設、視線誘導標、緊

急連絡施設その他これらに類する施設で省令第３条に掲げるもの

を設けるものとする。

第４４条 省略

愛 媛 県 報令和３年３月２６日 第１９２号外１
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附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第３３号
愛媛県立都市公園条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県立都市公園条例の一部を改正する条例

愛媛県立都市公園条例（昭和３４年愛媛県条例第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第３４号
愛媛県建築審査会条例等の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県建築審査会条例等の一部を改正する条例

（愛媛県建築審査会条例の一部改正）

第１条 愛媛県建築審査会条例（昭和２５年愛媛県条例第５８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

は歩行者専用道路には、歩行者の滞留の用に供する部分を設ける

ものとする。

２ 前項に規定する部分には、歩行者利便増進施設等の適正かつ計

画的な設置を誘導する必要があるときは、歩行者利便増進施設等

を設置する場所を確保するものとする。この場合において、必要

があると認めるときは、当該場所に街灯、ベンチその他の歩行者

の利便の増進に資する工作物、物件又は施設を設けるものとす

る。

３ 歩行者利便増進道路（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律（平成１８年法律第９１号）第１０条第１項に規定する

新設特定道路を除く。）は、愛媛県高齢者、障害者等の移動等の

円滑化のために必要な県道の構造に関する基準を定める条例（平

成２４年愛媛県条例第７５号）で定める基準に適合する構造とするも

のとする。

第４６条 省略

第４７条 省略

第４５条 省略

第４６条 省略

改 正 後 改 正 前

（公園施設の建築面積の基準）

第２条の３ 省略

２～６ 省略

７ 政令第６条第７項に定める場合に関する都市再生特別措置法

（平成１４年法律第２２号）第６２条の７第１項の規定により読み替え

て適用する法第４条第１項ただし書の条例で定める範囲は、政令

第６条第７項に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の

１００分の１０を限度として法第４条第１項本文の規定により認めら

れる建築面積を超えることができることとする。

（公園施設の建築面積の基準）

第２条の３ 省略

２～６ 省略
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（職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正）

第２条 職員の服務の宣誓に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県公安委員会委員の服務の宣誓に関する条例の一部改正）

第３条 愛媛県公安委員会委員の服務の宣誓に関する条例（昭和２９年愛媛県条例第２９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第３５号
愛媛県学校職員定数条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県学校職員定数条例の一部を改正する条例

愛媛県学校職員定数条例（昭和３２年愛媛県条例第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（会議録）

第７条 省略

２ 会議録には、会長及び出席委員２名以上が署名しなければ

ならない。

（会議録）

第７条 省略

２ 会議録には、会長及び出席委員２名以上が署名なつ印しなけれ

ばならない。

改 正 後 改 正 前

様式（その１） （地方警察職員以外の職員） 様式（その１） （地方警察職員以外の職員）

省略

（氏 名）

省略

（氏 名） �

様式（その２） （地方警察職員） 様式（その２） （地方警察職員）

省略

私は、日本国憲法及び 法律を忠実に擁護し、命令及び

条例を遵守し、警察職務に優先してその規律に従うべきこと

を要求する団体又は 組織に加入せず、何ものにもとらわれ

ず、何ものをも恐れず、何ものをも憎まず、良心のみに従

い、不偏不党、かつ、公平中正に警察職務の遂行に当たるこ

とを固く誓います。

省略

（氏 名）

省略

私は、日本国憲法および法律を忠実に擁護し、命令および

条例を遵守し、警察職務に優先してその規律に従うべきこと

を要求する団体または組織に加入せず、何ものにもとらわれ

ず、何ものをも恐れず、何ものをも憎まず、良心のみに従

い、不偏不党、かつ、公平中正に警察職務の遂行に当る こ

とを固く誓います。

省略

（氏 名） �

改 正 後 改 正 前

様式 様式

省略

私は、日本国憲法及び 法律を擁護し、命令、条例及び

規則を遵守し、何ものにもとらわれず、何ものをも恐れず、

何ものをも憎まず、良心のみに従つて不偏不党公正に職務を

遂行することを厳粛に誓います。

省略

愛媛県公安委員会委員 （氏 名）

省略

私は、日本国憲法および法律を擁護し、命令、条例および

規則を遵守し、何ものにもとらわれず、何ものをも恐れず、

何ものをも憎まず、良心のみに従つて不偏不党公正に職務を

遂行することを厳粛に誓います。

省略

愛媛県公安委員会委員 （氏 名）�
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附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第３６号
教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部を改正する条例

教育職員の給与等に関する特別措置条例（昭和４６年愛媛県条例第４２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（趣旨）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２４

条第５項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年

法律第１６２号）第４２条、 公立の義務教育諸学校等の教育職員

の給与等に関する特別措置法（昭和４６年法律第７７号。以下「特別

措置法」という。）第３条第１項及び第３項、第５条並びに第６

条第１項（同条第３項において準用する場合を含む。）並びに公

立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施

行規則（令和２年文部科学省令第２６号）第３条第１項の規定に基

づき、教育職員の給与その他の勤務条件について特例を定めるも

のとする。

（定義）

第２条 この条例において「教育職員」とは、学校教育法（昭和２２

年法律第２６号）に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等

学校、中等教育学校又は特別支援学校

に勤務する校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養

教諭、助教諭、養護助教諭、講師（常時勤務の者及び地方公務員

法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。）、

実習助手及び寄宿舎指導員をいう。

（時間外勤務等）

第５条 教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭

和２７年愛媛県条例第３１号。以下「勤務時間等条例」という。）第

１０条の２の規定により、教育職員（管理職手当を受ける者を除く。

第９条において同じ。）を勤務させる場合は、次に掲げる業務に

従事する場合であつて臨時又は緊急のやむを得ない必要があると

きに限るものとする。

�～� 省略

（４週間以内の正規の勤務時間の割振り）

第６条 勤務時間等条例第１１条第１項及び第２項の規定にかかわら

ず、任命権者（市町村立学校職員給与負担法（昭和２３年法律第

１３５号）第１条に規定する教育職員にあつては、その者の属する

市町教育委員会とする。以下同じ。）は、４週間を平均して１週

（趣旨）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２４

条第５項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年

法律第１６２号）第４２条並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員

の給与等に関する特別措置法（昭和４６年法律第７７号。以下「特別

措置法」という。）第３条第１項及び第３項、第５条並びに第６

条第１項（同条第３項において準用する場合を含む。）並びに公

立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施

行規則（令和２年文部科学省令第２６号）第３条第１項の規定に基

づき、教育職員の給与その他の勤務条件について特例を定めるも

のとする。

（定義）

第２条 この条例において「教育職員」とは、学校教育法（昭和２２

年法律第２６号）に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等

学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは

高等部に勤務する校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養

教諭、助教諭、養護助教諭、講師（常時勤務の者及び地方公務員

法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。）、

実習助手及び寄宿舎指導員をいう。

第５条 削除

（時間外勤務等）

第６条 教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭

和２７年愛媛県条例第３１号。以下「勤務時間等条例」という。）第

１０条の２の規定により、教育職員（管理職手当を受ける者を除く。

第８条において同じ。）を勤務させる場合は、次に掲げる業務に

従事する場合であつて臨時又は緊急のやむを得ない必要があると

きに限るものとする。

�～� 省略

（４週間以内の正規の勤務時間の割振り）

第７条 勤務時間等条例第１１条第２項 の規定にかかわら

ず、任命権者（市町村立学校職員給与負担法（昭和２３年法律第

１３５号）第１条に規定する教育職員にあつては、その者の属する

市町教育委員会とする。以下同じ。）は、４週間を平均して１週

改 正 後 改 正 前

（定数）

第２条 学校職員の定数は、次のとおりとする。

� 県立学校の職員 ３，８０２人

� 市町立学校の職員 ８，０３８人

計 １１，８４０人

（定数）

第２条 学校職員の定数は、次のとおりとする。

� 県立学校の職員 ３，８２２人

� 市町立学校の職員 ８，０７０人

計 １１，８９２人

改 正 後 改 正 前
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間の勤務時間が勤務時間等条例第１１条第１項に規定する勤務時間

を超えない範囲内で、特定の日において７時間４５分又は特定の週

において同項に規定する勤務時間を超えて正規の勤務時間を割り

振ることができる。

２ 任命権者は、前項の規定により勤務時間を割り振る場合におい

ては、４週間を通じて４日以上の週休日（勤務時間を割り振らな

い日をいう。以下同じ。）を定めなければならない。

３ 前２項の規定により勤務時間を割り振られ、及び週休日が定め

られた者に関する給与条例第１７条の２第１項、勤務時間等条例第

３条第２項、第３条の２第１項及び第１１条第３項並びに教育職員

の特殊勤務手当等に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３２号。以

下「特殊勤務手当等条例」という。）第６条の２第３号の規定の

適用については、給与条例第１７条の２第１項中「教育職員勤務時

間等条例第１１条第２項及び第３項」とあるのは「教育職員の給与

等に関する特別措置条例（昭和４６年愛媛県条例第４２号）第６条第

２項」と、勤務時間等条例第３条第２項中「第１１条に規定する」

とあるのは「教育職員の給与等に関する特別措置条例（昭和４６年

愛媛県条例第４２号）第６条第１項の規定による」と、勤務時間等

条例第３条の２第１項中「第１１条第２項又は第３項」とあるのは

「教育職員の給与等に関する特別措置条例第６条第１項」と、勤

務時間等条例第１１条第３項中「前項」とあるのは「教育職員の給

与等に関する特別措置条例第６条第２項」と、「同項」とあるの

は「同条第１項」と、同号中「教育職員の給与に関する条例第１７

条の２第１項」とあるのは「教育職員の給与等に関する特別措置

条例（昭和４６年愛媛県条例第４２号）第６条第３項の規定により読

み替えられた教育職員の給与に関する条例第１７条の２第１項」と

する。

（１箇月を超え１年以内の週休日及び正規の勤務時間の割振り）

第７条 任命権者は、教育職員のうち、公務の運営上の事情により

特別の形態によつて勤務する必要のある者については、学校教育

法施行令（昭和２８年政令第３４０号）第２９条第１項の規定により任

命権者が定める学校の夏季、冬季、学年末、農繁期等における休

業日等の期間（以下「長期休業期間等」という。）において当該

教育職員の週休日を連続して設けることを目的とする場合に限り、

勤務時間等条例第１１条第１項及び第２項の規定にかかわらず、人

事委員会規則の定めるところにより、週休日及び正規の勤務時間

の割振りを別に定めることができる。

２ 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを

定める場合には、毎週少なくとも１日の週休日を設け、対象期間

（同項の規定により週休日及び勤務時間を割り振る期間をいい、

１箇月を超え１年以内の期間に限るものとし、長期休業期間等の

全部又は一部を含むものとする。以下同じ。）につき当該対象期

間を平均し１週間当たりの勤務時間が勤務時間等条例第１１条第１

項に規定する勤務時間となるよう勤務時間を割り振らなければな

らない。

３ 第１項の人事委員会規則においては、次に掲げる事項について

定めるものとする。

� 第１項の規定による週休日及び勤務時間の割振りにより勤務

させることができる教育職員の範囲

� 対象期間

� 対象期間の起算日

� 対象期間を設定することができる期間の範囲

� 特定期間（対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。以下

間の勤務時間が勤務時間等条例第１１条第１項に規定する勤務時間

を超えない範囲内で、特定の日において７時間４５分又は特定の週

において同項に規定する勤務時間を超えて正規の勤務時間を割り

振ることができる。

２ 任命権者は、前項の規定により勤務時間を割り振る場合におい

ては、４週間を通じて４日 の週休日（勤務時間を割り振らな

い日をいう。以下同じ。）を定めなければならない。
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同じ。）

� 特定期間の起算日

� 対象期間における勤務日（勤務時間を割り振る日をいう。以

下同じ。）及び当該勤務日ごとの勤務時間（次項の規定により

対象期間を１箇月以上の期間ごとに区分することとした場合に

おいては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の

属する期間（以下「最初の期間」という。）における勤務日及

び当該勤務日ごとの勤務時間並びに当該最初の期間を除く各期

間における勤務日の数及び総勤務時間）

４ 任命権者は、第１項の規定により週休日及び勤務時間の割振り

を定めるに当たつては、対象期間を１箇月以上の期間ごとに区分

し、最初の期間における勤務日及び当該勤務日ごとの勤務時間並

びに当該最初の期間を除く各期間における勤務日の数及び総勤務

時間を割り振る方法によることができる。

５ 任命権者は、前項に規定する方法により週休日及び勤務時間の

割振りを定める場合には、同項の区分による各期間のうち最初の

期間を除く各期間における勤務日の数及び総勤務時間について、

当該各期間の初日の少なくとも３０日前に、当該勤務日の数を超え

ない範囲内において当該各期間における勤務日及び当該総勤務時

間を超えない範囲内において当該各期間における勤務日ごとの勤

務時間の割振りを定めるものとする。

６ 任命権者は、第１項の規定により週休日及び勤務時間の割振り

を定める場合には、指針（特別措置法第７条第１項に規定する指

針をいう。以下同じ。）に定める措置を講ずるものとする。

７ 第１項の規定により週休日及び勤務時間の割振りが定められた

者に関する給与条例第１７条の２第１項、勤務時間等条例第３条第

２項、第３条の２第１項及び第１１条第３項並びに特殊勤務手当等

条例第６条の２第３号の規定の適用については、給与条例第１７条

の２第１項中「教育職員勤務時間等条例第１１条第２項及び第３項」

とあるのは「教育職員の給与等に関する特別措置条例（昭和４６年

愛媛県条例第４２号）第７条第１項」と、勤務時間等条例第３条第

２項中「第１１条に規定する」とあるのは「教育職員の給与等に関

する特別措置条例（昭和４６年愛媛県条例第４２号）第７条第１項の

規定による」と、勤務時間等条例第３条の２第１項中「第１１条第

２項又は第３項」とあるのは「教育職員の給与等に関する特別措

置条例第７条第１項」と、勤務時間等条例第１１条第３項中「前項」

とあるのは「教育職員の給与等に関する特別措置条例第７条第１

項」と、同号中「教育職員の給与に関する条例第１７条の２第１項」

とあるのは「教育職員の給与等に関する特別措置条例（昭和４６年

愛媛県条例第４２号）第７条第７項の規定により読み替えられた教

育職員の給与に関する条例第１７条の２第１項」とする。

（勤務することを要しない時間の指定）

第８条 任命権者は、前条第１項の規定により週休日及び勤務時間

の割振りを定めた場合であつて、対象期間中に、その対象となつ

た教育職員又は当該教育職員の所属する学校について、指針に定

める措置を講ずることができなくなつた場合又は講ずることがで

きなくなることが明らかとなつた場合においては、当該措置を講

ずることができなくなつた日又は講ずることができなくなること

が明らかとなつた日以降において４週間を超えない期間につき１

週間当たり勤務時間等条例第１１条第１項に規定する勤務時間を超

える勤務時間が割り振られた期間が存在するときには、当該教育

職員に対して、前条第１項の規定により勤務時間が割り振られた

当該期間内の日のうち勤務時間等条例第３条第１項に規定する休
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日及び勤務時間等条例第３条の２第１項に規定する代休日を除い

た日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を人事委員会規則の

定めるところにより勤務することを要しない時間として指定し、

当該期間において、当該指定された時間を除く当該教育職員の正

規の勤務時間を１週間当たり勤務時間等条例第１１条第１項に規定

する勤務時間とするものとする。

２ 前項の規定により勤務することを要しない時間を指定された教

育職員は、当該時間において、特に勤務することを命ぜられる場

合を除き、前条第１項の規定により割り振られた勤務時間におい

ても勤務することを要しない。この場合において、指定された勤

務することを要しない時間における勤務は、第５条の時間外勤務

とみなし、当該時間に教育職員を勤務させる場合は、同条に掲げ

る業務に従事する場合であつて臨時又は緊急のやむを得ない必要

があるときに限るものとする。

３ 第１項の規定により勤務することを要しないとされた者の同項

の規定により指定された勤務することを要しない時間に係る給与

条例第１６条及び第１７条の２第１項並びに特殊勤務手当等条例第６

条の２第３号から第５号までの規定の適用については、給与条例

第１６条中「正規の勤務日が教育職員勤務時間等条例第３条第１項

に規定する休日（教育職員勤務時間等条例第３条の２第１項の規

定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間

の全部を勤務した教育職員にあつては、当該休日に代わる代休日。

以下「休日等」という。）に当たつても」とあるのは「教育職員

の給与等に関する特別措置条例（昭和４６年愛媛県条例第４２号）第

８条第１項の規定により指定された勤務することを要しない時間

においても」と、給与条例第１７条の２第１項中「教育職員勤務時

間等条例第１１条第２項及び第３項の規定に基づく週休日又は休日

等（以下「週休日等」という。）」とあるのは「教育職員の給与

等に関する特別措置条例第８条第１項の規定により指定された勤

務することを要しない時間（勤務日の勤務時間の全てが同項の規

定により指定された勤務することを要しない時間となつたものに

限る。）」と、特殊勤務手当等条例第６条の２第３号中「教育職

員の給与に関する条例第１７条の２第１項に規定する週休日（以下

「週休日」という。）若しくは同条例第１６条に規定する休日等

（以下「休日等」という。）」とあるのは「教育職員の給与等に

関する特別措置条例（昭和４６年愛媛県条例第４２号）第８条第１項

の規定により指定された勤務することを要しない時間（勤務日の

勤務時間の全てが同項の規定により指定された勤務することを要

しない時間となつたものに限る。以下同じ。）」と、同条第４号

及び第５号中「週休日、休日等又は休日等に当たる日以外の正規

の勤務時間が４時間である日」とあるのは「教育職員の給与等に

関する特別措置条例第８条第１項の規定により指定された勤務す

ることを要しない時間」とする。

（休日等に勤務させた場合の代休）

第９条 任命権者は、第５条の規定により勤務時間等条例第３条第

１項に規定する休日に教育職員を勤務させた場合（勤務時間等条

例第３条の２第１項の規定により当該休日に代わる代休日を指定

し、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務させた場合を

除く。）又は前条第２項の規定により同条第１項の規定により指

定された勤務することを要しない時間に教育職員を勤務させた場

合には、勤務させた正規の勤務時間に相当する時間の有給休暇を

当該勤務させた日から起算して７日を超えない日において与えな

ければならない。

（休日 に勤務させた場合の代休）

第８条 任命権者は、第６条の規定により勤務時間等条例第３条第

１項に規定する休日に教育職員を勤務させた場合（勤務時間等条

例第３条の２第１項の規定により当該休日に代わる代休日を指定

し、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務させた場合を

除く。）又は前条第２項の規定により同条第１項の規定により指

定された勤務することを要しない時間に教育職員を勤務させた場

合には、勤務させた正規の勤務時間に相当する時間の有給休暇を

当該休日 から起算して７日を超えない日において与えな

ければならない。
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附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。

（教育職員の給与に関する条例の一部改正）

２ 教育職員の給与に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正）

３ 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例（昭和４１年愛媛県条例第１４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置）

第１０条 教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育

の水準の維持向上に資するため、教育職員が勤務時間等条例第１１

条に規定する勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量

の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための

措置については、 指針に基づ

き、任命権者の定めるところにより行うものとする。

（教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置）

第９条 教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育

の水準の維持向上に資するため、教育職員が勤務時間等条例第１１

条に規定する勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量

の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための

措置については、特別措置法第７条第１項に規定する指針に基づ

き、任命権者の定めるところにより行うものとする。

改 正 後 改 正 前

（管理職員特別勤務手当）

第１７条の２ 次条第１項の規定により管理職手当を支給される教育

職員（以下「管理職手当受給教育職員」という。）が臨時又は緊

急の必要その他の公務の運営の必要により教育職員勤務時間等条

例第１１条第２項及び第３項の規定並びに教育職員の給与等に関す

る特別措置条例（昭和４６年愛媛県条例第４２号）第７条第２項の規

定に基づく週休日又は休日等（以下「週休日等」という。）に勤

務した場合は、当該教育職員には、管理職員特別勤務手当を支給

する。

２～４ 省略

（義務教育等教員特別手当）

第１７条の６ 省略

２ 省略

３ 高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の幼稚部

若しくは高等部に勤務する教育職員については、第１項に規定す

る教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委

員会規則の定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給

する。

４ 省略

（管理職員特別勤務手当）

第１７条の２ 次条第１項の規定により管理職手当を支給される教育

職員（以下「管理職手当受給教育職員」という。）が臨時又は緊

急の必要その他の公務の運営の必要により教育職員勤務時間等条

例第１１条第２項及び第３項の規定並びに教育職員の給与等に関す

る特別措置条例（昭和４６年愛媛県条例第４２号）第７条第２項の規

定に基づく週休日又は休日等（以下「週休日等」という。）に勤

務した場合は、当該教育職員には、管理職員特別勤務手当を支給

する。

２～４ 省略

（義務教育等教員特別手当）

第１７条の６ 省略

２ 省略

３ 高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の

高等部に勤務する教育職員については、第１項に規定す

る教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委

員会規則の定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給

する。

４ 省略

改 正 後 改 正 前

（職員団体のための職員の行為の制限の特例）

第２条 職員が、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行

い 、又は活動することができる場合は、次 に掲げる場合

とする。

� 省略

� 休日、休日の代休日、超勤代休時間及び教育職員の給与等に

関する特別措置条例（昭和４６年愛媛県条例第４２号）第８条第１

項の規定により指定された勤務することを要しない時間（特に

勤務を命ぜられた場合を除く。）並びに年次有給休暇並びに休

職の期間において職員団体のためその業務を行い、又は活動を

する場合

（職員団体のための職員の行為の制限の特例）

第２条 職員が、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行

ない、又は活動することができる場合は、次の各号に掲げる場合

とする。

� 省略

� 休日、休日の代休日及び超勤代休時間び教育職員の給与等に

関する特別措置条例（昭和４６年愛媛県条例第４２号）第８条第１

項の規定により指定された勤務することを要しない時間（特に

勤務を命ぜられた場合を除く。）並びに年次有給休暇並びに休

職の期間において職員団体のためその業務を行い、又は活動を

する場合
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�愛媛県条例第３７号
愛媛県特殊詐欺等撲滅条例を次のように公布する。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県特殊詐欺等撲滅条例

目次

第１章 総則（第１条―第８条）

第２章 被害の防止に関する基本的施策等（第９条―第１４条）

第３章 被害の防止のために必要な措置等（第１５条―第２１条）

第４章 雑則（第２２条・第２３条）

附則

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、特殊詐欺等の被害が深刻な社会問題となっている現状に鑑み、特殊詐欺等の撲滅を図るため、特殊詐欺等の被害の防

止に関し、県、県民、事業者及び青少年の育成に携わるものの責務等を明らかにするとともに、被害の防止に関する基本的施策等及び被

害の防止のために必要な措置等を定めることにより、特殊詐欺等の被害の防止に係る気運を醸成し、もって特殊詐欺等の被害から県民を

守ることを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において「特殊詐欺等」とは、次に掲げる行為をいう。

� 詐欺（刑法（明治４０年法律第４５号）第２４６条の罪をいう。）又は電子計算機使用詐欺（同法第２４６条の２の罪をいう。）に当たる行為

のうち、面識のない不特定の者（以下この条において「相手方」という。）を電話、郵便、電子メールその他の通信手段（以下「電話

等」という。）を用いて対面することなく欺き、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、財物を交付させ、又は財産上不

法の利益を得、若しくは他人にこれを得させるもの

� 窃盗（刑法第２３５条の罪をいう。）に当たる行為のうち、相手方を電話等を用いて対面することなく欺き、相手方の住居その他その

通常所在する場所（以下「住居等」という。）に赴いて相手方と接触し、隙を見て財物を窃取するもの

� 強盗（刑法第２３６条の罪をいう。）に当たる行為のうち、相手方を電話等を用いて対面することなく欺き、在宅状況、資産状況、世

帯人数その他の状況を確認した上、相手方の住居等に赴き、暴行又は脅迫を用いて財物を強取するもの

� 恐喝（刑法第２４９条の罪をいう。）に当たる行為のうち、相手方を電話等を用いて対面することなく欺き、併せて脅迫を用いて畏怖

させ、第１号の方法により、財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させるもの

（適用上の注意）

第３条 この条例は、特殊詐欺等の被害の防止を図るためにのみ適用するものであって、いやしくもこれを拡張して解釈し、県民、事業者

及びこれらの者が組織する団体（以下「県民等」という。）並びに滞在者の自由と権利を不当に制限するようなことがあってはならない。

（県の責務）

第４条 県は、特殊詐欺等の被害の防止に関する施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する。

（県民の責務）

第５条 県民は、特殊詐欺等の被害の防止に関する知識及び理解を深めるとともに、県が実施する特殊詐欺等の被害の防止に関する施策に

協力するよう努めるものとする。

２ 県民は、自己又は家族、近隣住民その他の身近な者（以下「家族等」という。）が特殊詐欺等の被害に遭わないようにするため、家族

等との間で相互に注意を喚起すること、預貯金の引出用のカード又は預貯金通帳を第三者に渡さないようにすること等日常生活における

被害の防止対策に取り組むよう努めるものとする。

（事業者の責務）

第６条 事業者は、特殊詐欺等の被害の防止に関する知識及び理解を深めるとともに、その事業活動を行うに際しては、県が実施する特殊

詐欺等の被害の防止に関する施策並びに県民、他の事業者及びこれらの者が組織する団体が実施する特殊詐欺等の被害の防止に関する自

主的な活動に協力するよう努めるものとする。

２ 事業者は、商品等の流通及び役務の提供を行うに際して、特殊詐欺等に利用されないための措置を講ずるよう努めるものとする。

３ 事業者は、従業者及びその家族が特殊詐欺等の被害に遭わないようにするため、日常生活における被害の防止対策に取り組むよう呼び

掛けるとともに、広報活動及び啓発活動を行うよう努めるものとする。

（青少年の育成に携わるものの責務）

第７条 青少年の育成に携わるものは、青少年及びその家族が特殊詐欺等の被害に遭わないようにするとともに、青少年が特殊詐欺等に加

担しないようにするため、青少年に対する指導、助言その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

（市町との連携）

第８条 県は、特殊詐欺等の被害の防止に関する施策を推進するに当たっては、市町との連携に努めるものとする。

第２章 被害の防止に関する基本的施策等
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（広報及び啓発）

第９条 県は、特殊詐欺等の被害の防止に関する県民等の関心及び理解を深めるために必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。

（県民等の自主的な活動の支援）

第１０条 県は、県民等が実施する特殊詐欺等の被害の防止に関する自主的な活動を支援するものとする。

（青少年の育成に携わるものに対する支援）

第１１条 県は、第７条の措置が円滑に講じられるよう、青少年の育成に携わるものに対し、必要な情報の提供その他の支援を行うものとす

る。

（情報の提供）

第１２条 県は、必要があると認める場合は、県民等及び市町に対して、特殊詐欺等の発生状況その他の特殊詐欺等の被害の防止に有用な情

報を提供するものとする。

（通報等）

第１３条 県民は、次の各号のいずれかに該当する場合は、警察官への通報その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

� 自己又は家族等が特殊詐欺等と疑われる不審な電話、電子メール、郵便物等を受けたとき。

� その言動から特殊詐欺等の被害を受け、又は受けるおそれがある者を発見したとき。

２ 事業者は、事業活動を行うに際して、その言動から特殊詐欺等の被害を受け、又は受けるおそれがある者を発見したときは、警察官へ

の通報その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

３ 事業者は、事業活動を行うに際して、特殊詐欺等を行っていると疑われる者を発見したときは、警察官に通報するよう努めるものとす

る。

（被害者等への支援）

第１４条 県は、特殊詐欺等により財産又は心身に被害を受けた者が、その被害から早期に回復できるようにするため、当該被害を受けた者

及びその家族が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。

第３章 被害の防止のために必要な措置等

（建物の貸付け等に係る規制）

第１５条 何人も、建物を特殊詐欺等の用に供してはならない。

２ 何人も、自己が貸付けをしようとする県内に所在する建物が特殊詐欺等の用に供されるおそれがあることを知りながら、当該建物を貸

し付けてはならない。

（建物の貸付契約に係る措置等）

第１６条 建物の貸付けをしようとする者は、当該貸付けに係る契約の締結の前に、当該契約の相手方に対し、当該建物を特殊詐欺等の用に

供するものでないことを書面により確認するよう努めるものとする。

２ 建物の貸付けをしようとする者は、当該貸付けに係る契約において、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

� 当該建物を特殊詐欺等の用に供してはならないこと。

� 当該建物が特殊詐欺等の用に供されていることが判明したときは、催告をすることなく当該契約を解除することができること。

３ 建物の貸付けをした者が前２項に規定する措置を講じた場合において、当該建物が特殊詐欺等の用に供されていることが判明し、当該

行為が当該貸付けに係る契約における信頼関係を損なうときは、当該貸付けをした者は、当該契約を解除し、及び当該建物の明渡しを求

めるよう努めるものとする。

（建物の貸付けの代理又は媒介に係る規制等）

第１７条 建物の貸付けの代理又は媒介をする者は、当該代理又は媒介に係る建物が特殊詐欺等の用に供されるおそれがあることを知りなが

ら、当該貸付けに係る契約の代理又は媒介をしてはならない。

２ 建物の貸付けの代理又は媒介をする者は、当該貸付けをしようとする者に対し、前条第１項及び第２項に規定する措置を講ずることを

助言するよう努めるものとする。

（旅館営業者等の営業に係る規制等）

第１８条 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２条第１項に規定する旅館業又は住宅宿泊事業法（平成２９年法律第６５号）第２条第３項に規

定する住宅宿泊事業（以下「旅館業等」という。）を営む者（以下「旅館営業者等」という。）は、宿泊しようとする者により旅館業等

を営む施設が特殊詐欺等の用に供されるおそれがあることを知りながら、当該宿泊しようとする者を当該施設に宿泊させてはならない。

２ 旅館営業者等は、当該施設が特殊詐欺等の用に供されていることが判明したときは、当該行為を行った宿泊者に対し、当該施設におけ

る宿泊のサービスの提供に係る契約の解除を求めるよう努めるものとする。

（個人情報の提供に係る規制）

第１９条 何人も、特殊詐欺等の用に供されるおそれがあることを知りながら、個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７

号）第２条第１項第１号に規定する個人情報のうち、氏名、生年月日、住所、電話番号等又はこれらの組合せであって、特殊詐欺等の用

に供されるおそれがあるものに限る。以下同じ。）を第三者に提供してはならない。

（個人データの第三者提供に係る確認等）

第２０条 個人情報取扱事業者（個人情報の保護に関する法律第２条第５項に規定する個人情報取扱事業者をいう。以下同じ。）は、個人デ

ータ（同条第６項に規定する個人データのうち、氏名、生年月日、住所、電話番号等又はこれらの組合せであって、特殊詐欺等の用に供
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されるおそれがあるものに限る。以下同じ。）を第三者（同条第５項各号に掲げる者を除く。以下同じ。）に提供するに際し、同法第２５

条第１項の記録（以下「第三者提供に係る記録」という。）の作成を行う場合は、運転免許証の提示を受ける方法その他の公安委員会規

則で定める方法により、氏名又は名称その他の公安委員会規則で定める事項の確認を行わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、

この限りでない。

� 第三者について、既にこの項の確認を行っているとき。

� 前号に規定する場合のほか、この項の確認を行わないことに合理的な理由があるとき。

２ 前項の確認を求められた第三者は、正当な理由なくこれを拒んではならない。

３ 第１項の確認を行った個人情報取扱事業者は、第三者提供に係る記録と併せて当該確認に係る記録を保存しなければならない。

（特殊詐欺等への加担防止のために必要な規制）

第２１条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、特殊詐欺等の用に供する特定の手引書又は当該手引書に係る情報を記録し

た電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）を、

個人情報等（個人情報及び個人データをいう。以下同じ。）又は当該個人情報等を記録した電磁的記録と共に所持し、又は保管してはな

らない。
ふ

２ 何人も、道路、公園、広場、駅、埠頭、空港、興行場、飲食店その他の公共の場所又は汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の

乗物において、正当な理由がないのに、身分証明書を偽造したものを携帯してはならない。

３ 何人も、特殊詐欺等をするように勧誘し、又は強要してはならない。

第４章 雑則

（財政上の措置）

第２２条 県は、特殊詐欺等の被害の防止に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

（委任）

第２３条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第３８号
愛媛県の未来を創る農業・農村振興条例を次のように公布する。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県の未来を創る農業・農村振興条例

愛媛県は、県土の７割を林野が占め、リアス海岸や多数の島々もあり、複雑な地勢を有している。本県の農業及び農村は、たゆまぬ努力

と創意によりこのような農業経営上の不利な条件の中、かんきつ類やはだか麦の生産量を日本一とし、また、豚の飼養頭数も中四国一とす
かん

るなど、それぞれの地域において、固有の農産物を生産し、その営みを通じて、県土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の

形成、文化の伝承等の機能を発揮することにより、県民生活を豊かで充実したものにしてきた。

しかしながら、少子高齢化の進行、人口減少、農業の担い手の不足、輸入農作物の増加、農地の荒廃など、本県の農業及び農村を取り巻

く情勢は極めて厳しいものがある。一方で、令和２年に新型コロナウイルス感染症が世界規模でまん延したことにより、安全で安心な国産

農産物の価値及び国内生産の重要性が改めて認識されている。

このような状況の中、本県の基幹産業である農業及び農村が持続的に発展していくためには、経営規模又は家族若しくは法人の別を問わ

ない多様な担い手の確保や育成、農地の集積や集約化、先端技術を活用したスマート農業の推進等により、経営の安定や生産性の向上を図

り、持続可能な農業経営を確立させるとともに、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成にも貢献している農業及び農村の重要性に鑑み、

活力ある農業と豊かな農村社会の実現に取り組む必要がある。

さらに、本県の農業に甚大な被害を及ぼした平成３０年７月豪雨による災害の経験を踏まえ、生産性が高く災害に強い農地に再生する再編
じん

整備など生産基盤の強靱化に取り組むとともに、自然災害等のリスクに備え、農業保険や事業継続計画の普及などにも取り組む必要がある。

ここに、私たちは、農は国の基であるとの認識を共有し、本県の農業及び農村の持続的な発展を図り、愛媛の豊かな未来を創るため、こ

の条例を制定する。

（目的）

第１条 この条例は、農業及び農村の振興に関する基本理念を定め、県の責務、市町との連携等並びに農業者、農業関係団体、食品関連事

業者及び県民の役割について明らかにするとともに、農業及び農村の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策

を総合的かつ計画的に推進し、もって本県の農業及び農村の持続的な発展並びに県民の豊かな暮らしの実現に寄与することを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

� 農業関係団体 農業委員会ネットワーク機構、農業協同組合、農業協同組合連合会（農業協同組合中央会を含む。）、農業共済組合、

土地改良区、土地改良事業団体連合会その他農業に関する団体をいう。

� 食品関連事業者 農産物に係る食品の製造、加工、流通又は販売その他の事業活動を行う事業者をいう。
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� 農業及び農村の有する多面的機能 県土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等農村で農業生産活

動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給の機能以外の農業及び農村の有する多面にわたる機能をいう。

� 地産地消 県産農産物及びその加工品（以下「県産農産物等」という。）を県内で消費することをいう。

� えひめブランド 県産農産物等であって、高品質であること等の特性により消費者に信頼感等を与えるものをいう。

� 環境にやさしい農業 環境への負荷の低減に配慮し、持続可能な生産活動を行う農業をいう。

� 有機農業 化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に

由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業をいう。

� 中山間地域等 山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域をいう。

（基本理念）

第３条 農業及び農村の振興は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。

� 地勢、気候等の多様な地域の特性に応じ、収益性の高い、安定的な農業経営が確立されるとともに、担い手が確保され、将来にわた

って農業が持続的に営まれること。

� 安全で安心かつ高品質な農産物の安定的な生産及び供給並びに消費者の需要の動向に即した農業の健全な発展に資すること。

� 農村が果たしている農業の持続的な発展の基盤たる役割が適切かつ十分に発揮されること。

� 農業及び農村の有する多面的機能が将来にわたって適切かつ十分に発揮されること。

（県の責務）

第４条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、農業及び農村の振興に関する施策を総合的かつ計画的に

策定し、及び実施する責務を有する。

２ 県は、前項の施策を策定し、及び実施するに当たっては、国、市町、農業者、農業関係団体及び食品関連事業者その他関連事業者との

連携に努めるものとする。

（市町との連携等）

第５条 県は、市町が実施する施策との整合を図るため、市町と情報交換を行う等緊密に連携するとともに、助言その他の必要な支援を行

うよう努めるものとする。

（農業者の役割）

第６条 農業者は、自らが安全で安心かつ高品質な農産物の生産及び供給並びに活力ある農村づくりの主体であることを認識し、基本理念

の実現に主体的に取り組むよう努めるものとする。

（農業関係団体の役割）

第７条 農業関係団体は、基本理念にのっとり、農業及び農村の振興を図り、自らの機能の強化に努め、農業者の経営の安定及び生産の支

援、県産農産物等の販路の開拓並びに食品関連事業者その他関連事業者との連携に努めるものとする。

（食品関連事業者の役割）

第８条 食品関連事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たり、県産農産物等の積極的な利用、消費の拡大及び付加価値

の創出に努めるものとする。

（県民の役割）

第９条 県民は、基本理念にのっとり、農業及び農村の有する食料その他の農産物の供給の機能並びに農業及び農村の有する多面的機能の

重要性について理解を深め、地産地消等の取組を通じて農業及び農村を支援するとともに、県が行う農業及び農村の振興に関する施策に

協力するよう努めるものとする。

（基本計画）

第１０条 知事は、農業及び農村の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、農業及び農村の振興に関する基本的な計画（以

下「基本計画」という。）を策定するものとする。

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

� 農業及び農村の振興に関する施策の基本的な方針

� 農業及び農村の振興に関する目標

� 前２号に掲げるもののほか、農業及び農村の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

３ 知事は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、市町、農業者、農業関係団体及び食品関連事業者その他関連事業者並びに県民

の意見を反映するために必要な措置を講ずるものとする。

４ 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

５ 前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。

（農業経営の安定等）

第１１条 県は、農業経営の安定及び多様な発展を図るため、価格対策の充実、農業保険への加入の促進、生産の組織化その他必要な措置を

講ずるものとする。

（農地の有効利用等）

第１２条 県は、農業生産活動に必要な農地の確保及び有効利用を図るため、農地の集積及び集約化、遊休農地の利用の促進、荒廃農地の発

生の防止等に必要な施策を講ずるものとする。
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（生産基盤の整備、保全及び強靱化）

第１３条 県は、農業の生産性の向上、農産物の生産の安定並びに農業及び農村の有する多面的機能の適切かつ十分な発揮を図るため、農地、
じん

農業用用排水施設、農道等の生産基盤の計画的な整備、保全及び強靱化に必要な施策を講ずるものとする。

（担い手の確保及び育成）

第１４条 県は、農業の担い手の確保及び育成を図るため、経営規模の大小等にかかわらず、意欲ある農業者、集落営農組織（集落を基礎と

した農業者の生産組織をいう。）、新たに農業に就業しようとする者等に対し、生産技術の習得及び向上、経営管理能力の向上、経営の

法人化等に必要な施策を講ずるものとする。

２ 前項に規定するもののほか、県は、農業経営における労働力の確保等に必要な施策を講ずるものとする。

（女性の活躍の推進）

第１５条 県は、女性の農業及び農村における活躍を推進するため、女性農業者の経営及び地域活動への参画、連携の促進等に必要な施策を

講ずるものとする。

（県産農産物等の生産の振興、付加価値の向上及び販路の拡大のための措置）

第１６条 県は、県産農産物等の生産の振興、付加価値の向上及び販路の拡大を図るため、次に掲げる事項について必要な措置を講ずるもの

とする。

� 消費者の需要の動向に即した県産農産物等の生産、加工、流通等を安定的かつ効率的に行うことができる体制の構築に関すること。

� えひめブランドの創出及び産地の育成に関すること。

� 食品関連事業者その他関連事業者との連携又は県産農産物等の生産及びその加工若しくは販売を一体的に行う事業活動により、商品

開発等（商品の開発、生産若しくは需要の開拓又は役務の開発、提供若しくは需要の開拓をいう。）を行う取組に関すること。

� 県産農産物等の国内外への販路の拡大に関すること。

� 農業者と食品関連事業者その他関連事業者との連携に関すること。

� 前各号に掲げるもののほか、県産農産物等の生産の振興及び付加価値の向上に関すること。

（環境にやさしい農業の推進等）

第１７条 県は、環境にやさしい農業を推進するため、有機農業をはじめとする化学的に合成された肥料及び農薬等を低減した農業の推進並

びにその農産物の認証、消費者の環境にやさしい農業についての理解の促進等の施策を講ずるものとする。

（主要農作物の種子の生産等）

第１８条 県は、主要農作物（稲、はだか麦、小麦及び大豆をいう。）の優良な種子の生産、供給及び普及を促進するため、必要な施策を講

ずるものとする。

（鳥獣による被害の防止）

第１９条 県は、農業及び農村の持続的な発展を図るため、有害鳥獣の捕獲、鳥獣による被害の防除、鳥獣による被害を防止するための地域

の体制づくりその他の必要な施策を講ずるものとする。

（技術及び知識の向上）

第２０条 県は、農業及び農村の振興に資する技術及び知識の向上を図るため、農産物の高品質化、新品種の開発、生産性の向上等に関する

研究開発の推進、情報通信技術その他の先端技術の活用、大学及び民間等との連携の強化その他の必要な施策を講ずるとともに、その成

果の普及に努めるものとする。

（中山間地域等における農業生産活動の振興）

第２１条 県は、中山間地域等に適した農業生産活動が継続的に行われるよう生産基盤及び定住環境の整備その他農業の生産条件に関する不

利を補正するために必要な施策を講ずるものとする。

（農業及び農村に関する県民の理解の促進）

第２２条 県は、農業及び農村の果たす役割に関する県民の理解の促進を図るため、県民に対する農業及び農村に関する情報の提供、地産地

消及び食育の推進、食文化の維持保存、都市と農村の交流等の県民と一体となって取り組む施策を講ずるものとする。

（財政上の措置）

第２３条 県は、農業及び農村の振興に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

（施策の実施状況の公表）

第２４条 知事は、毎年度、農業及び農村の振興に関する施策の実施状況を公表するものとする。

附 則

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。

２ この条例の施行の際現に策定されている農業及び農村の振興に関する事項を定めた県の計画は、第１０条第１項の規定により策定された

基本計画とみなす。

�愛媛県条例第３９号
愛媛県議会委員会条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和３年３月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広
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愛媛県議会委員会条例の一部を改正する条例

愛媛県議会委員会条例（昭和２９年愛媛県条例第２４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。

２ この条例施行の際、スポーツ文教警察委員会委員に選任されている者は、観光スポーツ文教警察委員会委員に選任されたものとみなす。

改 正 後 改 正 前

（常任委員会）

第１条 愛媛県議会に次の常任委員会を置き、その所管に属する事

務の調査を行い、議案、請願、陳情等を審査する。

�～� 省略

� 観光スポーツ文教警察委員会

（常任委員会の所管）

第２条 各常任委員会の所管事項は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 観光スポーツ文教警察委員会

ア 観光スポーツ文化部の所掌に属する事項

イ・ウ 省略

（常任委員会）

第１条 愛媛県議会に次の常任委員会を置き、その所管に属する事

務の調査を行い、議案、請願、陳情等を審査する。

�～� 省略

� スポーツ文教警察委員会

（常任委員会の所管）

第２条 各常任委員会の所管事項は、次のとおりとする。

�～� 省略

� スポーツ文教警察委員会

ア スポーツ・文化部 の所掌に属する事項

イ・ウ 省略
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